
沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（素案全体に対する意見）

対応区分

1

「児童」と表現しているところと、「こども」と表現しているところがあるので、統一したほうがよいのではな
いか。

狩俣みつ
穂

③その他 基本的には「こども」と表現しますが、「児童」と表現したほうがよい箇所もありますの
で、計画全体を改めて確認します。

2

同じ文言を別の項目にて再度記載する際に、末尾に「（再掲）」と載っているものと、記載のないものがあ
るので、「（再掲）」記載で統一したほうがよいのではないか。

狩俣みつ
穂

①意見を踏まえ
修正

ご意見を踏まえ修正します。

3

西暦と年号の併記が必要ではないか。これは全体に言えること。全体的にご確認を。西暦が先の方が分
かりやすいが、逆になっている箇所も。

比嘉昌哉 ①意見を踏まえ
修正

ご意見を踏まえ、全体的に併記します。

4

　意見は、提出しましたが、どう修正したり、加筆したりはわからなくて。できれば、話し合いの場があると
いいなぁと思いました。先日、欠席したので、きっとその際に話し合いがあったでしょうか？
　理想を掲げるのは大事ですが、特に保育士不足、ミスマッチについては、具体的な政策が必要かと思
われます。このままだと保育士は、離職するばかりです。保育の重要性を社会的に知らせることも大事で
すし、社会が子育てを伴走している実感が保護者にもあると生きづらさ、産みづらさ、預けづらさから解放
されるし、保育者も社会的地位と処遇がもっとあがるとやりがいも生まれて保育を担ってくれると思いま
す。今、蔓延しているのは、「保育者たちが大事にされていない」感だと思います。子育てを保育園だけに
押し付けてはいけないと思っています。
　そういう、ああいう議論も皆様とできるとこの会に意義があると思います。

ウィン
フィールド
ひろみ

③その他 11月以降に第２回以降のこども・子育て会議を開催予定してまいりますので、引き続
きご議論頂ければと思います。

5

文中に、図表番号を挿入。 文中の内容と図表番号を明確にするこ
とで、理解しやすくなると考えるため。

下地敏洋 ①意見を踏まえ
修正

ご意見を踏まえ修正します。

6
（　　）の各項目で「・」が2つ以上の場合は、「ア」や「a」等の文字や記号等に修正してはどうでしょうか。 表記が文字や記号の方が、確認しやす

いと考えられるため。
下地敏洋 ①意見を踏まえ

修正
ご意見を踏まえ修正します。

7

　今回の計画を読ませていただく中で、この内容を受けてこどもたちがの権利が守られ、これまで守られ
なかった部分がエンパワメントされている内容なのかを考えながら読み進めましたが、中にはエンパワメ
ントにはつながらないようなものも感じました。
　おそらく本計画の内容はこれまでの計画等の内容をそのまま本計画内に活用した文言も多くあるので
はないかと感じました。
　こどもたちが権利の主体であり、これまで奪われてしまった力を取り戻すための計画となっているのか、
また部会の中でほかの委員の方と意見を出し合いながら考えていければと思いました。
　本感想も、全体を拝読させていただき感じたことですので、お伝えします。

上野さや
か

③その他 ご意見ありがとうございます。引き続き、こどもにとってよりよい計画となるよう検討し
てまいります。

8

・不登校支援の一つとして、民間のオルタナティブスクールの拡充。自立支援教室にすら受けないほぼ引
きこもりの不登校の子ども達の居場所作りの強化を

安藤美恵 ③その他 ひきこもり、不登校のこども達の支援として、学校以外の民間団体との連携も含めて
居場所づくり等を推進してまいります。

また、不登校児童生徒を受け入れる民間施設については、明確な設置基準がないた
め、実態把握を進めるとともに、連携のあり方について研究してまいります。自立支
援室を利用できない不登校児童生徒については、スクールカウンセラー、スクール
ソーシャルワーカー及び関係機関と連携して支援を行ってまいります。

9

発達障害、児童精神を診療できる医療機関は県内はほぼゼロの状態。リストに記載されていても、新規
受け入れ中止中ばかりです。児童精神科は人員不足ではなく、採算が合わないからです。「不登校、引
きこもり、子どものうつの実態を把握し、沖縄県こどもの心ネットワーク事業の充実を図る」などの記載追
記をお願いします。

安藤美恵 ③その他 ご意見に関しまして、第３章-2-⑶-エに下記のとおり記載しているところです。
エ　悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実
…また、ひきこもり状態にある者やその家族等への支援を行うために設置した沖縄
県ひきこもり専門支援センターにおいて、相談支援、訪問支援等を行うことにより、本
人の自立を促進するとともに、ひきこもりの実態把握に向けて、市町村との連携体制
を強化し、効果的な調査や支援が行える体制づくりに取り組みます。…

No. 意見 理由 委員名
県の考え方

参考資料１



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（素案全体に対する意見）

対応区分
No. 意見 理由 委員名

県の考え方

参考資料１

10

こどもシェルター設立検討ください。６に書いた子育て短期支援事業とも重なりますが、子どもが自ら利用
できる無料の宿泊施設の設置を希望します。ひとり親家庭の子どもで、親が病院に置き去りにし、困る
ケースがあります。児相は保護所が空いていないから、と保護してくれません。親が迎えに来るまで、ご
飯もないため、病院職員が自腹でお弁当を買ってあげたりしている現状があります。

安藤美恵 ③その他 ご意見にある、子育て短期支援事業には、ショートステイとトワイライトステイの２つの
形態があり、同事業を効率的に活用できればこどもが孤立することがないように対応
ができるものと考えています。しかし、現在同事業を活用する市町村が少ないという
課題もあるため、県では、市町村に対する周知に努めており、里親家庭を活用した
ショートステイ事業を実施する市町村等が徐々に増加しているところです。
県としましては、児童相談所や市町村と連携し、こどもが孤立した際の支援体制や仕
組みを構築するとともに、引き続き、子育て短期支援事業の利用促進、児童相談所
による適切な一時保護に取り組んでまいります。

11

政府から、次期障害児福祉計画について、１、障害のある子ども本人の最善の利益の保障、２、こどもと
家族のウェルビーイングの向上、３、地域社会への参加・包摂（インクルージョン）の推進、という障害児
支援の方向性が提示されている。家族支援を重要視する方向性もある。そのための具体的な取り組みと
して、専門性に基づく支援の充実と、地域社会におけるインクルージョン体制の推進が挙げられると考え
るが、前者は、より高い専門的な支援が展開されるよう、関連機関が連携した総合的な横断的な支援を
強化することが必要であり、国の施策としては、地域の児童発達支援センターを中心とした連携体制の
整備を求めており、県内でも勧めている現状がある。これは、市町村単位または一定の圏域で設置する
よう、障害福祉計画と障害児福祉計画に関する基本指針でも定められているので、本計画にも盛り込ん
だ方が良いのではないかと考える。児童発達支援設置ガイドラインにも、専門性に基づく地域支援の充
実のために児童発達支援の充実を図ることは明記されている。後者については、47ページ4行目にある
ように、インクルージョン体制の推進について、障害児の特性に応じた合理的配慮を進めること、学校等
への一般施策の中で、子育て支援策全体の中で、障害児のインクルージョンを推進していく方向（基本方
針）があることを明記してはどうか。その上で、5行目〜10行目の文章があると、方針から施策（取り組み）
へのつながりがわかりやすいと思われる。

勝連啓介 ①意見を踏まえ
修正

　児童発達支援センターについては、国の障害児福祉計画に関する基本方針（令和
５年５月19日）に掲げられて、県はその設置促進に向け取り組むこととしていることを
踏まえ、児童発達支援センターの設置促進に関する取組について、３章1-⑷-ア-③
において、以下のとおり記載したいと考えています。

・市町村において地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関とし
て、児童発達支援センター等を設置し、支援体制を整備する必要があり、県において
は市町村を包括する広域的な見地から市町村をサポートすることで、設置促進に取
り組みます。

　また、県教育委員会においては「沖縄県特別支援教育推進計画」を策定し、特別支
援教育を推進していることから、３章1-⑷-ア-⑤について次のとおり追記します。

・沖縄県特別支援教育推進計画を踏まえ、インクルーシブ教育システム構築のため
の特別支援教育の推進に向けて…

12

第２章の現状と課題と第3章の重要施策のつながりが明確ではない。
例えば27頁14行～ひとり親家庭の課題の記載があり、・・・取り組みを拡充する必要がある、一層取り組
む必要があるとあるが、84頁21行～ひとり親家庭への支援では、ただ支援策を網羅しているだけで、課
題を踏まえてどのような施策により力をいれていくのか伝わらない。
また、84頁21行のタイトルはひとり親家庭への支援となっているが、内容はひとり親家庭等や生活困窮
者家庭や子育て世帯の親と主体が様々であるのでタイトル部分を修正するか、ひとり親家庭とその他を
分けるべきではないか。
実際に、85頁7行～の就労支援等については、もともとひとり親家庭に特化していた支援だが、対象を拡
大したことで、ひとり親家庭の支援としては、後退しているのではないかと思われる。対象ごとに課題をき
ちんと分析して、これまでの施策に加えて何を行うのか、メリハリのある整合性のあるものにしなければ
新しい計画を作る意義が薄れてしまうと考える。

与那嶺清
子

①意見を踏まえ
修正

第３章の重要施策については、ご意見も踏まえ、各項目毎に施策を行う必要性等を
追記するよう、全体的に修正を行っております。これにより、各施策や取組の必要性
がより明確になるものと考えております。

また、「ひとり親」については、ご意見も踏まえ、記載内容を全体的に修正を行いま
す。

13
こども・若者の支援を通した地域づくりをすすめる必要がある。支援をうけても最終的にはこどもも世帯も
地域に戻っていくので、地域が取り組むことももっと分かりやすくいれてほしい。

宇根美幸 ②原文どおり 地域づくりについては、別計画（第四次沖縄県生涯学習推進計画）にまとめており、
今後も地域づくりにつなげる学習機会の充実を図ってまいります。

14

北部三村においては、児童デイサービスが不足している（現在１カ所のみ）。専門分野において療育や
SSTが必要なこどもについては、必要なじきな必要な支援を受けられていない。資源の足りない地域に足
りない資源設置（誘致）できる検討も必要。広域で設置する提案などふくめて県としても積極的に進める
検討してほしい。

宇根美幸 ③その他 障害福祉サービスの必要量は市町村ごとで推計しており、県は必要量を確保するこ
とを基本として事業所指定を行っています。障害福祉サービスの確保については、市
町村と十分連携を図りながら、地域のニーズを踏まえ必要量の確保に努めてまいり
ます。

15

子ども・子育て支援制度
こども大綱では「こども」「子育て」に統一しているようです。

従来の施策では「子ども」という表記も
見られますが、用語の統一を図った方
がよいかと思います。全体を通して要
確認。

井村弘子 ①意見を踏まえ
修正

　原則、「こども」表記で統一しますが、法令や事業名等の固有名詞に関しては、漢字
表記としております。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（素案全体に対する意見）

対応区分
No. 意見 理由 委員名

県の考え方

参考資料１

16

各市町村に、出産から子育てに役立つ情報ブックのようなものの作成の推進など、県から働きかけること
はできるのでしょうか。宮古島市で発行している「わくわく子育てブックHappy」は、子育てに関する制度や
地域の情報などを網羅しており、県内の全市町村でこのような子育てブックがあると、より安心して地域
で子育てがしやすくなるのではないかと考えます。

狩俣みつ
穂

③その他 令和６年度は、次期県子ども・子育て支援事業支援計画の改正にあたり、市町村ヒ
アリングを実施中ですが、市町村においては、宮古島市の事例のように子育てブック
を作成しているところもあれば、ホームページ上のみでの紹介、各種施策の総合的
な情報提供、アプリやＳＮＳでの情報発信など、様々な方法で情報を提供しておりま
す。
市町村における母子保健事業に係る情報提供等の取組に対しする国の補助事業も
あることから、市町村において地域のニーズや実情を踏まえた効果的な周知広報を
行うことができるよう、活用可能な補助事業の周知を行うとともに、先進的な取り組み
事例等について情報共有を図ってまいります。

17

市町村レベルでこども家庭センターの設置が進んでいるが、県としての期待や課題等の基本的な方向性
がこども施策の中心にあれば、より議論の精度が高まるのではないか。

松本大進 ③その他 こども家庭センターは、妊娠・出産・子育ての各段階で子育て世帯を包括的に支援す
る重要な役割を担うことから、全市町村への設置促進に向け取り組んでいく必要が
あると考えております。このため、第３章第１節(5)-ア-②「こども家庭センターや要保
護児童対策地域協議会等との連携による虐待予防の取組強化」及び第３章第２節
(1)-ア-①「こども家庭センターによる切れ目のない支援」に市町村による、こども家庭
センターへの設置を促進する旨記載することとしております。

18

こどもの貧困対策 という名称自体が、本当に困っているこども達が生きづらい環境を作り出しているので
はないか。 こども食堂なども、貧困 の課題を抱えたこども達が行く場所というレッテル貼りをされること
で、思いのある支援者がたくさんいて、そのような場所がたくさん開かれているにもかかわらず、利用者
が減っているという現状もある 。 この名称とは違う何かで、すべてのこどもが自分らしく気負いすることな
く育つ環境がつくれるように発信できると良い。また、このこども・子育て会議がその一端を担う集まりに
なってほしい。

山田照子 ③その他 こども食堂のような狭義の居場所については、所得等に限らず利用できることとして
おり、貧困対策といった表現は避けているところですが、ご指摘のとおりのイメージを
持たれていることは否めません。
引き続き、こどもにとってそれぞれが居場所と感じれる場や機会、空間、人との関係
など、多様な居場所づくりに取り組んでまいります。
※多様な居場所づくりについては、「第３章こども施策に関する重要施策　２ライフス
テージ別の重要施策　⑵学童期・思春期」においても記載

19

審議事項の結婚・出産 の中にある不妊症や出産に対する支援について 、２０年以上相談事業等を行っ
ている。保険診療になるなど、状況は変化しているが、実際には見直しが進まず、同じようなことを続けて
いる。
既存の事業を見直さないと、予算が膨らむだけで、意見を聞いても実行できないことが多くなるため、沖
縄県で既存事業の見直しをやっていただきたい。

徳永義光 ③その他 妊娠や出産には適切な時期があり、健康であることも大切であるため、望む人に将
来の健やかな妊娠・出産をつなげていくためには、若いうちから正しい知識を得て、
自分のライフプランに適した健康管理を意識し、より質の高い生活を送ることが重要
と考えております。このため、県においては、性等に関する正しい知識の習得とプレ
コンセプションケアの推進を図るため、発達段階に応じた性教育や性感染症や不妊・
不育、避妊等女性の悩みに医学的・心理的な側面からの相談支援に取り組むことと
しておます。

20

前回の会議（こども・子育て会議）にて、沖縄では、深刻な待機児童とその背景にある保育士不足の深刻
さが指摘されているが、待機児童ゼロという格差のない保育環境の実現ができていない。まずは、黄
金っ子応援プランで進められてきた計画を検証し、委員へフィードバックしてほしい。
また、これからの保育現場では、「こども誰でも通園制度」や、保育士の配置基準の変更に伴い、保育士
不足のさらなる深刻化が危惧される。地域における共同保育の方針や、保育士の負担軽減と処遇改善
に関する厚生労働省の方針も参考にして、沖縄県の格差なき保育環境の実現と、喫緊の課題である保
育士不足の解消に取り組む必要があると考えている。

末広尚希 ③その他 　黄金っ子応援プラン（第２期沖縄県子ども・子育て支援事業支援計画）に関する検
証に関しては、第２回こども・子育て部会においてご説明させていただきます。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

1 表題

・沖縄県こども計画 修正 ・沖縄県こども・若者計画 ・「こども」だけだと、どうしても「乳幼児期と学童期、
思春期」を連想してしまう。対象年齢が30再未満で
あるならば、「若者」ということばを明記した方がよい
と考えます。

金城伸子 ③その他 名称については、ご意見も踏まえ引き続き検討していきます。

2 表紙
仮称：沖縄県子ども計画 修正

案
①「こどもの明るい未来計画」　　②「こども未来サポート計
画」

舩谷香 ③その他 名称については、ご意見も踏まえ引き続き検討していきます。

3 1

計画策定の趣旨 本計画の必要性が今ひとつわかりにくい。「沖縄県子ども
の貧困対策計画」や「黄金っ子応援プラン」との関連性も含
めて、本計画の意義を抽象的ではなく具体的な表現で示
すべきではないか。（場合によっては図式等も入れてもよい
のではないか）
全体を見ても、前述の２つの計画との違いがわからない。
同じ施策、これまでと同様の施策をただ繰り返しているよう
に感じる。

与那嶺清
子

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、第１章-４・計画の位置付け　へ図を挿入しました。

4 1
5～
22

計画策定の主旨 修正 「子どもの貧困」の子どもの表記 法律・条例等の名称以外は、国もひらがなで「こど
も」と表記する様にしているため、合わせても良いの
ではと感じたため。

上野さや
か

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ修正します。

5 1 11

こどもの将来が 追加 こどもの現在と将来が 2019年改正子どもの貧困対策法から「将来」に加
え、「現在」が明記されている。

山野良一 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ修正します。

6 2
7～
25

2　基本理念 修正 基本理念の「生き生きと暮らせる」の部分を「将来にわたっ
て幸せな状態（ウェルビーイング）で生活を送ることができ
る」としてはいかがでしょうか。「社会の一番の宝である沖
縄のこどもたちが将来にわたって幸せな状態（ウェルビー
イング）で生活を送ることができる「誰一人取り残さないこど
もまんなか社会」の実現を目指します。　とすることを提案
いたします。

「沖縄の目指す社会」のIIIに将来にわたって幸せな
状態（ウェルビーイング）で生活を送ることができる
とありますが、他のI,II, IVに比較してやや抽象的で
あること、どちらかというと理念として一番に示した
方が良い言葉ではないかと考えます。

銘苅桂子 ②原文ど
おり

　基本理念は、あらゆる方にとって分かりやすく受け入れやすい表現である必要があると考えて
おります。特に冒頭で示している理念は、文書や口頭でも多用するため、分かりやすく端的な表
現とし、個別に示している４つの社会像において補足する形式としています。
　ウェルビーイングという概念と用語は、まだ多くの方々に侵透しているとは言い難いものではあ
りますが、重要な観点だと捉えておりますので、個別Ⅲにて用いたいと考えております。

7 2 13

こどもが意見を表明し、、、 追加 こどもが意見を表明し、それを尊重することが重要である。
その環境を社会(大人)が用意することで、子どもが社会に
参画する機会が、、、

こどもが意見を表明するだけでは不十分である 比嘉昌哉 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。
Ⅰ.すべてのこどもたちが権利の主体として尊重され、こどもの最善の利益が優先されるととも
に、こどもが意見を表明し、その意見が尊重され、社会に参画する機会が確保される「こどもま
んなか社会」

8 2 24

・望む人誰もが喜びや生きがいを
感じながら、安心してこどもを産
み育てることができ、

修正 ・望む人が安心してこどもを産み育てることができ、誰もが
喜びや生きがいを感じながら・・・

・初見で読むと、「望む人」が「誰もが喜びや生きが
いを感じながら」にかかっているように解釈される可
能性があるため。

金城伸子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。
Ⅳ.こどもを望む人誰もが、喜びや生きがいを感じながら、安心してこどもを産み育てることがで
き、仕事と家庭の両立と所得向上が実現できる社会

9 2
24、
25

2　基本理念 修正 「仕事と家庭の両立と所得向上の実現により、望む人誰も
が喜びや生きがいを感じながら、安心してこどもを生み育
てることができる社会」とすることを提案いたします。

沖縄で安心して子育てできない大きな理由としては
低所得であることと思います。そこを解決することで
望む人誰もが喜びや生きがいを感じながら、安心し
てこどもを生み育てることができるようになると考え
ます。

銘苅桂子 ②原文ど
おり

　どの所得層であっても、安心してこどもを産み育てる環境を目指していきますので、記述の順
番は原文どおりさせていただきます。（No.8のとおり一部修正）

10 2 26

・記載なし 追加 こどもたちが困難な状況に陥ったとき、自ら助けを求める力
を育める教育や支援環境を整えるとともに、こどもの心身
が健全に成長できる「心の安全基地」を築ける社会

・各種問題の深刻化を防ぎ、負の連鎖を止めるため
には、こどもが安心して成長し、必要な時に適切な
支援を受けられる社会が必要であり、大人一人ひと
りがこどもの心の安全基地としての役割を認識する
必要があると考えるため。

山田照子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、基本方針において以下のとおり修正します。
⑷　こどもの現在と将来がその生まれ育った環境に左右されることなく、すべてのこどもたちが健
やかに成長できるよう、学校を地域に開かれたプラットフォームと位置づけた上で、特性やニー
ズに応じたきめ細かな支援と安全・安心な居場所づくりに取り組むほか、離島を含めどこにいて
も必要な支援が受けられる環境の整備や、課題が表出しているこどもへの支援と併せて保護者
への支援に取り組みます。また、切れ目なく、予防的な関わりや支援が届きにくいこどもへの取
組を強化するとともに、困難に陥った場合でも支援を求めることができる環境の整備など、貧困
を含めた困難な状況の連鎖の防止に取り組みます。

県の考え方該当箇所

参考資料１



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

11 2～3

2　基本理念と3　基本方針 追加 こどもが夢や希望をもって成長していけるような社会の実
現をめざすことを理念と方針に掲げていただきたいと考え
ます。IVがそれに近いように見えますが、単に仕事や家庭
の両立と所得向上ではなく、アジアの中心となる新たな雇
用産業の創出（AI等）や企業誘致、沖縄で活躍する国際性
豊かな人材の育成、男女共同参画の実現など、SDGsとも
連携し、若者が沖縄で活躍したいと思える社会の実現を理
念とすることを提案いたします。

基本理念と方針に、貧困などの現状課題の解決の
みならず、未来志向の1文が入ることを検討してもら
いたいと思います。

銘苅桂子 ②原文ど
おり

　ご指摘の社会の実現については、こども施策にとどまらず、沖縄が目指す社会として、県の総
合計画である「新・沖縄２１世紀ビジョン基本計画」において記述しているところです。
　「新・沖縄２１世紀ビジョン基本計画」の個別計画であるこども計画においては、こども施策とし
て目指す社会に特化して示したいと考えております。

12 2～3

2　基本理念と3　基本方針 追加 （再掲）こどもが夢や希望をもって成長していけるような社
会の実現をめざすことを理念と方針に掲げていただきたい
と考えます。IVがそれに近いように見えますが、単に仕事
や家庭の両立と所得向上ではなく、アジアの中心となる新
たな雇用産業の創出（AI等）や企業誘致、沖縄で活躍する
国際性豊かな人材の育成、男女共同参画の実現など、
SDGsとも連携し、若者が沖縄で活躍したいと思える社会の
実現を理念とすることを提案いたします。

（再掲）基本理念と方針に、貧困などの現状課題の
解決のみならず、未来志向の1文が入ることを検討
してもらいたいと思います。

銘苅桂子 ②原文ど
おり

　ご指摘の社会の実現については、こども施策にとどまらず、沖縄県が目指す社会として、県の
総合計画である「新・沖縄２１世紀ビジョン基本計画」において示しているところです。
　「新・沖縄２１世紀ビジョン基本計画」の個別計画であるこども計画においては、こども施策とし
て目指す社会に特化して示したいと考えております。

13 2
28-
37

すべての子どもたちは、…性犯罪
や性暴力などのあらゆる権利侵
害から子どもを守る取組を進めま
す。さらに…社会全体で共有して
いきます。

子どもが性犯罪や性暴力の加害者・被害者，傍観者になら
ないための具体的で実効性ある取組を推進していただきた
い。

沖縄県において，子どもが被害や加害に関わる実
際の事件等が発生しており，これを根絶するために
非常に重要である。

泊真児 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章1-⑹-ウ-②に「性犯罪・性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせない」に
修正します。

14 3 6

表明された意見について、、、 追加 表明された意見について、まずは個々の子どもの思いを受
け止めることが重要である。その後、様々な機会を通して
子どもたちの意見を子ども施策へ、、、

上記と同様。代表・一般の子どもたちのみではなく、
より配慮が必要な子どもへの目配り。

比嘉昌哉 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。
⑵　こどもや子育て当事者の視点を尊重し、こどもが自らの意見を形成することを支援し、その
意見を表明する場や機会をつくり、主体的に社会に参画する環境づくりに取り組んでいきます。
また、様々な状況にあって声を聴かれにくいこどもへの配慮を行いつつ、表明された意見を尊重
し、こども施策への反映とフィードバックを行い、目指すべき社会の実現に向けてこどもとともに
取り組んでいきます。

15 3 18

こどもの将来が 追加 こどもの現在と将来が 2019年改正子どもの貧困対策法から「将来」に加
え、「現在」が明記されている。

山野良一 ①意見を
踏まえ修
正

　ご指摘のとおり追記します。（N.10のとおり）

16 3 24

届きにくいこどもへの支援を強化 修正 「支援の届きにくいこどもへの取り組みを強化」へ修正 「届きにくいこども」だと「何が届きにくいのか」主語
が明確でないと感じたため。

上野さや
か

①意見を
踏まえ修
正

　ご指摘のとおり追記します。（N.10のとおり）

17 3 26

・記載なし 追加 　素案たたき台部分に記載がないため、下記文章を追加。
・各市町村のニーズに応じて、支援を補完できるような体制
を構築します。

市町村の置かれた状況に応じて、支援の人員配置
や実施状況は濃淡がでうる。例えば、国の支援と連
動して、こどもセンター設置や、ひきこもり関連施策
が進んでいるが、市町村の状況に応じて設置や事
業推進状況に違いが今後現れてくると思われる。誰
一人取り残さないためには、地域のニーズに応じ
て、市町村との協議をしつつ、足りない支援を県が
補完することが必要と考えるため。

松本大進 ③その他 　当該計画に示しているこども施策は、県、市町村（さらには国、民間団体、企業も含め）の連
携・協働が不可欠だと考えます。
　ご指摘のように、市町村での実施状況に濃淡が生じる場合の取組としては、県が補完すること
だけでなく、県が市町村を支援することや、国が支援・制度化するなど、様々な手法が考えられ
ます。
　それぞれの施策において、状況に応じた支援体制の構築に取り組んでいきたいと考えており
ます。なお、県、市町村等の連携・協働については、基本方針⑹にて記載しています。

18 3 29

3　基本方針 確認 (5)個人の自由な意思決定に基づき、それらを臨む場合に
は　の「それら」とは何を指していますか？

銘苅桂子 ②原文ど
おり

　結婚・出産・子育てを指しています。

19 3 30

・誰もがどこでも安心してこどもを
産み育てることが・・・

追加 ・望む人誰もがどこでも安心して子どもを産み育てること
が・・・

・基本理念のⅣに、「望む人」を明記するのであれ
ば、こちらも同様に記載した方がよいと考えます。

金城伸子 ①意見を
踏まえ修
正

　ご指摘のとおり追記します。
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ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

20 4 3

・記載なし 追加 　素案たたき台部分に記載がないため、下記文章を追加。
・支援を要するこどもやその保護者を支援する人材育成が
あって初めて、上記3、4、5における支援や環境整備が十
分なものとなることから、本計画におけるこどもの支援に関
わる人材育成については、施策横断的に、可能な限り、統
合的・体系的な人材育成とし、カリキュラムの全体像を示す
などし、より効果的な人材育成の体制構築に取り組みま
す。

本計画で取り組む予定の事業は多岐にわたり、そ
れぞれの施策単位、事業単位で支援者向けの人材
育成の予算が配分されている。しかし、本計画にお
けるこどもや保護者が抱える課題は分野横断的に
多岐にわたることから、本計画におけるこども支援
の人材育成は、基礎的な事柄をおさえつつ、多様な
学びを分野横断的に進める必要がある。そのため、
効果的な人材育成の実施のためには、分野横断的
かつ施策横断的な、経験別かつ体系的な人材育成
の地図（カリキュラム）があることが望ましい。各支
援者がどこに向けて何を学んでいるかを把握できる
全体像があり、各事業で実施する研修はカリキュラ
ムのどこをカバーしているのかが把握されることで、
参加する支援者にとっても、事業実施する事業者に
とっても、効果的な研修の実施となる。

松本大進 ③その他 　ご指摘のとおり、こども施策に係る人材育成やキャリアプランの形成については、分野を横断
して取り組み、効果的な人材育成と人材確保に努める必要があると考えます。
　人材育成については、第５章・こども施策を推進するために必要な事項ー２・こども施策の共通
の基盤となる取組ー⑵こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援　に記載し
ております。

21 4 11
また、父子並びに寡婦福祉法、、、追加 母子及び父子並びに寡婦福祉法、、、 誤植 比嘉昌哉

与那嶺清
子

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ修正します。

22 4 24

対象とするこども 追加 本計画に基づく施策の対象とするこどもとは「心身の発達
過程にある者」と定義し、こどもの年齢については～（以下
同じ）。

計画の中で「こども」の定義が明確に示されていな
いので、こども基本法の定義である「心身の発達過
程にある者」という内容も含めた方がより具体的に
なると感じたため。

上野さや
か

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ修正します。

23 4 26
・本計画におけるこどもの範囲は、追加 ・本計画におけるこども・若者の範囲は、 ・上記１の理由に同じ 金城伸子 ①意見を

踏まえ修
正

ご意見を踏まえ修正します。

24 4 26

0歳からおおむね30歳未満と
し・・・

こども基本法では、年齢の定義はない。沖縄子どもの貧困
対策計画にも年齢の定義はないが、本計画において年齢
定義を設けた理由及びおおむね３０歳未満とした理由は何
か。基本理念として、望む人誰もが喜びや生きがいを感じ
ながら・・・とするのならば、年齢制限を設ける必要がある
のか。また、第３章の重要施策を見ると、対象者は30歳未
満とは限らない。整合性はどう図るのか。

与那嶺清
子

③その他 年齢区分については、こども大綱を勘案し、記載しております。

25 10 6～7

「子育てや教育にお金がかかりす
ぎるから」となっている

修正 保育、教育無償化に伴い０歳児～１８歳まで無償であれば
約２４００万円税金を使用している。ということは、付け加え
てはいかが。

ウィン
フィールド
ひろみ

②原文ど
おり

国立社会保障・人口問題研究所の出生動向基本調査を出典としているため、原文どおりとさせ
ていただきます。

26
11,1
7,28

こども・若者を取り巻く現状と課題の部分には、本県の取り
組みの記載があるが、子育て環境の現状と課題、こどもの
貧困を取り巻く現状と課題の部分には取り組みの記載がな
い。統一して取り組みも入れるべきではないか。

与那嶺清
子

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、取組について記載します。

27 11 6

平成27年（2015年） 修正 2015(平成27)年 上記の指摘と同様。通常は平成27(2015)年と年を２
回記載しないのではないか。逆にする方がいい。

比嘉昌哉 ②原文ど
おり

２１世紀ビジョン基本計画等の他計画と同様に、元号（西暦）の表記で統一します。

28 11
12～
23

ミスマッチ、保育士の確保の課題 修正 待機児童解消に力を入れすぎたためのミスマッチが起きて
いる

ウィン
フィールド
ひろみ

②原文ど
おり

　本県の保育所等は、施設整備が一定程度進められ、定員充足率についても全国的に高い状
況となっております。（神奈川県や大阪府、兵庫県等の都市部に次いで全国６位（92.3％、全国
平均88.8％））
　国の自治体アンケート調査によると、保育所入所申込者数が見込みを下回った理由として、①
就学前人口が想定以上に減少、②育児休業を予定より長く取得する保護者の増加が主な理由
としてあげられており、本県においても地域によってはそのような状況がみられるところですが、
市町村をまたいだ広域利用による既存施設の活用などに取り組んでいるところです。

29 12
1～
16

修正 矛盾している保育園増設及び保育士不足、１１時間開所保
育時間の歪などが保育士確保に苦慮している

ウィン
フィールド
ひろみ

②原文ど
おり

　県民の高まる保育ニーズに対し、保育士の確保は大きな課題となっております。このため、県
においては、子ども・子育て支援制度に基づく賃金の改善や年休等取得のための代替保育士の
配置支援等、保育所の処遇及び労働環境の改善に取り組んでいるところです。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

30 12 6
・本県は2.89％と高く、 修正 ・本県は2.89倍（？）と高く、 ・記載ミスでしょうか？ 金城伸子 ①意見を

踏まえ修
正

御指摘のとおり訂正いたします。「2.89%→2.89倍」

33 13 27～

(4) 放課後児童クラブの現状と課
題

有料の放課後児童クラブは、生活の厳しい世帯にとっては
その捻出が厳しい現状にあるが、無料で誰でも利用しやす
い「児童館」を各小学校区への設置の促進についても、検
討していただけないか

児童館の設置の促進についての記載がどこにもな
かったため、この項目に意見として書かせていただ
きました。

狩俣みつ
穂

②原文ど
おり

　こどもの居場所については、地位資源も活用しつつ、地域の実情に応じて基盤・環境整備を
行っていく必要があると考えております。これを踏まえ、第３章「２ライフステージ別の重要施策」
「(2)学童期・思春期　イ多様なこどもの居場所づくり」の項目において、次のとおり記載していま
す。
「・・・地域のニーズや実情を踏まえ、児童館や公民館等既存の地域資源を活用する等して、多
様なこども・子育て環境の充実に取り組む」、「学校施設や児童館など公的施設の活用を含む放
課後児童クラブの計画的・効率的な整備を促進するとともに・・」

34 13 36

クラブに登録できていない自動が 追加
修正

待機児童（利用（登録）できなかった児童）が ・表現が分かりにくい/誤解を招く
・厚生労働省「放課後児童クラブ・児童館等の課題
と施策の方向性」の表現を引用しました

崎間由香
子

①意見を
踏まえ修
正

　ご意見等を踏まえ、次のとおり修正します。
　「・・・待機児童（利用できなかった児童）数が高止まりの状況にある・・」

34 13 37

・いない自動が高止まり状況にあ
るほか、

修正 ・いない児童が高止まり状況にあるほか、 ・記載ミスでしょうか？ 金城伸子
上野さや
か
井村弘子

①意見を
踏まえ修
正

　ご意見等を踏まえ、次のとおり修正します。
　「・・・待機児童（利用できなかった児童）数が高止まりの状況にある・・」

34 13 37

自動 誤字
修正

児童数 安藤美恵 ①意見を
踏まえ修
正

　ご意見等を踏まえ、次のとおり修正します。
　「・・・待機児童（利用できなかった児童）数が高止まりの状況にある・・」

35 14 11

保護者の多様な保育ニーズに対
応していくため

追加 多様なニーズとは具体的に何なのかを記載したほうがいい ウィン
フィールド
ひろみ

②原文ど
おり

ご意見については、２章2-⑹-ア「)認可外保育施設の現状と課題」の冒頭３行に以下のとおり記
載しております。
「・・・保育所へ入所できなかった児童の保護者だけでなく、年度途中の児童の受け入れや保育
時間等への柔軟な対応、特色ある教育方針など、・・」

36 14
17～
19

同年10月以降は指導監督基準を
満たさない施設は無償化の対象
外となることから、指導監督基準
の達成に向けた取組が必要と
なっている。

もし、10月までに指導監督基準に達しなかった施設に通う
児童の保育料の負担はどのようになりますか。

狩俣みつ
穂

③その他 　当該施設が無償化の対象外になると保育料については、自己負担になります。
　無償化対象外になる可能性が高い施設については、施設からその旨、保護者に説明していた
だくよう通知しているところであり、また各市町村から対象となる保護者への説明及び認可園若
しくは無償化対象認可外保育施設への転園の意向確認を行い対応しているところであります。

37 14 21

障害児・医療的ケア児等への〜 修正 障がいを持つこども・医療的ケアを必要とするこども〜 計画の構造は、基本理念-基本方針-個別課題とつ
ながっているので、障害児・医療的ケア児と表記す
るよりも、「こども」に統一した方が良いと考える。

勝連啓介 ①意見を
踏まえ修
正

　他施策での表記と合わせるなど全体的なバランスを見据え、修正したいと考えます。

38 15 2

そのご家族からの相談 修正 その家族からの相談 「ご家族」ではなく「家族」という文言に統一する方が
よいのでは？

井村弘子 ①意見を
踏まえ修
正

　他施策での表記と合わせるなど全体的なバランスを見据え、修正したいと考えます。

39 15 15
一貫した支援を実施するたえに 修正 一貫した支援を実施するうえで(？) 狩俣みつ

穂
①意見を
踏まえ修
正

　誤字のため修正します。

40 15
21・
27

保幼こ小連携促進 追加 公立幼稚園から移行した認定こども園を含む沖縄県独自
の体制である保幼こ小連携促進

一般的な「保幼小連携」でなく「保幼こ小連携」という
名称を用いるのであれば、何らかの説明が必要で
は？

井村弘子 ①意見を
踏まえ修
正

文科省の「架け橋プログラムの実施に向けての手引き」では、「保育所、幼稚園、認定こども園と
小学校（以下、『幼保小』という）」と記載されていますが、都道府県及び市町村によって、「保幼
小」「幼小」「保こ小」等、地域の実態に即した表現を使用しています。本計画では、一般県民に
わかりやすい表現とするため、２章-2-⑻-アに次のように説明を追加します。
「保幼こ小連携（保育所、幼稚園、認定こども園、小学校がつながり、こどもの発達や学びの連
続性を大事にした教育活動）にあたっては」

41 15 27

「保幼こ小連携にあたっては、…」 一般県民も目にする計画であり、「保幼こ小」が何の略なの
か、初出の文章中に説明が必要だと考えられる。

一般県民にとって分かりやすい内容とするため。 本村真 ①意見を
踏まえ修
正

文科省の「架け橋プログラムの実施に向けての手引き」では、「保育所、幼稚園、認定こども園と
小学校（以下、『幼保小』という）」と記載されていますが、都道府県及び市町村によって、「保幼
小」「幼小」「保こ小」等、地域の実態に即した表現を使用しています。本計画では、一般県民に
わかりやすい表現とするため、２章-2-⑻-アに次のように説明を追加します。
「保幼こ小連携（保育所、幼稚園、認定こども園、小学校がつながり、こどもの発達や学びの連
続性を大事にした教育活動）にあたっては」



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

42 15 32

幼児教育・保育の無償化がス
タートした

追加 無償化でどれぐらい予算を費やしているのかを明確にした
ほうがいい

令和元年１０月からの無償化はどのような成果をも
たらしているかを追加して欲しい。

ウィン
フィールド
ひろみ

①意見を
踏まえ修
正

　ご指摘を踏まえ、２章-2-⑴において、無償化の効果について以下の内容を加筆しておりま
す。
「無償化実施後の国の保護者に対するアンケート調査では、「無償化により保育施設等に通い
やすくなった」、「早期に通わせることにした」、「家計に余裕が出た」「理想の子どもの数が増え
た」など肯定的な評価がなされており、無償化は、幼児教育・保育を受ける機会の拡充、保護者
の負担軽減、少子化対策につながっているものと思慮される。」

43 15

32・
35
（以
降
も）

子ども・子育て支援制度 修正
（確
認）

こども大綱では「こども」「子育て」に統一しているようです。 従来の施策では「子ども」という表記も見られます
が、用語の統一を図った方がよいかと思います。全
体を通して要確認。

井村弘子 ③その他 　原則、「こども」表記で統一しますが、法令や事業名等の固有名詞に関しては、漢字表記として
おります。
〇子ども・子育て支援法、〇子ども・子育て支援新制度
〇都道府県子ども・子育て支援事業支援計画、〇市町村子ども・子育て支援事業計画

44
11,1
7,28

（再掲）こども・若者を取り巻く現状と課題の部分には、本
県の取り組みの記載があるが、子育て環境の現状と課題、
こどもの貧困を取り巻く現状と課題の部分には取り組みの
記載がない。統一して取り組みも入れるべきではないか。

与那嶺清
子

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、現状と課題に加えて取組について記載します。

45
17-
27

困窮家庭やひとり親世帯への支援・相談体制の充実を徹
底してもらいたい。

現状と課題の各種データに見られる通り，貧困や家
庭状況によって，子供が適切かつ十分な家庭的養
育を受けられないケースへの対応，および，そうした
家庭を1件でも減らすための教育や啓発が，子ども
の健全な成長・発達を促し，社会に貢献しうる大人
にしていくために必要と考える。

泊真児 ②原文ど
おり

困窮世帯への支援・相談体制については、第３章第４節に県政の最重要課題である、こどもの
貧困対策の中で、ライフステージに応じた施策として、ごともやその保護者に対する各種支援に
ついて記載しております。委員のご意見のとおり困難を抱える子育て家庭に支援を届け、こども
たちが健全に成長していける社会を実現するため取り組んでまいります。

また、ひとり親世帯の支援・相談体制については、３章3-⑷にも記述しております。県では引き
続きひとり親世帯の生活の安定及び自立支援に取り組んでまいります。

46
17～
35

文中に図表番号の表示がない。 修正
検討

文中に、図表番号を挿入。 文中の内容と図表番号を明確にすることで、理解し
やすくなると考えるため。

下地敏洋 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ修正します。

47 17
２～
４

（１）困窮世帯の割合等
ア 現状
（ア）困窮世帯の割合

修正 （１）困窮世帯の割合等
　１）現状
　　①困窮世帯の割合

項目の立て方、他の章(36頁)と異なるので、統一を
(複数の計画を組み合わせたため生じたズレでは)。
現行のア、イ、ウ、(ア)、(イ)、(ウ)ではわかりづらい。

比嘉昌哉 ①意見を
踏まえ修
正

統一し、なるべく分かりやすい表記にします。

48 18 4

ひとり親世帯では、電気料金を除
き、沖縄県が低くなっている。

修
正？

(例)ひとり親世帯では、いずれも全国と比べて、沖縄県は
低くなっている。

グラフを見ると、電気、ガス、水道のいずれも、全国
のひとり親世帯より、沖縄県のひとり親世帯が低い
ようである。

狩俣みつ
穂

③その他 グラフを最新のデータに差し替えます。

49 19 ６～

イ　課題 修正 前段の「ア　現状」は所得や生活に関する内容のなか、課
題に挙げている内容との繋がりが分かりにくい。ここに記
載されている課題の内容は、21頁からの「(3) 教育環境」で
の課題として記載した方がよいのではないか。

狩俣みつ
穂

①意見を
踏まえ修
正

第２章課題については、表記の統一を含め、修正します。

50 19 19

引き続き低減に取り組む 追加 引き続き利用料の負担低減に取り組む 何の低減なのか明確にした方がわかりやすいので
は？

井村弘子 ①意見を
踏まえ修
正

ご指摘を踏まえ、放課後児童クラブについて２章2-⑸の現状と課題に記載しております。

51 19 24

いく必要がある。 追加 また、既存の塾や習い事、スポーツクラブなどもこどもたち
の居場所として活用することを進めている必要がり、費用
負担軽減のあり方についても検討する必要がある。

こどもの居場所の設置は必要であるが、利用してほ
しいこども達が利用に至っていない現状がある。そ
のこどもたちが利用しない理由としてスポーツがした
いなどが挙げられる。家庭の負担増を理由にやりた
いとこが出来ない現所もあり、既存の塾なども居場
所と捉え費用負担の軽減も考慮した上で、積極的に
利用できるようにしたほうがいいと考える。また「チャ
レンジしたい」ことができることが自己肯定感を高め
ることにもつながる。

宇根美幸 ①意見を
踏まえ修
正

ご指摘のとおり、こどもの居場所は、こども食堂のような狭義のこどもの居場所に限らず、あらゆ
る場や機会、空間がこどもの居場所になると考えます。
こどもの居場所としての活用推進については、「第２章こども・若者を取り巻く現状と課題」ではな
く、「第３章こども施策に関する重要施策　２ライフステージ別の重要施策　⑵学童期・思春期」
（３章2-(2)-イ-①）において記載したいと考えます。
３章2-(2)-イ-①多様なこどもの居場所づくりに、以下を追記しています。
「併せて、放課後児童クラブや学習塾など、様々な施設や地域の資源が、こどもにとっては居場
所になることから、利用料負担の軽減を図るなど、こどもたちの多様な居場所づくりに向けて取
り組んでまいります。」



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

52 20 20

追加 世帯自身での申請が困難な場合は、スクールソーシャル
ワーカー、貧困対策支援員などとも連携して窓口の同行支
援や世帯訪問を行うなど保護者支援も必要。

制度を効果的に実施すると同時に対象者が申請し
なければ効果を期待する事は出来ない。保護者支
援も必要。

宇根美幸 ①意見を
踏まえ修
正

市町村が地域の実情に応じて配置している、こどもの貧困対策支援員は保護者への支援として
制度へのつなぎなども行っていることから、このような役割を明確にするため、３章４-(1)-ア-①
つながる仕組みの構築の中に、以下の一文を追加します。
「地域の貧困状況を把握し、関係機関との情報共有やこども及びその保護者を各種支援や制度
につなげるための調整等を行う、こどもの貧困対策支援員の配置を促進するとともに、～」

54 20 23

促進に取り組むとともに、支援員
の質の向上や活動しやすい環境
づくり

「と定着にむけて」を追加 支援員に定着してもらう意識を行政側ももってほし
い。

宇根美幸 ①意見を
踏まえ修
正

　ご意見を踏まえ、２章-3-⑵-イに「定着、処遇改善に向けた」を追記します。
　また、貧困対策支援員は市町村が配置するため、処遇改善を行うかどうかの判断は市町村に
あるため、県では、３章-4-(1)-ア-①「つながる仕組みの構築」において、県事業として実施して
いる、貧困対策支援員等に対して助言等を行うコーディネーターの配置や、体系的な研修を行う
ことで支援員の資質向上を図り、それにより市町村が継続雇用及び処遇改善を判断していくも
のと考えております。一方で、待遇面等から支援員の入れ替わりが頻繁に行われているような
実態もあり、一定の質を確保した継続的な支援に課題があると認識していますので、支援の専
門性向上及び持続的運営を図るために研修等を実施し資質向上に努める旨の文言を追記した
いと思います。

54 20 23

支援員の質の向上や活動しやす
い環境つくり・・

修正 支援員の質の向上や処遇改善等の環境つくり 社会的に人材不足が課題となる今、支援する方々
が課題解決に集中でき且つ生活の質を保てる報酬
でなければ優秀な人材は確保できない。当該支援
員のみならず重要課題解決に充てた人的支援にま
つわる会計年度雇用を含め待遇改善をしっかり明
記していかなければ、計画実行そのものが危ぶまれ
ると考えます。

喜屋武裕
江

①意見を
踏まえ修
正

　ご意見を踏まえ、２章-3-⑵-イに「定着、処遇改善に向けた」を追記します。
　また、貧困対策支援員は市町村が配置するため、処遇改善を行うかどうかの判断は市町村に
あるため、県では、３章-4-(1)-ア-①「つながる仕組みの構築」において、県事業として実施して
いる、貧困対策支援員等に対して助言等を行うコーディネーターの配置や、体系的な研修を行う
ことで支援員の資質向上を図り、それにより市町村が継続雇用及び処遇改善を判断していくも
のと考えております。一方で、待遇面等から支援員の入れ替わりが頻繁に行われているような
実態もあり、一定の質を確保した継続的な支援に課題があると認識していますので、支援の専
門性向上及び持続的運営を図るために研修等を実施し資質向上に努める旨の文言を追記した
いと思います。

55 20 26

子ども 修正 こども その他（23ページ6行目、27ページ10行目、38ぺー
ジ14行目、60ページ32行目、61ページ17行、20行、

上野さや
か

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、修正しております。

56 21 5
全国平均との差は△１.２ポイント 修正 全国平均より１.２ポイント低く △の意味を言語化した方がいいのでは 井村弘子 ①意見を

踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、修正しております。

57 21 6

改善傾向にある。 修正 上昇傾向にある。 「改善」には「高校進学率は高い方がよい」という価
値観が含まれているので、ここは客観的な表記の方
がいいと思います。

井村弘子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、修正しております。

58 23 6

子ども 修正 こども その他（23ページ6行目、27ページ10行目、38ぺー
ジ14行目、60ページ32行目、61ページ17行、20行、

上野さや
か

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、修正しております。

59 24
2,12
,21

イ　10代の出産状況　　ウ　離婚
エ　20歳未満世帯員のいるひとり
おや世帯数

修正 (イ)　10代の出産状況　　(ウ)　離婚　　(エ)　20歳未満世帯
員のいるひとりおや世帯数

・記載ミスでしょうか？ 金城伸子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、修正しております。

60 24 3

10代の出生数 修正 10代の出産数 見出しに揃えた表記の方がわかりやすいと思いま
す。

井村弘子 ①意見を
踏まえ修
正

出典の人口動態統計を踏まえ、出生に統一します。

61 24
2,12
,21

イ　10代の出産状況　　ウ　離婚
エ　20歳未満世帯員のいるひとり
おや世帯数

修正 （再掲）(イ)　10代の出産状況　　(ウ)　離婚　　(エ)　20歳未
満世帯員のいるひとりおや世帯数

・記載ミスでしょうか？ 金城伸子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、修正しております。

62 24
2,12
,21

イ　10代の出産状況　　ウ　離婚
エ　20歳未満世帯員のいるひとり
おや世帯数

修正 （再掲）(イ)　10代の出産状況　　(ウ)　離婚　　(エ)　20歳未
満世帯員のいるひとりおや世帯数

・記載ミスでしょうか？ 金城伸子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、修正しております。

63 25 2
オ　養育費の取り決め 修正 (オ)　養育費の取り決め ・記載ミスでしょうか？ 金城伸子 ①意見を

踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、修正しております。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

64 25
12～
20

イ　課題
　母子健康包括支援センターに
…
　乳幼児健康診査の受診率…

修
正？

「母子健康包括支援センター…」や、「乳幼児健康診査の
受診率…」が、急にここで表現されており、前段「ア 現状」
の「(ア）婚姻の状況」「（イ）10代の出産の状況」との関連だ
と思われるが、この関連と課題との結びつきをもう少し説明
を加えて欲しい。

狩俣みつ
穂

①意見を
踏まえ修
正

現状に、乳幼児健康診査の受診率を追加しました。

65 25
17－
28

各段落の文頭に接続詞がない。 追加 各段落の文頭に、「また」「なお」「さらに」等の接続詞を文
頭に明記してはどうでしょうか。

23頁の「課題」と書き方が一致し、理解しやすくなる
と考えるため。

下地敏洋 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、修正しております。

66 27 10

子ども 修正 こども その他（23ページ6行目、27ページ10行目、38ぺー
ジ14行目、60ページ32行目、61ページ17行、20行、

上野さや
か

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、修正しております。

67
27,8
2

21～
23
8

・保護者が子育てしながら・・・取
り組む必要がある。
・一時預かり、ファミリー・サポー
ト・・・取組推進

家事代行や育児支援があまり知られていないことと、活用
することに罪悪感を感じている親御さんが多い。ファミリー
サポート事業の充実と併せて、保護者が従事する企業に
対しても活用促進に向けた取組支援を認証制度以外のイ
ンセンティブを複数打ち出してほしいです。

喜屋武裕
江

②原文ど
おり

ご指摘の件について、こども未来部においては、引き続き市町村と連携して、ファミリー・サポー
ト・センター事業や一時預かり事業等の活用を推進し、乳幼児や小学生等の子育て中の保護者
が安心してゆとりをもって子育てができるよう支援してまいります。
また、商工労働部では、使用者団体や労働団体に対して「女性の活躍・両立支援総合サイト」や
「特別休暇制度（就業規則等により会社が任意で定めた休暇）」等に関するリーフレットを周知す
るなど、保護者が子育てしながら安心して働きつづけられる環境づくりに取り組んでおります。

68 27 24

・記載なし 追加 　素案たたき台部分に記載がないため、下記文章を追加。
・また、不登校が増加する中、保護者がこどもを支援機関
に繋げることや、家で看護するためには、休業せざるを得
ないが、保護者が職場で子の看護のための休暇の取得
を、促進する必要がある。

各職場において、子の看護による休暇取得の制度
に取り組んでいるものと思われるが、こどもが不登
校となった場合にも子の看護による休暇を取得しや
すくするような施策や補償があると、こどもの関係機
関へのつながりや保護者が支援を受けることができ
る機会の促進につながると考えるため。

松本大進 ②原文ど
おり

ご意見に関しまして、不登校児童生徒の支援は学校のみならず、各家庭での支援も重要である
と考えます。保護者が各家庭で十分な支援を行うためには、職場の理解や雇用条件の整備等も
重要であり、そのような環境を整備することも必要と考えます。
商工労働部では、仕事と生活の調和の実現に向けて積極的に取り組む企業を「沖縄県ワーク・
ライフ・バランス企業」として認証しており、企業による看護休暇制度の整備についても認証要件
の一つとしています。併せて、「女性の活躍・両立支援総合サイト」や「特別休暇制度（就業規則
等により会社が任意で定めた休暇）」等に関するリーフレットを使用者団体や労働団体あてに周
知するなど、保護者が子育てしながら安心して働きつづけられる環境づくりに取り組んでおりま
す。

69 28 1

５　こども・若者を取り巻く現状と
課題

修正 ５ではなく「４」ではないか？ 比嘉昌哉 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ修正します。

70
11,1
7,28

（再掲）こども・若者を取り巻く現状と課題の部分には、本
県の取り組みの記載があるが、子育て環境の現状と課題、
こどもの貧困を取り巻く現状と課題の部分には取り組みの
記載がない。統一して取り組みも入れるべきではないか。

与那嶺清
子

①意見を
踏まえ修
正

(こ若：意見を踏まえ修正）
ご意見を踏まえ、現状と課題に加えて取組について記載します。

71 28 5～7

「沖縄県子ども・若者支援地域協
議会」を～sorae（ソラエ）」

修正 若者支援地域協議会」を、平成～～若者総合相談セン
ター」として「子ども若者～

句読点の配置の変更
６行目「を」と「平成」の間に点を入れる。７行目の「と
して」と「子ども若者～」の間の点を消す。

狩俣みつ
穂

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ修正します。

72 28 12
・により伴う 修正 ・「により」　または　「に伴う」 ・いずれかの表現の方がよいと考えます。 金城伸子 ①意見を

踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、「により」へ修正します。

73 28
26、
28

平成12年度、令和3年度 修正 2000(平成12)年度、2021(令和3)年度 西暦と年号の併記が必要ではないか。これは全体
に言えること。全体的にご確認を。西暦が先の方が
分かりやすいが、逆になっている箇所も。

比嘉昌哉 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、全体的に併記します。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

74 29
18-
23

刑法犯の…全国と比較して約2.4
倍と特に高い状況となっている。

青少年を非行や犯罪に走らせない学校教育，職業教育，
家庭教育，社会教育を充実化する必要がある。

非行や犯罪は全体的には減少傾向だが，直近2年
間は増加傾向を示しており，全国的にみても沖縄の
検挙・補導人員は高いことから有効な対策を打つ必
要があると考える。

泊真児 ②原文ど
おり

第２章については、こども・若者を取り巻く現状と課題について記載する箇所であるため、原文ど
おりとし、現状・課題を踏まえた施策については、第３章に記載してまいります。

なお、深刻な補導人数の改善に向けた学校と警察との連携については、①学校・警察連絡協議
会」への参加、②「沖縄児童生徒健全育成サポート制度」による対応、③安全学習支援隊による
授業の実施等に取り組んでおり、引き続き連携強化を図る必要があると考えます。

また、県内の社会教育関係団体等の連携・協力体制の強化を図り、「沖縄の青少年を健やかに
育てる県民大会共同アピール2024」などの事業を通して、社会教育の充実及び青少年の健全
育成に取り組んでまいります。

75 33 17

・記載なし 追加 虐待予防教育の必要性
・虐待についての正しい知識の提供
・虐待を受けた後の対応策
・相談方法及び相談することの大切さ
等について、専門家等を学校へ派遣し虐待防止等の授業
を行う。

早期の意識啓発を行い、子どもたちが自分の身を
守る術を学び、虐待のサインを認識することで、早
期に助けを求めることができます。これは虐待の発
見と対応のスピードを向上させ、被害を最小限に抑
える助けとなると考えるため。

山田照子 ②原文ど
おり

ご指摘の箇所につきましては、困難を抱えるこども・若者の現状と課題ということで、児童虐待相
談対応件数のほか、様々なデータを踏まえ、課題として、児童虐待については、こどもの権利と
児童虐待防止についての理解を社会全体で深めていく必要がある旨を記載（たたき台33頁14～
15行目）しており、本課題を受けて第３章1-(5)-ア-②「こども家庭センターや要保護児童対策地
域協議会等との連携による虐待予防の取組強化」の中で、ご意見いただいた内容については盛
り込んでおります。

76 33 17

・記載なし 追加 虐待行為者による行為改善に関する取組み
・虐待行為についての正しい知識の提供
・虐待行為者に対し、子育ての悩みや行為者自身の心の
悩み等に着目し心のケアを行いながら専門家や支援者と
共に行為改善策に取組む機会を作る

虐待行為者の多くは、自身の親との情緒的繋がりの
希薄や愛着課題等を抱えたまま親となり、その課題
が解決しない中での子育てが負の連鎖を繰り返して
いるケースも多いことから、虐待行為改善にとどまら
ず、心のケアも行う必要があると考えるため。

山田照子 ②原文ど
おり

No.75と同じ

77 33 21

スクールソーシャルワーカーの未
配置校への早急な人員配置が必
要である。

修正 子どもたちが抱える様々な課題については、子ども・保護
者(家庭)をまとめて支援するスクールソーシャルワーカー
の配置拡充を計画的に進める必要がる。

原案を否定するものではないが、スクールソーシャ
ルワーカーは問題を問わず子どもとその背後にいる
保護者への支援を行う有効な専門職である。スクー
ルソーシャルワーカーの未配置を指摘するより計画
的に拡充する旨を指摘する方が現実的ではない
か。

比嘉昌哉 ①意見を
踏まえ修
正

意見を踏まえ、２章-4-⑵-イを下記のとおり修正します。
「いじめ、不登校など生徒指導上の課題に対応するため、社会福祉等の専門的な知識・技術を
用いて、児童生徒が置かれた様々な環境へ働きかけ、支援を行うスクールソーシャルワーカー
の配置拡充に努めていく必要があります。」

78 33 29

・記載なし 追加 また、いじめ問題等については多様な考えを受け入れる力
の向上やコミュニケーション力の課題を有するこどもも多い
ことから、他者理解やコミュニケーションに関する授業を取
り入れていく必要がある。

子ども一人ひとりのアイデンティティーや価値観等、
多様性が求められる時代において、他者理解とコ
ミュニケーション力の低さから来る誤解やいじめ等
の問題を防ぐ必要があると考えるため

山田照子 ②原文ど
おり

いじめ防止については、３章2-⑵-オにおいて、「児童生徒が自他を尊重し、いじめ等の防止や
命の大切さについて実感できる人権教育に取り組む。」こと等、学校の教育活動全体を通じて取
り組むことを記載していることから、原文のとおりとします。

79 33 30

準不登校、不登校状態の生徒への修正 登校しぶりや不登校状態の児童生徒への 準不登校よりも「登校しぶり」が一般的な表現かと。
また、小学生も含めて「児童生徒」とした方がいいの
では？

井村弘子 ②原文ど
おり

準不登校については、欠席日数が15日以上30日未満を示す文部科学省の定義によるものであ
るため原文のとおりとします。
また、本段落は、高等学校に関する支援のあり方を記載しているため、原文とおりの記載とさせ
ていただきます。

80 33 30

・不登校の未然防止への 修正 ・児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立
することを支援するための

不登校の支援は、学校に登校するという結果のみを
目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主
体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要
があるという観点に立っての支援が、目指されてい
るところ、不登校の未然防止という文言が、学校に
登校するという結果をより重視した印象を受けるた
め。
リンク参照
文科省「不登校の児童生徒等への支援の充実につ
いて（通知）」令和5年11月17日
不登校児童生徒への支援に対する基本的な考え方
（別紙）
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou
/1422155_00001.htm
https://www.mext.go.jp/content/20231120-
mxt_jidou02-000032767_01.pdf

松本大進 ①意見を
踏まえ修
正

不登校の支援については、ご指摘通りです。
不登校への支援に対する学校の取組は多岐にわたります。本段落では、在籍校での就学継続
の支援に係る校内相談支援等を主に記載しているため、２章-4-⑵-イを下記のとおり修正しま
す。
「準不登校、不登校状態の生徒への支援に加え、就学に悩んでいる生徒への相談取組体制の
充実を図るため、就学継続を支援する支援員（心理系・福祉系等）を配置し、校内における生徒
の相談支援や家庭へのアウトリーチ・関係機関への接続等の支援を学校と協働で取り組む必要
があります。」



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

81 33 35

複合的な課題 NPO等の地域の支援期間との連携強化について具体的な
連携事例はあるか？特に教育行政と民間の連携について
記載できる内容はあるか？

質問です。 舩谷香 ③その他 現在も連携して取り組んでいるところです。今後とも、このような連携、協働は重要であると認識
しております。

82 35 14

若者支援について 無業者率、離職率が高いことに関する原因はどのように分
析しているか？
また、無業者、離職者への訓練だけではなく企業側への働
きかけはあるか？

質問です。 舩谷香 ③その他 若年無業者につながる中卒後の進路未決定者や高校中途退学した者が、その事由に至った理
由として、いじめや非行等の問題行動、学業不振、学校生活不適応、家庭の事情等、様々な理
由が複数重なっている状況があると分析しております。
また、令和４年就業構造基本調査によると、沖縄県の若者(15-34歳)の前職離職理由として、
「雇用期間契約の満了のため」「一時的についた仕事だから」「自分に向かない仕事だったから」
の割合が高くなっております。このことから、本県若年者の離職率が高い主な理由として、卒業
後に非正規労働者となる割合が高いことや、就職先を決める際の業界、企業、職業への理解が
不十分であったことが考えられます。
早期離職防止のための企業への働きかけとして、人材育成や社内の雇用環境の整備について
認証制度を通して促すことや、正規雇用化を促進するセミナーや専門家派遣を行っております。
本県における若年無業者割合（15歳～34歳の人口に占める若年無業者の人口割合）は、令和5
年の総務省の「労働力調査」においては、全国の2.４%に対して、沖縄県では2.9%と全国を上回っ
ており、近年大幅に改善してきたものの、依然として全国よりも高い水準で推移しております。沖
縄県における若年無業者の人口割合が高い要因の一つとして、小中高学校における長期欠席
や不登校、高校進学者における中途退学を経験している者が多く、学校教育の早い段階におけ
る躓きにより、就労するために必要とされる基礎的なスキルが身についていないことで就職の機
会が十分に得られなかったことや、企業が即戦力となる経験者を求める一方で、就業経験が浅
く企業が求める技能・技術を備えていないことで、新規採用時の若年段階における躓きを経験し
ていることなど、若年無業者等を就労につなげる上での課題は、多岐に渡っていると考えていま
す。
なお、企業側への働きかけについては、県側から直接行っていないものの、若年無業者等基礎
訓練事業の委託事業（職場実習を実施）を通して実施しています。実際に基礎訓練後、実施先
で就職へ繋がったケースがあります。
【参考】職場実習を実施しているコース（3か月訓練中、60日間の企業実習がある実践能力習得
訓練や、3か月訓練中、約40日間の企業実習がある知識・技能習得及び実践能力習得訓練）

83 35 17

総合的な就職支援を行っていく… 修正 「総合的なキャリア教育の充実を図っていく…」ではどうで
しょうか。

就職支援が前面に出ているが、キャリア教育の充実
でより総合的に支援することが伝わる考えるため。

下地敏洋 ①意見を
踏まえ修
正

２章-4-⑶-イにおいて、以下のとおり修正します。
　全国と比べ、高等学校・大学等の就職内定率は低く、高卒・大卒者の無業者率、離職率も非常
に高い状況にある。自分の個性・特性・性格・能力等を活かした職業を探す力を育むためには、
幼児期には「人とかかわること」、小学校段階では「将来の夢を描くことができる」、中学校段階で
は「自己理解に基づく進路選択ができる」、高校段階では「社会に出る準備ができている」という
ように、発達段階に応じたキャリア教育の体系的な取り組みを行うとともに、早い時期からの職
業観の育成や就労意識の向上を図る必要がある。

84 35 20

・記載なし 追加 また、キャリア教育においては、“どの職業に就きたいか”
と考える前に、“大人になったとき、どんな大人でありたい
か”を考えられる力を育むことから自立を目指し、その上で
こどもが自分の個性・特性・性格・能力等を活かした職業を
探す力を育む幼少期からのキャリア教育の必要がある。

山田照子 ①意見を
踏まえ修
正

＊NO.83と同じ

85 36

１ ライフステージを通した重要施
策
 ⑴ こども・若者が権利の主体で
あることの社会全体での共有等
 ⑵ 多様な遊びや体験、活躍でき
る機会づくり

こどもは社会が守るものという前提はそのままに、こども自
身が自らを幸せにする力を育むライフ・キャリア教育の明
記も重要と思います。現在書かれている内容は公助、共助
は充実しているので「自助」を高める教育で、変化が著しい
時代にしなやかでたくましく生きる力の醸成を前段に打ち
出していただきたいです。

喜屋武裕
江

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章-1-⑵-ウ-①「キャリア教育の推進」を設け、以下のとおり追記します。
　こどもたちが目的意識を持って、様々な人と協働し、社会を支える自立した人材となるよう、幼
児期からの発達段階に合わせた体系的なキャリア教育の推進に取り組みます。
　また、学校での学びと社会とのつながりを意識できるよう、地域・企業等と連携した体験的活動
を通じた学びを実践し、「キャリア・パスポート」を活用して学びをつなぐことで、「人間関係形成・
社会形成能力：かかわる力」「自己理解・自己管理能力：ふり返る力」「課題対応応力：やりぬく
力」「キャリアプランニング能力：みとおす力」の育成に取り組みます。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

86 36

記載ない 追加 子どもの権利条約の認知度などを、把握していく。子どもだ
けでなく保護者にも確認していく。

大綱には記載がある。大綱p15。 山野良一 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章1-(1)-ア-①を次のとおり修正します。
「全てのこども・若者に対して、県ホームページや県政出前講座等を通して、こども基本法や沖
縄県こども計画（仮称）の理念や内容について、理解を深めるための情報提供や啓発を行うとと
もに、こどもの権利条約の認知度を把握しつつその趣旨や内容についての普及啓発に民間団
体等とも連携して取り組むことにより、こども・若者が権利の主体であることを広く周知します。」

87 36

記載ない 追加 オンブズパーソン等の相談救済機関の設置を促進する。
県独自のものの設置を検討する。また、市町村自治体が
設置できるように後押しをする。

大綱には記載があるp15。なお、大綱では、オンブズ
パーソンについては、救済機関の役割しか記載され
ていないが、オンブズパーソンは、第3者（専門家）
による自治体の子ども施策の評価・チエック機能も
含まれており、後者の役割についても検討する必要
がある。なお、本件は、整理番号9とも関連あり。

山野良一 ①意見を
踏まえ修
正

委員ご意見のとおり、こどもの権利が侵害されることがないよう救済の仕組みを構築する必要性
を感じておりますが、こどもの権利擁護に関しては、既に児童福祉審議会や青少年保護育成審
議会等の調査審議機関が設置されていることから、これら機関との機能や役割の整理、こどもを
救済するという一定の権限を有する機関となることから、権限の運用や透明性の確保など、多く
の課題を整理する必要があると思っています。
併せて、こどもの権利が侵害されることがないよう、沖縄県こどもの権利尊重条例の一層の普及
啓発を行い、県民の理解を深める取組も行うことが肝要だと考えております。
以上のことから、３章1-(1)-ア-③に「こどもの権利侵害に対する相談・救済する仕組みの構築」
という項目を設け、上記主旨を盛り込みたいと考えております。

88 36

重要施策の中に、子どもの権利を守るために中心となる独
立機関の設定がない。「こどもオンブズマン」や「こどもコ
ミッショナー」について位置づけていただきたい。

都道府県では埼玉県、秋田県、長野県
政令市の例として川崎市人権オンブズパーソン、名
古屋市の例がある。
子どもの貧困が厳しく、体験保障や意見表明が難し
い状況にある本県では、率先して子どもの権利を保
障する仕組みを作るべきではないか？

島村聡 ①意見を
踏まえ修
正

No.87に同じ

89 36 26

児童生徒 修正 こども 児童生徒は文科省が表すなので、本計画では他と
揃えて「こども」でも良いかと感じたため。　（＊37
ページ37行も同意見。40ページについては教育に
関することで「児童生徒」とまとめているのであれ
ば、そのままでも良いと思います。統一しても問題な
いのであれば「こども」にそろえた方が読みやすく伝
わりやすいと感じました。）（その他：54ページ13行
目、67ページ30行、69ページ27行、70ページ25行＆
28行、73ページ4行＆10行＆31行32行、）

上野さや
か

①意見を
踏まえ修
正

表記については、原則「こども」を使用しますが、法律等において使用されている文言（子ども・
子育て支援法等）は法律等に準拠して使用するほか、学校や教育における箇所では、「児童生
徒」等を使用しています。

90 36 34

幅広い世代の住民が交流し、そ
の地域の身近な学習の場として
多様なーズに応えられるよう、公
民館、図書館、青少年教育施設
等の地域コミュニティの核となる
社会教育施設の学習環境の充
実に取り組む。

追加 幅広い世代の住民が交流し、その地域の身近な学習の場
として多様なーズに応えられるよう、公民館、図書館、青少
年教育施設・児童館（または児童館の機能を持った施設）
等の地域コミュニティの核となる社会教育施設の学習環境
の充実に取り組む。

放課後の時間帯に在宅する大人がいない家庭のこ
どもたちの中には習い事や塾等へ行く経済的余力
の無い家庭等のこどもや多子世帯のこどもが多く、
そのようなこどもたちが18歳まで無料で利用できる
児童館を利用することが多いことから、地域におけ
る児童館の役割は大きいため、児童館を追加して欲
しいと考えるため。

山田照子 ①意見を
踏まえ修
正

　ご意見を踏まえ、３章1-⑵-ア-①に、次のとおり児童館等を追加修正させていただきます。な
お、「（または児童館の機能を持った施設）」については、多くの施設種類があるため、「児童館
等」の「等」の記述に含まさせていただきたいと考えております。

91 37 14

追加 地域に根付いた居場所（公民館・自治会等施設）を有効活
用し、健全な大人の見守りがる中でのこどもの遊び場や異
年齢交流機会を生み出す児童館の機能を持った施設を全
小学校区に設置運用する。

山田照子 ①意見を
踏まえ修
正

　各市町村においては、それぞれの自治体等が運営する施設や公共的な施設があり、どのよう
な形態の地域資源・施設等を活用してこどもを含めた住民の居場所を確保していくかについて
は、各市町村の地域の実情に応じて対応されていくもの考えております。
　このような視点も踏まえ、第３章2-⑵-イ-①において、「・・・児童館や公民館等既存の地域資
源の活用により、地域のニーズや実情に応じた多様なこども・子育て環境の充実に取り組む」と
しております。

92 37 24

・外国語と深い関わり… 修正 ・外国と深い関わり…
または
・世界各地から集まり、深い関わりのある…

「外国語…」と限定せず、広がりのある表現のほうが
より、世界に視野を広げ、国際理解へと繋がると考
える。

狩俣みつ
穂

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、広がりのある表現にするため、「外国」という表記に修正します。

94 37 37
児童生徒 修正 こども No.89同様 上野さや

か
③その他 No.89と同じく

94 38
２～
７

追加 どこの機関（沖縄県人材国際交流財団など）が人材育成を
担っていることを記載して欲しい。

ウィン
フィールド
ひろみ

②原文ど
おり

当該箇所は県が主体となって取り組む施策のため、原文どおりといたします。
また、人材育成は、世代や目的に応じて多くの部署が関わっていることから、記載することは困
難であると考えます。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

95 38 14
子ども 修正 こども No.89同様 上野さや

か
③その他 No.89と同じく

96 39頁
27～
31

・幅広い芸術を専門的に学ぶ教
育機関である沖縄県立芸術大学
については、・・・

修正
また
は
削除

・専門的に学ぶ教育機関すべてに同様なキャリア支
援の推進が必要だと考えます。沖縄県立芸術大学
に特定した書きぶりですと、少し違和感があると考え
ます。

金城伸子 ②原文ど
おり

当該箇所については、県における取組の一つとして、沖縄２１世紀ビジョン基本計画においても
記載しているものであり、こども・若者に係るものであるため、原文どおり記載することといたしま
す。

97 39 34

・公立の小中学校においては、日
本語支援が必要な児童生徒
～・・・。

追加 ・公立幼稚園、こども園でも日本語支援が必要な幼児が
年々増加しているため、その対応は必要と感じています。
・「幼稚園、こども園、保育園」の追記が可能かどうか分か
りませんが、現状をお伝えできたらと思い、記入しました。

・幼稚園やこども園、保育園も含め、こどもに関わる
施設において、日本語支援の必要な幼児は、今後、
さらに増加していくと思われます。
・翻訳アプリでは伝わらない、また、それを使いこな
せない幼児にとって、人的な日本語支援は必要。
・外国にルーツを持つ保護者への支援も同様。

松本真子 ①意見を
踏まえ修
正

国においては、増加する外国籍等の子ども・保護者への支援として、地方公共団体における受
入れ支援体制や保育所等における対応の取組事例をを収集し、先駆的な事例等とりまとめた事
例集を発信しております。また、受け入れ体制の整備等は、地域の実情に応じて市町村におい
て実施されるものであることから、３章1-⑵-ウ-⑦に「幼児教育施設においては、市町村におい
て地域の実情に応じて外国籍等のこどもの受入体制の整備等を行うことが求められることから、
先進的な取組事例の共有を図ります。 」と追記します。

保育所保育指針では、「子どもの国籍や文化の違いを認め、互いに尊重する心を育てるように
すること」幼稚園教育要領等では、「教師はスキンシップをとりながら幼児の安心感につなげる関
わり方をしたり、挨拶や簡単な言葉掛けの中に母語を使ってみたりしながら信頼関係を築き、幼
児が思ったことを言ったり気持ちを表出したりできるよう努めることが重要である。」と示されてお
り、日本語の習得に困難のある幼児への指導内容や指導方法の工夫は重要であると考えてお
ります。

98 40

9、
15、
18、
21

児童生徒 修正 こども No.89同様 上野さや
か

③その他 No.89と同じく

99 40 ####

社会科，家庭科… 追加 保健体育の教科が抜けているように思います。ジェンダー
の理解や教育は，科目のオーバーラップが多少あっても繰
り返し行うことが必要と考えます。

ジェンダーや性の多様性は，科目横断的に繰り返し
教育することが大切と考えます。

泊真児 ②原文ど
おり

ご意見について、全教科を列挙することは難しいことから、ここでは人権の尊重等について特に
取り扱うことが多い教科を記載し、他教科については「等」で表現しております。

100 40

21-
22
28-
39

児童に対する人権…相談に対応
する。

琉球大学のヒューマンライツセンターとも連携しながら全県
的な取組の推進をしていただけたらよいように思います。

ジェンダーや性の多様性は，科目横断的に繰り返し
教育することが大切と考えます。

泊真児 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章1-⑵-エ-②を以下のとおり修正します。
　沖縄県性の多様性尊重宣言（美ら島にじいろ宣言）」及び「沖縄県差別のない社会づくり条例」
に基づき、性の多様性への理解を促進するための啓発活動や性の多様性に関する多様な悩み
に対応するための相談事業などに取り組みます。また、性の多様性に関する理解促進にあた
り、専門的な知見や学生の視点を活かした取組を実施するため、県内大学など関係機関と連携
を図ります。

また、３章1-⑵-エ-①においても、様々な関係機関と連携し、教育活動全体をとおして教科横断
的な取組の充実を図ることを記載しております。

101 40

21-
22
28-
39

児童に対する人権…相談に対応
する。

琉球大学のヒューマンライツセンターとも連携しながら全県
的な取組の推進をしていただけたらよいように思います。

（再掲）ジェンダーや性の多様性は，科目横断的に
繰り返し教育することが大切と考えます。

泊真児 ①意見を
踏まえ修
正

No.100と同じく

102 40 32

追加 （男女共同参画に関する理解促進、啓発） 28行に（性の多様性～）となっているが、性の多様
性に関する内容は29行目部分のみであり、33行目、
37行目、41ページ1行目は性の多様性よりも男女共
同参画に関する話題なので、性の多様性にひとくく
りにまとめるよりも分けた方が良いと考えるため。ま
た並びも（教育を通じた～）（男女共同参画～）（性
の多様性～）の順が良いように感じるため。

上野さや
か

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章1-⑵-エ-①②の構成を見直しております。

103 41 ####

琉球大学のヒューマンライツセンター，同大学プライドオフィ
スとも連携しながら全県的な取組の推進をしていただけた
らよいように思います。

ジェンダーや性の多様性は，科目横断的に繰り返し
教育することが大切と考えます。

泊真児 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章1-⑵-エ-②を以下のとおり修正しています。
「沖縄県性の多様性尊重宣言（美ら島にじいろ宣言）」及び「沖縄県差別のない社会づくり条例」
に基づき、性の多様性への理解を促進するための啓発活動や性の多様性に関する多様な悩み
に対応するための相談事業などに取り組みます。
また、性の多様性に関する理解促進にあたり、専門的な知見や学生の視点を活かした取組を実
施するため、県内大学など関係機関と連携を図ります。

104 41 ####

琉球大学のヒューマンライツセンター，同大学プライドオフィ
スとも連携しながら全県的な取組の推進をしていただけた
らよいように思います。

（再掲）ジェンダーや性の多様性は，科目横断的に
繰り返し教育することが大切と考えます。

泊真児 ①意見を
踏まえ修
正

No.103と同じく



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

105 41 ####

琉球大学のヒューマンライツセンター，同大学プライドオフィ
スとも連携しながら全県的な取組の推進をしていただけた
らよいように思います。

（再掲）ジェンダーや性の多様性は，科目横断的に
繰り返し教育することが大切と考えます。

泊真児 ①意見を
踏まえ修
正

No.103と同じく

106 41 23

①プレコンセプションケアを含
む・・・

修正 ①妊娠前の健康管理(プレコンセプションケア)を含む・・・ ・横文字だけだとわかりにくいと感じました。 金城伸子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章1-⑶に説明を加えています。

107 41 23

プレコンセプションケア 追加 プレコンセプションケア（将来を考えながら自分の生活や健
康に向き合うこと）

いきなり専門用語が見出しに記載されているので、
説明（注釈）が必要では？

井村弘子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章1-⑶に説明を加えています。

108 41 32
思春期保護 修

正？
思春期保健 狩俣みつ

穂
①意見を
踏まえ修
正

ご指摘のとおり修正いたします。

109 41 35

発達段階に応じた性教育を実施
するとともに・・・

追加 望まない妊娠や性犯罪被害、性虐待被害・性加害行為を
防ぐためにも、幼少期から学校等において専門家を派遣し
発達段階に応じた性教育を実施するとともに・・・

各種性犯罪被害に遭ったこどもらは、自身がどのよ
うな被害に遭ったを説明する際、性器の名称等も答
えられないことから、早急な対応が求められる心身
のケアや傷の治療等に影響がある。幼少期からの
性教育が自身の体を大切にする知識や心の成長を
育み、こどもの心身を守る事に繋がる他、性加害児
童を生みにくい環境も作れると考えるから。

山田照子 ③その他 性教育については、３章2-⑵-ウ-②に新たに施策を追加し、次のとおり記載しております。
「こどもに対する包括的性教育の充実を図るため、人間関係や性の多様性、ジェンダー平等、幸
福（ウェルビーイング）など幅広いテーマで、こどもに携わる方々に対する研修や講座、県民の
理解増進を図るための啓発活動を実施します。 」）

110 42 6

・母子生活支援施設の設置…民
間アパートを活用したひとり親家
庭への生活支援等については…

追加 ・出産後、母子家庭となり地域で自立を目指す家庭におい
ては、地域で総合的な支援が受けられるように、母子生活
支援施設の設置…民間アパートを活用したひとり親家庭へ
の生活支援等を行う「ひとり親家庭生活支援事業」におい
ては…

母子生活支援施設も、「ひとり親家庭生活支援事
業」のいずれもひとり親家庭等を対象とした自立に
向けた支援であることも追記したほうが、読んだ際
に支援内容などが分かりやすくなると考える。

狩俣みつ
穂

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章1-⑶-ア-④を以下のとおり修正します。
　支援を要する妊産婦が安心して出産し、また、出産後に母子家庭となり、地域で自立を目指す
家庭が、自立と安定した生活に向けて総合的な支援が受けることができるよう、 母子生活支援
施設の設置の促進及び広域利用化を図るとともに、宿泊型居場所の設置に取り組みます。

111 42 22

・乳幼児期は…果たす時期であ
ることから、保育所等において食
育の重要性…

追加 ・乳幼児期は…果たす時期であることから、家庭での子育
ての充実に向けても、保育所等において食育や生活習慣
の重要性…

養育の中心となる家庭についても明記することで、
より「家庭」での役割への意識づけや、保育所等と
の繋がりによる孤立しない子育てにも繋がるのでは
ないかと考えたため。

狩俣みつ
穂

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章1-⑶-ア-②について、次のとおり修正します。
　家庭での子育ての充実に向けて、保育所等における食育、生活習慣の重要性に関する取組
の強化を支援するとともに、

112 42 32

・中学、高校において… 追加 子育てに温かい社会づくり・機運の醸成を図るために、な
ぜ「中学、高校」に着目したのかも記載して欲しい。

10代での結婚、妊娠、出産も多いので、もっと深い
意味も込められているのではないかと感じた。また、
若者たちのパワー、発信力から、大人たちにも浸透
していくことへの期待も込められているのかとも感じ
た。そこで、着目した理由を記載することで、より目
的意識をもって、取り組めるのではないかと考える。

狩俣みつ
穂

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章1-⑶-ア-③を以下のとおり修正します。
中学校ではこれからの生活を展望した現在の生活、高校では生涯を見通した生活を捉え、保育
所、幼稚園等への訪問や幼児ふれあい体験等の機会を創出する等、子育てに温かい社会づく
り・機運の醸成を図る。

113 43 7

障害児支援・医療的ケア児等へ
の支援〜

修正 計画の構造は、基本理念-基本方針-個別課題とつなが
り、そこから方針を示して、具体的な取り組み（重要施策）
につながる方がわかりやすいと考えるが、本計画では、障
害児支援については、方針がまとめて明記されていないた
め、優先して取り組む順序がわかりにくい。一般市民への
具体的な理解を促すためには、共生社会の構築、社会的
包摂、社会的障壁の除去などの具体的な方向性をまとめ
て先に示してから、取り組み（重要施策）を示す方が望まし
いのではないか。

勝連啓介 ①意見を
踏まえ修
正

第７期沖縄県障害福祉計画・第３期沖縄県障害児福祉計画における構成においても基本理念-
基本的な考え方-施策・取組となっていること、また、他のこども施策における構成等、全体的な
バランスも見据え、構成（施策展開の説明）を修正しております。

114 43
9～
16

９～16行すべての記載部分 修正 記載内容の整理・検討が必要 一部内容が重複しているので。 井村弘子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章1-⑷-ア-①について次のとおり、修正します。
「障害者を含むすべての人が自由に社会参加できる地域社会を実現する ため、福祉のまちづく
りに寄与する事例の表彰や障害者への理解促進 のための啓発活動を行い、関係機関と地域
社会の共通理解と協力体制 の整備等に取り組む。
…障害を理由とする差別の解消を図るため、広域相談専門員の配置や市 町村相談員との連携
体制を構築するなど、障害者の権利擁護を推進する。」



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

115 43 18

発達障害に関する普及啓発につ
いては、

修正 発達障害に関する何を普及啓発したいのか明記 安藤美恵 ①意見を
踏まえ修
正

　県では、発達障害に関する「正しい知識と理解」に向けた普及啓発等を通じて、発達障害児及
び保護者などが地域で安心して生活できるよう取り組んでいることから、発達障害に関する「正
しい知識と理解に向けた」を追記します。３章1-⑷-ア-①

116 43 27

・障害者等が円滑に社会生活を
営むことができるよう沖縄聴覚障
害者情報センターへの

修正 主語を「聴覚」障害者等に 安藤美恵 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、「聴覚障害児」へ修正します。３章1-⑷-ア-④

117 43
27～
29

・障害者等が円滑に社会生活を
営むことができるよう沖縄県聴覚
障害者情報センターへの・・・

追加 ・視覚障害者に関する記述も掲載した方がよいのではない
かと思いました。

・視覚障害者に関する記述も掲載した方がよいので
はないかと思いました。

金城伸子 ②原文ど
おり

　こども計画（仮称）は、①子どもの貧困対策の推進に関する法律を根拠とする計画、②少子化
対策基本法を根拠とする計画、③子ども・若者育成推進法を根拠とする計画に加え、子ども・子
育て支援法を根拠とする黄金っ子応援プランを統合する形で策定することとなっております。
　このことから、本こども計画（仮称）においては、障害児施策に関する黄金っ子応援プランで位
置づけがあり、支援体制の整備を必要とする、医療的ケア児、発達障害児に加え、国の障害児
福祉計画に関する基本方針（令和５年５月19日）に掲げられた難聴児について盛り込んでいると
ころです。

118 44
２～
４

２～４行すべての記載部分 修正 記載内容の吟味・検討が必要 慎重な受入れ体制準備が必要だと思います。この
記載はあまりにも雑。

井村弘子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見等を踏まえ、３章1-⑷-ア-③について次のとおり記載しております。
　さらに、保育所や幼稚園、放課後児童クラブ等における発達障害児を含む障害児の受け入れ
を支援するため、看護師や支援員の配置等に係る財政的支援を行うとともに、保育所等職員の
療育技術の向上や、特別な配慮を必要とするこどもに対する理解醸成のための研修の実施等、
保育所等や家庭との連携促進に向けた取組を実施します。

119 44 10
児童生徒 修正 こども 上野さや

か
③その他 No.89と同じく

120
44～
45

39～
5

・聴覚障害児を含む難聴児の支
援にあたっては・・・

追加 ・視覚障害者に関する記述も掲載した方がよいのではない
かと思いました。

・視覚障害者に関する記述も掲載した方がよいので
はないかと思いました。

金城伸子 ②原文ど
おり

　こども計画（仮称）は、①子どもの貧困対策の推進に関する法律を根拠とする計画、②少子化
対策基本法を根拠とする計画、③子ども・若者育成推進法を根拠とする計画に加え、子ども・子
育て支援法を根拠とする黄金っ子応援プランを統合する形で策定することとなっております。
　このことから、本こども計画（仮称）においては、障害児施策に関する黄金っ子応援プランで位
置づけがあり、支援体制の整備を必要とする、医療的ケア児、発達障害児に加え、国の障害児
福祉計画に関する基本方針（令和５年５月19日）に掲げられた難聴児について盛り込んでいると
ころです。

121 46 33

市町村における早期発見のため
の

修正 何を早期発見したいのか目的語を明記 安藤美恵 ①意見を
踏まえ修
正

ご指摘のとおりわかりづらかったため、内容を再整理し「第3章２　ライフステージ別の重要施策」
の「（1）ア妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目のない保健・医療の確保」（３章2-⑴-
ア-⑤）において、乳幼児が抱える疾病や障害の早期発券及び養育環境の把握の観点に基づく
検診等の取り組みを記載しております。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

122 47 4

インクルーシブ教育システムの実
現に向けた取組の推進

政府から、次期障害児福祉計画について、１、障害のある
子ども本人の最善の利益の保障、２、こどもと家族のウェ
ルビーイングの向上、３、地域社会への参加・包摂（インク
ルージョン）の推進、という障害児支援の方向性が提示さ
れている。家族支援を重要視する方向性もある。そのため
の具体的な取り組みとして、専門性に基づく支援の充実
と、地域社会におけるインクルージョン体制の推進が挙げ
られると考えるが、前者は、より高い専門的な支援が展開
されるよう、関連機関が連携した総合的な横断的な支援を
強化することが必要であり、国の施策としては、地域の児
童発達支援センターを中心とした連携体制の整備を求めて
おり、県内でも勧めている現状がある。これは、市町村単
位または一定の圏域で設置するよう、障害福祉計画と障害
児福祉計画に関する基本指針でも定められているので、本
計画にも盛り込んだ方が良いのではないかと考える。児童
発達支援設置ガイドラインにも、専門性に基づく地域支援
の充実のために児童発達支援の充実を図ることは明記さ
れている。後者については、47ページ4行目にあるように、
インクルージョン体制の推進について、障害児の特性に応
じた合理的配慮を進めること、学校等への一般施策の中
で、子育て支援策全体の中で、障害児のインクルージョン
を推進していく方向（基本方針）があることを明記してはどう
か。その上で、5行目〜10行目の文章があると、方針から
施策（取り組み）へのつながりがわかりやすいと思われる。

勝連啓介 ①意見を
踏まえ修
正

　児童発達支援センターについては、国の障害児福祉計画に関する基本方針（令和５年５月19
日）に掲げられて、県はその設置促進に向け取り組むこととしていることを踏まえ、児童発達支
援センターの設置促進に関する取組について、３章1-⑷-ア-③において、以下のとおり記載した
いと考えています。

・市町村において地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として、児童発
達支援センター等を設置し、支援体制を整備する必要があり、県においては市町村を包括する
広域的な見地から市町村をサポートすることで、設置促進に取り組みます。

　また、県教育委員会においては「沖縄県特別支援教育推進計画」を策定し、特別支援教育を
推進していることから、３章1-⑷-ア-⑤について次のとおり追記します。

・沖縄県特別支援教育推進計画を踏まえ、インクルーシブ教育システム構築のための特別支援
教育の推進に向けて…

123
47～
49

28～
2

児童虐待 修正 こども虐待 児童の区分にしてしまうと年齢が限定されてします
ため、広く「こども」と表記したほうが、支援が拡充で
きると考えるため。（ただし法律や制度等で児童虐
待となっている場合はそのままで良いと思います）

上野さや
か

②原文ど
おり

「児童虐待の防止等に関する法律」の第２条に「児童虐待」とは、保護者がその監護する児童に
ついて行う行為をいう。と定義されており、ここでいう児童は18歳に満たない者をいう。とされて
おりますので、原文どおりとさせてください。

124 47 30

①児童虐待防止対策と社会的養
護の更なる強化

追加 ①児童虐待防止対策と社会的養護の更なる強化
（虐待から身を守るための教育の推進）
・虐待についての正しい知識の提供
・虐待を受けた後の対応策
・相談方法及び相談することの大切さ
等について、専門家等を学校へ派遣し虐待防止等の授業
を行う。
②社会的養護の更なる強化･･･

整理番号2に同じ
早期の意識啓発を行い、子どもたちが自分の身を
守る術を学び、虐待のサインを認識することで、早
期に助けを求めることができます。これは虐待の発
見と対応のスピードを向上させ、被害を最小限に抑
える助けとなると考えるため。

山田照子 ②原文ど
おり

No.75、76と同じ

125 47 31～

表記が「・」となっている。 修正
検討

（　　）の各項目で「・」が2つ以上の場合は、「ア」や「a」等の
文字や記号等に修正してはどうでしょうか。

表記が文字や記号の方が、確認しやすいと考えら
れるため。

下地敏洋 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、素案たたき台の見出し括弧書きについては、番号を付与（①②等）としていま
す。

126 47
36目
あた
り

追加 （新規で追加）子育て短期支援事業には、短期入所生活援
助（ショートステイ）事業、夜間養護等事業（トワイライトステ
イ）があり、養育者の精神疾患の有無に関わらず、こどもに
対しても親にも対しても支援となりうる事業である。また、育
児疲れなど、保護者が何らかの事情で一時的に児童を養
育することが困難になったときに、保護者に代わって一時
的にこどもを預かって養育する事業である。さらに、児童自
身が一時的に保護者と離れることを希望する場合にも利用
できるため、虐待発生予防に大きく貢献できると考えられ
る。虐待発生予防の観点で、利用できる事業を充実させる
のみではなく、養育者や児童が自発的に利用を検討できる
よう事業の周知徹底を図る

←これは私自身が委員をしている社会福祉審議委
員の虐待死事例報告書に記載した内容です。その
ままは記載せず、必ずアレンジしてください。
いわゆる、誰でも自由に利用でき、さらに子ども自身
だけでお希望したら利用できる事業で、虐待防止に
直結する事業です。
県内はこのショートステイ出来る施設が不足してお
り、事業の周知も不足しています。市町村事業なの
で、事業を充実させるために県が支援する、という
立場になると思います。

安藤美恵 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見のとおり、市町村事業である子育て短期支援事業は、虐待の未然防止を図るため、ま
た、養育経験の乏しい里親が経験を積むためにも有効な事業であることから、県では里親の新
規認定の際の研修会等で同事業の説明も行っているところです。
本事業の記載がないことから、３章1-(5)-ア-①「子育てに困難を抱える世帯に対する包括的な
支援体制の強化」の末尾に以下の一文を追記いたします。
「さらに、児童虐待の未然防止を図るため、保護者が様々な事情で一時的に児童を養育するこ
とが困難になった時に、保護者に代わって一時的にこどもを預かり養育する事業（子育て短期支
援事業）を市町村が積極的に活用するよう事業内容の周知に努めます。」



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

127 48 1～4

・児童虐待の発生・・・ 修正 28～30行の内容とかぶっている。 ・内容が同じであるため一つにまとめ
ても良いため

新崎峰子 ①意見を
踏まえ修
正

委員のご意見のとおり、素案たたき台の内容が重複しておりますので、３章1-(5)-ア-②「こども
家庭センターや要保護児童対策地域協議会等との連携による虐待予防の取組強化」の中で、ご
指摘いただいた内容については記載することといたします。

128 48 3

保育園や幼稚園、小学校における追加 保育園や幼稚園、小学校、中学校における 中学校に入って、子ども自ら虐待を訴えるケースが
多い

上江洲肇
前川英伸

①意見を
踏まえ修
正

委員のご意見を踏まえ、研修対象の書きぶりについて修正することにしますが、次のNo.129のご
意見が全ての対象者を拾えることから、３章1-(5)-ア-②「こども家庭センターや要保護児童対策
地域協議会等との連携による虐待予防の取組強化」に「こどもの教育・支援に関わる全ての職
員」と追記いたします。

129 48 4

共通認識を図る必要があること
から、保育所や幼稚園、小学校
における職員への研修といった
取組を広げていく。

修正 共通認識を図る必要があることから、こどもの教育・支援に
関わる全ての職員への研修といった取組を広げていく。

児童虐待の早期発見・早期対策については、虐待
を受ける全ての児童（18歳未満）が虐待被害にあう
可能性があるため、こどもの教育・支援に関わる全
ての職員が虐待に関する共通認識等を学ぶ必要が
あると考えるため。

山田照子 ①意見を
踏まえ修
正

No.128と同じ

130 48 10

・記載なし 追加 DV（ドメスティックバイオレンス）の課題を抱えた家庭には
児童虐待問題が隠れいている事も考慮し早期発見・対策
につなげる

DV問題は、その課題のみならず児童に対する面前
DVをはじめとした様々な虐待の可能性を排除せず、
多角的視点を持って対策をする必要があると考える
ため。

山田照子 ①意見を
踏まえ修
正

委員のご意見のとおり、DVが存在する家庭の児童に関しては、こどもに直接暴力が振るわれて
いない場合であっても、心理的虐待があったと捉え通告の対象となるなど、関連性がありますの
で、３章1-(5)-ア-②に次の一文を追記します。「ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）が存在する家
庭の児童に関しては、こどもに直接暴力が振るわれていない場合であっても、心理的虐待を受
けている可能性があるため、関係機関職員の研修等で周知を図ることで、児童虐待の未然防止
及び早期発見につなげていきます。」

131 48

記載がない 追加 産前産後ヘルパー事業の推進 多くの市町村では、事業が未実施である。県からの
支援が必要である。

山野良一 ①意見を
踏まえ修
正

国の補助事業である産前・産後サポート事業において、多胎妊産婦等への支援として、サポー
ターを派遣し外出時の補助やに日常の育児に関する介助を行う事業があることから、市町村に
対し、当該事業の活用を促進してまいります。この点を踏まえ、「第３章３（1）子育てや教育に関
する経済的負担の軽減」３章3-⑴-①に、「・・・子ども・子育て支援制度に基づく幼児教育・教育
の無償化及び多子世帯に対する保育料の負担軽減に取り組むとともに、サポーター派遣による
育児等支援に係る事業を促進します。また、低所得世帯等に対しては、一時預かりや・・・」を追
記します。

132 48

記載がない 追加 児童養護施設におけるショートステイ事業などの推進 多くの市町村では、事業が未実施である。県からの
支援が必要である。

山野良一 ①意見を
踏まえ修
正

No.126と同じ

133 48 15

（こども家庭センターや要対協等
～）

修正 （～センターや要保護児童対策地域協議会） 正式名称のため 上野さや
か

①意見を
踏まえ修
正

ご意見のとおり修正いたします。

134 48 24

市町村支援児童福祉司を配置する 市町村支援児童福祉司はすでに配置されているはずで
す。市町村支援児童福祉司が、市町村支援に専任できる
体制を推進していく。

児童相談所と市町村の関係強化が強く求められて
いるのだと思います。

山野良一 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、児童相談所と市町村の関係強化に取り組んでいくことが明確になるよう、３章
1-(5)-ア-②に次のような文面で整理いたします。
「児童相談所に市町村支援担当児童福祉司を配置し、要保護児童対策地域協議会の支援の充
実を図るとともに、市町村と児童相談所職員との人事交流や研修を行い、連携の強化や市町村
の児童相談窓口担当職員の資質向上に取り組みます。」

135 48 30
保育園や幼稚園、小学校における追加 保育園や幼稚園、小学校、中学校における 中学校に入って、子ども自ら虐待を訴えるケースが

多い
上江洲肇
前川英伸

①意見を
踏まえ修
正

No.128、129と同じ

136 49 2~4

北部圏域はコザ児童の管轄であるが、北部圏域に児相設
置の検討若しくは児童家庭支援センターの臨床心理など
の専門職員の増員

宇根美幸 ③その他 県内の２箇所の児童相談所はそれぞれ周辺離島を管轄しており、また、近年の児童虐待相談
対応件数の増加等に伴い人員体制を拡充し続けていることにより、特に中央児童相談所におい
ては施設の狭隘化などの課題が生じております。このため、３章1-(5)-ア-③「児童虐待防止対
策等の更なる強化」の中に、中央児童相談所の今後のあり方を検討していくことを記載しており
ます。あり方検討は、コザ児相も含めた今後の県の児童相談体制も含め検討していきますの
で、北部圏域の状況なども含め検討していきます。
なお、北部圏域の児童家庭支援センター（なごみ）については、現在、臨床心理士や社会福祉士
などの専門家が３名配置されており、国・県から運営費を補助しておりますが、増員の要求等は
受けておりませんので、上述した児童相談所のあり方と併せて検討したいと思います。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

137 49 4

追加 児童福祉司や関係機関職員等の資質向上のための研修
等を継続して実施していく。

過去に児童福祉司によるこどもへの不適切な対応
があったため、こどもの権利を守るためには、おとな
も学び続ける必要があると感じているため。

上野さや
か

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、1-(5)-ア-⑦「こども家庭福祉分野におおける人材、体制の強化」の中に次の
一文を追記いたします。
「児童相談所で任用された児童福祉司やスーパーバイザー、市町村の要保護児童対策調整機
関職員に対する法定研修や、外部機関が行う研修等を継続して受講することで、それぞれの業
務で求められる知識や技能を習得するとともに、こども権利擁護に関する意識の定着を図るな
ど、さらなる専門性の確保や相談援助技術の向上に努めていきます。」

138 49 ####

予期せぬ妊娠に至らぬよう，学校教育における妊娠や出
産・育児の実際や影響をふまえた実際的な性教育を踏み
込んで行う必要があると考えます。

予期せぬ妊娠や若年出産により貧困やひとり親で
様々な困難を抱える家庭が生み出されないようにす
るためには，現実の問題を直視した形でより踏み込
んだ性教育が必要と考えます。

泊真児 ③その他 　こども達が将来について考え、責任ある人生の選択を行うには、性や妊娠に関する正しい知
識を身に付けることが重要であることから、県においては、こどもの居場所や高校等訪問による
性教育等にも取り組んでおります。これらを踏まえ、性教育について1-⑶-ア-①、1-⑵-ウ-②に
おいて、記載しております。

1-⑶-ア-①：学校、家庭、医療機関、市町村などが連携を強化し、発達段階に応じた性教育の
実施や、思春期保健の取組や性に関する指導の充実に取り組む
1-⑵-ウ-②：こどもの性に関する悩み等への相談支援及び居場所職員への保健に関する研修
等を実施するなど、性についての正しい知識の普及啓発を図ります。　こどもに対する包括的性
教育の充実を図るため、人間関係や性の多様性、ジェンダー平等、幸福（ウェルビーイング）な
ど幅広いテーマで、こどもに携わる方々に対する研修や講座、県民の理解増進を図るための啓
発活動を実施します。

139 49
11～
14

追加 若年妊産婦が自立して育児や就労、生活を両立していくた
めには実際に集団生活の中から身に付けることができるた
め、集団生活訓練（グループホーム的なもの）施設や、自
立生活のための住居支援・保育園の優先的入園の支援も
必要。学校復帰を早期に希望するこどもには保育施設や
ファミリーサポートセンター事業の活用があるが、ファミリー
サポートセンター事業は実費がかかり、毎日長時間の利用
は現実的ではない。

宇根美幸 ②原文ど
おり

県では、若年妊産婦が安定した生活を営むために、若年妊産婦に特化した居場所の設置促進
に取り組んでおり、北部圏域においては、令和５年度より広域的な若年妊産婦居場所を設置し
ております。同居場所では支援者や同じ年代の若年妊産婦が情報を共有し共感し合いながら、
生活支援のほか、就学や就労支援など、安定した生活を送るための自立に向けた支援を実施し
ております。
また、同居場所の設置促進を図るためのシンポジウムの開催などにも取り組んでおりますので、
引き続き、市町村における同居場所を設置に向けて取り組んでいきます。
（関連部分は３章2-⑴-ア-④に統合します。）

140 49 27
こどもへの権利養護 修正 こどもへの権利擁護 狩俣みつ

穂
①意見を
踏まえ修
正

ご指摘ありがとうございます。「権利擁護」で統一いたします。

141 49 31

…措置や委託等を行うとともに、
意見表明等支援員が…

追加 …措置や委託等を行うとともに、支援員が定期的に訪問す
ることにより、こどもとの信頼関係を築き、安心して生活に
おける悩みや不満等に関する意見表明のできる支援を実
施する。

こどもとの信頼関係の構築と、こどもが安心して意
見を言える環境づくりが大切だと考える

狩俣みつ
穂

①意見を
踏まえ修
正

こどもの意見表明支援員の役割は、こどもたちに対して、誰かに伝えたいことを意識化したり言
葉にできるようにする意見形成を支援することと、こどもからの意見を十分に聴きこどもからの同
意を得たうえで関係機関に対してこどもの意見・意向を伝える意見表明を支援することになりま
すが、これら支援を行うにあたっては、こどもが「自分の意見を持ってもいい」と思える雰囲気づく
りや、「自分の意見を話してよい」と思える関係性をつくることが重要ですので、３章1-(5)-ア-④
「一時保護所の環境改善、権利擁護の推進」の中に、「意見表明等支援員（アドボケイト）が定期
的に一時保護所を訪問し、こどもと関係性を築き、こどもの立場に立ってこどもの権利を守るた
めに、こどもの意見形成を支援するとともに、こどもが意見表明する支援体制を構築していきま
す。」

142 49

記載がない 追加 児童心理司の増員が必要である。　 令和5年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長
会議資料による「児童相談所関連データ」では、児
童心理司は、県内では14名しか配置されてない。児
童福祉司は60名なので、児童福祉司4人以上にひと
りとなり、2人にひとりという児童福祉法配置基準に
違反している。2024年度まで経過措置として、3人に
ひとりという基準もあやういのではないか。児童心理
司の不足は、児童相談所における在宅の事例など
にクリニック機能に重要な悪影響を及ぼす。　子ども
の意見を聴くという視点でも児童心理司の専門性が
重要である。

山野良一 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見のとおり、本県児童相談所の児童福祉司及び児童心理司は国の配置基準を満たしてい
ない状況となっておりますので、３章1-(5)-ア-③「児童虐待防止対策等の更なる強化」の中に、
「児童虐待に迅速かつ的確に対応するため、児童福祉司及び児童心理司の増員などによる～」
と児童心理司も追記いたします。

143
49・
50

49頁
39～
50頁

3

（親子関係の修復や再構築につ
いて）

追加 グループワークや個別カウンセリングを行う機関なども記
載して欲しい。

児童相談所や市町村、児童家庭支援センターなど
大まかな機関を記載することで、その機関や関連機
関もより意識して取組み、よりしっかりとしたサポート
体制を図れるのではないかと考える。

狩俣みつ
穂

②原文ど
おり

親子関係の再構築を目的としたグループワークやカウンセリング等について、県では児童心理
治療施設（ノアーズガーデン）に委託し実施しており、市町村においても同様の目的で委託事業
を実施していると承知しております。
委託事業については、受託団体が変わる可能性もあることから、機関名を明記することは控えさ
せていただければと思います。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

144 50 4

・記載なし 追加 児童虐待再発防止に向け、児童虐待行為者の心の課題に
対する継続的ケアを行う。

整理番号3に同じ
虐待行為者の多くは、自身の親との情緒的繋がりの
希薄や愛着課題等を抱えたまま親となり、その課題
が解決しない中での子育てが負の連鎖を繰り返して
いるケースも多いことから、虐待行為改善にとどまら
ず、心のケアも行う必要があると考えるため。

山田照子 ②原文ど
おり

県では、児童虐待を行った親子の関係修復や再構築を目的としたグループワークや個別カウン
セリング、ペアレントプログラムを実施しており、３章1-(5)-ア-③「児童虐待防止対策等の更なる
強化」の中にその旨盛り込んでいますので、原文どおりとさせてください。

145 50 ####

性犯罪・性暴力に関しては，未然防止，二次被害防止，潜
在化防止等に重点化した徹底的な取組が重要と考えま
す。

沖縄県の児童相談所職員による性犯罪事件のよう
な事例を二度と起こさないために，子ども・子育てに
関わる全ての職員・従事者に対して，セクハラ，性暴
力等の加害・被害防止に関する教育・研修を義務化
すべきと考えます。

泊真児 ③その他 性暴力被害者支援を行う関係機関の従事者に対しては研修を実施しており、３章1-(5)-ア-⑥に
記載しております。

また、昨年度発生したわいせつ事件については、こどもを守るべき立場にある児童相談所の職
員がその立場を利用して起こしたものであり、二度とこのような事件が生じることがないよう、昨
年10月に「沖縄県職員による強制わいせつ事案に係る再発防止策報告書」をとりまとめ、職員
に対する研修に際しては、こどもの権利擁護については最重要課題として周知徹底を図ってお
ります。また、No.137のご意見に対して、３章1-(5)-ア-⑦「こども家庭福祉分野におおける人材、
体制の強化」の中に研修の強化について追記することとしております。

146 50 8
操作関連の支援法的支援等 修正 捜査関連の法的支援等 狩俣みつ

穂
①意見を
踏まえ修
正

誤字のため、ご意見のとおり修正します。

147 50 11

・記載なし 追加 　素案たたき台部分に記載がないため、下記文章を追加。
・性被害の被害者の継続的なカウンセリングを実施する。

性被害を受けた被害者の心身の健康回復のために
は、継続したカウンセリングが必要であるから。

松本大進 ①意見を
踏まえ修
正

委員のご意見を踏まえ、３章1-⑸-ア-⑥に「性暴力被害者の心情に配意しつつ、関係団体が相
互に連携し、継続的な支援と二次被害の防止に取り組む」に修正します。（カウンセリング以外
の支援を含めた対応として記載）
なお、沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センターでは継続的なカウンセリングが必要となっ
た場合には、専門的な医療機関に繋いでおります。

148 50 14

理解を深めるとともに、被害者が
安心して…

追加 理解を深めるとともに、二次被害を防ぎ、被害者が安心し
て…

被害に遭われた方が、支援従事者により、二次被害
を受けるということもあるので、その予防のために
も、追記したほうがよいのではないかと考える。

狩俣みつ
穂

①意見を
踏まえ修
正

No.147と同じく

149 50 16

・記載なし 追加 性犯罪被害防止及び性非行防止に向け、学校に専門家を
派遣しこども、保護者それぞれにこどもの性犯罪被害防止
や性非行防止に関する教育を行う。

幼少期からの性教育や性犯罪被害防止教育や、保
護者への教育を行うことで性被害抑止及びこどもの
危機管理能力向上の必要があると考えるため。

山田照子 ②原文ど
おり

ご意見については、1-⑹-ウ-②に（学校や園における生命（いのち）の安全養育）に記載してい
るところです。

150 50 38

できる限り家庭的な環境で 修正 できる限り家庭と同様の養育環境で 児童福祉法第３条において、里親・ファミリーホーム
は家庭と同様の条文であることから

上江洲肇
前川英伸

①意見を
踏まえ修
正

（こ家：意見を踏まえ修正）
ご意見を踏まえ、３章1-(5)-イ-②「里親やファミリーホームの確保・充実」の中で「家庭での養育
が困難なこどもが、できる限り家庭と同様の養育環境において、安定した人間関係の下で生活
出来るよう、～」に修正いたします。

151
50・
51

50頁
38-
51頁

3
51頁
９-
15

内容がほぼ被っている 修正 いずれかに統一したほうがよいのではないか。 狩俣みつ
穂

①意見を
踏まえ修
正

（こ家：意見を踏まえ修正）
ご意見を踏まえ、1-(5)-イ-②「里親やファミリーホームの確保・充実」で「家庭での養育が困難な
こどもが、できる限り家庭と同様の養育環境において、安定した人間関係の下で生活出来るよ
う、～」に統一いたします。

152 51 9

できる限り家庭的な環境で 修正 できる限り家庭と同様の養育環境で 児童福祉法第３条において、里親・ファミリーホーム
は家庭と同様の条文であることから

上江洲肇
前川英伸

①意見を
踏まえ修
正

No.150に同じ

153
50・
51

50頁
38-
51頁

3
51頁
９-
15

（再掲）内容がほぼ被っている 修正 （再掲）いずれかに統一したほうがよいのではないか。 狩俣みつ
穂

①意見を
踏まえ修
正

No.151に同じ



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

154 51
17、
23あ
たり

記載がない 追加 特に、中舎、大舎という施設形態で運営している施設、さら
に老朽化している施設については早急に立て替え等がで
きるように県が促進していく。

県外施設に比べても、老朽化している施設等が多
い。中舎以上の規模の施設は早急に改善が必要。
また、現在、どの施設も職員募集に苦慮している
が、施設整備・改築等は、職員募集にもプラスの影
響を及ぼす。

山野良一 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章1-(5)-イ-③「児童養護施設等の小規模化・地域分散化、多機能化・高機
能化等の推進」の中に、次の一文を追加します。
「このほか、児童養護施設等の入所児童の健全な育成及び安心・安全な生活環境の確保を図
るため、施設の老朽化に対する設備整備や施設改修・改築等を支援します。」

155 51 25

必要な施設設備 修
正？

必要な施設整備 狩俣みつ
穂

①意見を
踏まえ修
正

ご指摘ありがとうございます。３章1-(5)-イ-③「児童養護施設等の小規模化・地域分散化、多機
能化・高機能化等の推進」の中で、「施設整備」に修正します。

156 51 26

また、心理的・精神的問題を抱え
る

修正 またを削除して改行するか、または「在宅や児童養護施設
等では、対応が困難な心理的・精神的問題を抱える」修正

児童養護施設でも心理士が配置されており、生活支
援を基盤とした心理治療は実施している

上江洲肇
前川英伸

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章1-(5)-イ-③「児童養護施設等の小規模化・地域分散化、多機能化・高機
能化等の推進」の中で、児童心理治療施設にかかる記載を改行して記載いたします。

157 51
30～
31

児童相談所の補完的役割を担う
目的で

修正 児童相談所の補完的役割も果たす目的で 児童相談所の従属組織と勘違いされる 上江洲肇
前川英伸

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章1-(5)-イ-③「児童養護施設等の小規模化・地域分散化、多機能化・高機
能化等の推進」の中で、「担う」を「果たす」に修正いたします。

158 52 11

施設ごとの施設運営指針や里親
養育指針に沿った取り組みを推
進するとともに

修正 国の通知に基づく施設ごとの施設運営指針や里親養育指
針に沿った取り組みを推進するとともに

各施設のそれぞれの指針なのか、国の通知に基づ
く指針なのか分かり難い

上江洲肇
前川英伸

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章1-(5)-イ-④「社会的養護の下にあるこどもの権利保障やこどもの意見の
尊重」の中で、「国が示す施設ごとの施設運営指針」に修正いたします。

159 52
15～
16

こどもの意見を形成し表明するこ
とを支援する体制を構築していく

修正 こどもの権利の意見形成し、こどもの権利を守るために表
明する支援体制を構築していく

意見表明すること＝権利であるということを明確に
し、支援体制ができることが望ましいと考えるため

上野さや
か

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章1-(5)-イ-④「社会的養護の下にあるこどもの権利保障やこどもの意見の
尊重」の中で、1-(5)-ア-⑤と整合を図るため、次のように修正します。
「意見表明等支援員（アドボケイト）が、定期的に訪問すること等により、こどもと関係性を築き、
こどもの立場に立ってこどもの権利を守るために、こどもの意見形成を支援するとともに、こども
が意見表明する支援体制を構築していきます。」

160 52

記載がない（社会的養護の子ど
もの権利保障に関して）

児童相談所の児童福祉司が権利手帳などを用いて、定期
的に面談等を重ねていくことの重要性を記載してはどうで
しょうか。そのためにも、同じ担当者が複数年担当を続けら
れるような職員配置も必要ではないでしょうか。また、県独
自のオンブズパーソンが、社会的養護の子どもの権利救
済機関となることが将来的には必要となると思います。

意見表明等支援員や第3者評価だけでなく、児童相
談所の基本的な権利擁護の仕組みを整えることも
必要かと思います。

山野良一 ②原文ど
おり

ご意見いただいた内容については、児童福祉司がこどもの権利擁護の視点を意識する上でも重
要だと考えております。県では、昨年度に発生した元児童相談所職員によるわいせつ事件を踏
まえ、昨年10月に策定した再発防止策報告書においても、児童福祉司が渡している名刺（相談
カード）にこどもの権利を記載し定期的に渡すことや、こどもの権利ノート(在宅支援版）の作成・
配付について記載したところです。
これらの取組は具体的なケースワークの手法になりますので、計画への記載については控えさ
せていただければと思います。

161 52 23

・記載なし 追加 ・児童養護施設等に措置された児童の心の安泰・ケア・成
長を育む取組みとして、児童が希望する場合は児童養護
施設と連携のもと、児童が措置される前に関わっていた教
職員や支援者等との面談・面会が行えるなど、児童の福祉
や支援の拡充を図る。

虐待被害を受け児童養護施設等入所を余儀なくさ
れた児童らは、それまでこども自身が大切に育んで
きた人とのコミュニティや生活環境全てを失うことに
なり、虐待行為のみならず歩んできた人生も傷つけ
られた状態にあることから、児童が信頼する大人等
との面談・面会等の交流を持つことで、心のケアの
一端が担えると考えるため。

山田照子 ②原文ど
おり

ご意見いただいた児童と関係者の面談・面会については、児童が希望し児童の心身に影響が
生じることがなく望ましいものであれば、必要に応じて実施することは可能です。
これらは個々のケースの運用上の取扱いになるため、計画への記載は控えさせていただけれ
ばと思います。

162 52 24

知識と経験が得られるよう、自立
に向けた支援体制整備

追加 知識と経験が得られるよう、自立支援計画等に盛り込むこ
とにより自立に向けた支援体制整備

入所中の子どもの自立支援計画を毎年2回策定して
評価する制度がある

上江洲肇
前川英伸

②原文ど
おり

ご意見いただいた自立支援計画の策定については、現行の仕組みではありますが、具体的な
手続きになりますので、今後制度変更や名称変更等が行われる可能性も考え、素案たたき台で
示した措置解除予定の児童に対する継続支援計画も含め、素案では盛り込まないようにさせて
いただければと思います。

163 52 29

相談支援を行う職業指導員 追加 相談支援を行う自立支援担当職員並びに職業指導員 職業指導員も自立支援担当職員も業務は同じ。措
置費でも加算になっている。

上江洲肇
前川英伸

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、相談支援を行う支援員等を列挙するのではなく、３章1-(5)-イ-⑤「社会的養護
経験者の自立支援の推進」の中で、「退所後においても、退所者への就労及び自立に関する相
談支援体制を拡充するなど、～」に修正します。

164 52 30

・児童養護施設等を退所し、大学
等へ進学又は就職した者等の安
定した
生活基盤の構築及び円滑な自立
を支援するため、生活費、家賃及
び資格取得費用の貸付を行う。

修正 ・児童養護施設等を退所し、大学等へ進学又は就職した者
等の安定した
生活基盤の構築及び円滑な自立を支援するため、生活
費、家賃及び運転免許取得費用の支給や各種資格取得
費用の貸付を行う。

児童養護施設を退所した児童の中には、家庭に戻
ることの出来ない児童もいる中で、頼れる支援がな
くなり、一人で社会に出て行く者も多く、自活するに
も運転免許等を取得する費用が工面できず、また、
運転免許がないことから就職につけないこともあり、
心身共に自立に向けて苦慮し、性風俗等で生計を
立てる者も多い。高額な自動車運転免許について
は貸付け等ではなく費用を支給する必要があると考
えるため。

山田照子 ①意見を
踏まえ修
正

生活費、家賃、資格取得費用については、国の貸付制度に基づくものになりますので、その中
に運転免許に関する記載を追記するのではなく、３章1-(5)-イ-⑤「社会的養護経験者の自立支
援の推進」の中で、「～円滑な自立を支援するため、運転免許費用の助成や、給付型奨学金制
度の充実、進学後も学業に専念できるよう生活や就学に関する相談支援、生活費等の貸付、
～」に修正します。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

165 53 7

・児童養護施設等を退所する者
が安心して就職、進学、アパート
を賃借することができるよう、身
元保証人の確保を図る

修正 ・児童養護施設等を退所する者が安心して就職、進学、ア
パートを賃借することができるよう、一時的に県や市町村
がその身元保証人となり、自立をサポートする。

児童養護施設退所者の中には、退所後に就職をし
て自立する者もいるが、帰る家庭がない者、または
支援する家族、親族のない者もいることから、退所
後一定期間、生活を安定させるためのサポートが必
要と考えるため。

山田照子 ②原文ど
おり

児童養護施設や里親委託児童が就職等によりアパート等を賃貸する際、親等の保証人が得ら
れない場合、施設の園長等が身元保証や連帯保証人となる際の保険料を補助する「身元保証
人確保対策事業」によりサポートできていますので、原文どおりとさせてください。

166 53 12

措置延長の実施、その他退所児童追加 措置延長の実施や児童自立生活援助事業等の実施、そ
の他退所児童

20歳以上の子どもの年齢制限撤廃の支援制度も活
用

上江洲肇
前川英伸

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章1-(5)-イ-⑤「社会的養護経験者の自立支援の推進」の中で、「継続した支
援が必要と認められる退所者に対する措置延長の実施や、自立援助ホーム等において実施す
る児童自立生活援助事業等の活用など、退所者のアフターケアを推進します。」に修正します。

167 53 16

児童養護施設の退所児童等 修正 児童養護施設等の退所児童 等の使い方 上江洲肇
前川英伸

①意見を
踏まえ修
正

ご指摘ありがとうございます。３章1-(5)-イ-⑤「社会的養護経験者の自立支援の推進」の中で、
「児童養護施設等」に修正します。

168 53 18

虐待経験がありながらも 修正 虐待経験等の要保護性がありながらも 虐待経験だけではなく公的支援が必要だったと思わ
れる児童も網羅

上江洲肇
前川英伸

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章1-(5)-イ-⑤「社会的養護経験者の自立支援の推進」の中で、「虐待経験
等の要保護性がありながらも～」に修正します。

169 53
18～
20

虐待経験の種類やだれが虐待経験者として認定するの
か？またどういう支援を想定しているか？

宇根美幸 ③その他 令和６年４月より社会的養護自立支援拠点事業の対象が措置解除者のみならず、これまで公
的支援につながらなかった者も対象となりました。事業者において対象となり得るか判断し、必
要な情報の提供、相談・助言支援、居住支援、生活支援、相互交流の場所の提供等に取り組む
ことを想定しています。

170 53 22

ヤングケアラーに関する支援 追加 より具体的な支援方法も提示や若者ケアラーに関する方
針についての明記

ヤングケアラーの支援に関しては国も県も重要な施
策と位置付けている中、本計画内で記載されている
内容については、他の内容と比べてみても、具体性
に欠ける内容に感じた。（例えば沖縄県でも多い外
国籍の子によるケアや、地域への啓発等）またこど
もという概念の中には若者ケアラーも含まれるた
め、本件についても支援方法等明確に示されている
方が良いとも感じたため。

上野さや
か

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章1-(5)-ウ「ヤングケアラーへの支援」の中に、国の法改正に伴う、ヤングケ
アラーの定義や県のヤングケアラー支援の方針について、以下のとおり整理いたします。なお、
本計画は計画期間中の施策の方向性を示すものであるため、具体的な支援の内容についての
記載は盛り込まないこととさせていただきます。
「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められるこども・若者、いわゆ
るヤングケアラーは、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負うことから、関係
機関職員向け研修や、ヤングケアラー・コーディネーターの配置促進、ＳＮＳを活用した相談窓
口の設置等に取り組むとともに、福祉、介護、医療、教育等の関係者が情報共有・連携し、早期
発見・把握に努め、こどもの意向に寄り添いながら適切な支援への円滑なつなぎや、普及啓発、
市町村等との役割分担・連携等の強化に取り組みます。」

171 53
23-
26

学校で支援対象となるこどもたちの発見と相談への繋ぎが
あります。学校をプラットホームにし早期発見、早期支援介
入ができるため、その文言を入れて欲しい。

宇根美幸 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ３章1-(5)-ウ修正します。
「・・・福祉、介護、医療、教育等の関係者が情報共有・連携して、早期に発見し、こどもの意向に
寄り添いながら、必要な支援への円滑なつなぎや、・・・」

172 53 24

・年齢や成長の度合いに見合わ
ない重い責任や負担を負うヤン
グケアラーについては、早期に発
見し、適切な支援につなげるた
め、関係機関職員向け研修の実
施やヤングケラー・コーディネー
ターの配置促進、SNSを使った相
談窓口の設置に取り組む。

修正 ・年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負
うヤングケアラーについては、学校や地域の声を吸い上
げ、早期に発見し、適切な支援につなげるため、関係機関
職員向け研修の実施やヤングケラー・コーディネーターの
配置促進、SNSを使った相談窓口の設置に取り組む。

ヤングケアラーの中には、知的障害を抱えた児童が
知的障害や身体障害、精神疾患、薬物依存、自殺
企図、自殺念慮等の課題を抱えた親等の面倒を見
ているケースもあることから、学校や地域からの情
報を早期にキャッチする意識が必要と考えるため。

山田照子 ②原文ど
おり

ヤングケアラーに関しましては、３章1-(5)-ウ「ヤングケアラーへの支援」の記載内容を整理し支
援の方向性を明記することとしております。ご意見いただいた具体的なケースについても包含さ
れていると考えております。

173 53 27

記載なし 追加 素案たたき台部分に記載がないため、下記文章を追加。
・ヤングケアラーのこども達は、ケアの負担による心身の疲
労感・大人への不信感・将来へのあきらめ感を感じてい
る。そのため学校生活において学習や友人関係にも影響
が表面化されていることから、学校をプラットホームにした
早期発見・早期支援の介入の仕組み作りを行う。

現在、要支援家庭支援事業を行うなかで、学校（主
に高校）から気になる生徒の相談と支援の依頼が多
い。学習や学校生活におけるこどもたちの変化が分
かりやすく、早期発見・早期支援介入ができているこ
とから、その仕組み作りは必要。また学校側の責任
者が変わることにより支援が途切れないよう、一貫
した仕組みつくりが必要。

宇根美幸 ②原文ど
おり

ヤングケアラーに関しましては、３章1-(5)-ウ「ヤングケアラーへの支援」の記載内容を整理し支
援の方向性を明記することとしております。「庁内及び市町村等との役割分担・連携等の強化」
について盛り込んでいますので、支援の方向性を示す計画の文言としてはこのように整理させ
ていただき、いただいた意見については教育委員会とも連携した仕組みづくりを検討していきま
す。
また、学校をプラットホームとする体制づくりの必要性は、委員のご指摘とおりです。学校側のみ
ならず、行政側も一貫した支援体制の仕組みづくりが必要です。関係課と調整させていただきま
す。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

174 53 30

・記載なし 追加 ヤングケアラーが介護や家事負担を理由に進学等を断念
することがないよう、進学や自立に向けた費用等を支援す
る。

生まれた家庭によって児童が将来に希望を持てず
人生を諦めたり夢を描けないという悲しい環境をなく
す必要があると考えるため。

山田照子 ②原文ど
おり

ヤングケアラーの定義は「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認めら
れるこども・若者」と幅広く捉えられているため、その中には世話をしつつも進学の夢を実現する
こどもも多く存在すると思われますので、支援対象者の設定が非常に困難となりますので、今後
の方向性として明記することも難しいと考えております。
なお、生活困窮など経済的な要因により進学を断念することがないよう国の給付型奨学金制度
や県の無料塾など各種支援も行っております。

175 53 なし

地域の方々もヤングケアラーの早期発見や、身近な相談
者になり得るため県全体で意識を高められる広報周知が
必要

宇根美幸 ③その他 県では、３章1-(1)-アに記載しているとおり、こども・若者・おとなに対して、こどもの権利を普及
啓発しており、その中でヤングケアラーについても周知し、意識を高めていただいておりますの
で、引き続き、周知啓発に取り組んでまいります。

176 53 35

・民間団体等と緊密な連携を図
り、自殺を考えている人への個々
のニーズにに応じた・・・

修正 ・自殺に追い込まれようとしている人が安心して生きられる
よう精神保険的な視点だけでなく、社会。経済的な視点を
含む包括的な取組を行う。

・ドキッとするような表現に思えました。
※自殺総合対策大綱P.４より引用

金城伸子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章1-⑹-ア-①について以下のとおり修正します。
「…民間団体等における様々な分野の生きる支援の施策等との連携を図り、自殺に追い込まれ
ようとしている人の様々なニーズに応じたきめ細かな相談支援等に取り組む」

177 54 1～2

SOSの出し方に関する教育 修正 自分のSOSに気付き発信する方法や、周りのSOSを受信
する方法などに関する教育

周囲に心配をかけたくないと、自身のことを後回しに
して頑張ってしまう子もいるので、まずは自分を大事
にするためにも、気付くことからだと考えたため

狩俣みつ
穂

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章1-⑹-ア-②について次のとおり修正します。
自分のＳＯＳに気付き発信する方法や周りのＳＯＳ受け止め方に関する教育の推進に取り組み
ます。

178 54 2

「教育の推進」 追加
修正

教育の「充実」及び「職員研修」ではどうでしょうか。 児童生徒だけではなく、教職員等を含めた関係者全
員で取り組むことの重要性を明確にすると考えるた
め。

下地敏洋 ②原文ど
おり

職員への研修については、３章1-⑹-ア-②に記載しているところです。

179 54 12

・記載なし 追加 ・教職員やこども支援者がこどものSOSについて早期発
見・対策を行うため、学校やこども支援施設等へ専門家を
派遣し課題を抱えた児童を見極める力を育む研修等を実
施する。

こどもの問題行動だけに着目し課題が見逃されるこ
とによって課題の深刻化や長期化が進むほか、問
題行動の改善が見られず心労等による教員の精神
的負担を軽減するために、教職員や支援者のスキ
ルアップが必要と考えるため。

山田照子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章1-⑹-ア-②について次のとおり修正します。
　こどもの自殺防止及び学校現場の負担軽減並びに地域の自殺対策力の向上を図るため、学
校側からの支援要請に応じて、専門家からのリスクの見極めや地域社会資源等とのつなぎにつ
いて助言を受けられる体制を整備します。

また、記載のとおり、ゲートキーパー養成講座等の教職員等向け研修のほか、高等学校におい
ては、学校の実情に応じてスクールカウンセラー等による研修会等を実施しております。

180 54 13
児童生徒 修正 こども No.89同様 上野さや

か
③その他 No.89と同じく

181 54 16

・記載なし 追加 「いじめ」は暴力等、法に触れる行為もあることを認識し、
家庭、学校だけで対応するのではなく、警察と連携した対
策を推進していく。

「いじめ」という言葉が触法行為、犯罪行為の認識
や危機管理の希薄化を潜在化させていると考える
ため。

山田照子 ②原文ど
おり

ご意見について、3章2-⑵-オ-①「いじめ防止対策の強化」に記載している、いじめ防止に係る
基本方針や対応マニュアルにおいて警察との連携について記載しております。また、関係者連
携の下に適切に行われるよう、関係機関、学校、家庭、地域社会の連携強化に努めることを記
載していることから、原案のとおりといたします。

182 54 17

sorae 修正 子ども・若者みらいプラザsorae soraeのみではどの様な機関なのか分かり難い 上江洲肇
前川英伸

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、「子ども若者みらい相談プラザsorae」に修正します。

同様に、他の記載箇所も「子ども若者みらい相談プラザsorae」に修正します。

183 54 19

・記載なし 追加 こどもの自己肯定感や自己効力感向上、さらに他者理解
や他者とのコミュニケーションの取り方等に関する教育を
行うため、専門家を学校へ派遣し幼少期からの教育を行
う。

こどものアイデンティティーや年齢、性別、特性、性
格等、家庭環境、こどもを取り巻く環境、多種多様な
人との関わりの中で、こどもには刺激や情報が多く
生きづらい世界で育つこども達の心を健全に育むこ
とでいじめや暴力等の問題行動抑止につなげること
が必要と考えるため。

山田照子 ②原文ど
おり

ご意見については、第３章 こども施策に関する重要施策にはライフステージを通した重要施策
が記述されており、それらの施策や事業等を通して、専門家等の外部人材を幅広く活用するな
ど、ライフステージに応じた児童生徒の健全育成に寄与するものと考えております。

184 54
20～
23

（遺されたこどもへの支援） こどもや家族への心のケアとして、あしなが育英会の運営
している「レインボーハウス」のような施設が沖縄県にもあ
るといいなと思います。自死だけでなく様々な要因で家族
を失ったこどもやパートナーへの心のケアを行っている施
設です。

狩俣みつ
穂

③その他 自死遺児など、社会的養護が必要なこどもに対しては、児童養護施設等に措置し暮らしていま
すが、近年、国の方針に従い、できる限り家庭と同様の養育環境において、安定した人間関係
の下で生活出来るよう施設の小規模化等が進められており、施設には心理職も配置されている
ため、心のケアも行われているところです。

なお、自死遺族を対象とした分かち合いの会等の運営支援等を総合精神保健福祉センターで
行っているほか、高等学校においては、スクールカウンセラー等の配置により児童生徒、教職
員、遺族の継続的な心のケアを行っております。

185 54 22
社会的擁護 修正 社会的養護 狩俣みつ

穂
①意見を
踏まえ修
正

ご指摘ありがとうございます。「社会的養護」に修正いたします。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

186 54 25

自宅においてWi-Fiの通信環境が無いまたは繋がりにくく、
インターネットを活用した自宅学習をしたくても出来ない場
合がある。Wi-Fi環境の整備の検討

宇根美幸 ③その他 ご指摘の件について、自宅にインターネット環境がない児童生徒に対しては、令和２～３年度に
国の補助事業を活用した市町村において、学校に貸出用Wi-Fiルーターを整備したところです。

187 54
25-
39

追加 性加害の防止という観点が抜けているように思います。 子どもはインターネット利用により被害を受けること
が多い一方で，時には加害者側になることもありま
す。そうした加害者にならないための広報啓発活動
を推進する必要があります。

泊真児 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章1-⑹-ウ-②を次のとおり修正します。
「こどもを性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせない」

188 54 34

・記載なし 追加 インターネットができる端末（スマートフォン・パソコン・タブ
レット等）を与える親のネットリテラシーや危機管理能力向
上に向けた保護者教育の推進を図る。

・こどもがインターネットを介して様々な情報に触れ
る中で、有害、無害な情報の取捨選択や個人情報
保護、ネットリテラシー等、自身の心身を守る力を育
むためには、インターネットが利用できる環境を与え
る親への学びの場が必要と考えるため。

山田照子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章1-⑹-イを次のとおり修正します。
こどもが安全に安心してインターネットを利用できるよう、各種研修会等においてインターネット
の適切な利用に関する情報提供を行うとともに「親の学びあい」プログラムの実施促進をとおし
て、家庭におけるネットリテラシー教育を推進します。

189 54
25-
39

追加 性加害の防止という観点が抜けているように思います。 （再掲）子どもはインターネット利用により被害を受け
ることが多い一方で，時には加害者側になることも
あります。そうした加害者にならないための広報啓
発活動を推進する必要があります。

泊真児 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章1-⑹-ウ-②を次のとおり修正します。
「こどもを性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせない」

190 55 14

・記載なし 追加 ・性加害や性非行の課題を抱えたこどもへの適切な性教
育、再非行防止指導を推進するため、専門家によるこども
対象授業や教員、支援者への研修等を行う。

性加害や性非行の課題をかかるこどもへの教育が
行われず、問題の深刻化や潜在化を抑止する対策
が必要と考えるため。

山田照子 ②原文ど
おり

「生命（いのち）の安全教育」は、こどもたちを性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないため
の予防教育であり、原文どおりといたします。

191 55
26-
39

犯罪被害，事故，災害から… インターネット上の有害サイトの閲覧防止，フィルタリング，
SNSによる犯罪情報の交換や提供対策など，県警のサイ
バー犯罪課とも連携し，助言も受けながら，実効的な有害
環境対策の推進が必要と考えられます。

いわゆる有害図書（雑誌など含む），有害DVD等の
物理的な媒体だけでなく，インターネット上の有害環
境の方が，有害性や影響性が高いと考えられます。
ネットへの対策に取り組むことが，現在の子どもたち
が置かれた環境においてより適切かつ有効な対処
策と考えられるからです。

泊真児 ②原文ど
おり

委員意見内容については、1-⑹-イ「こどもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整
備」において記載していることから、原文どおりといたします。

なお、県警察では、県教育庁などの関係機関やサイバー防犯ボランティア、通信事業者等と連
携し、こどもが安全に安心してインターネットを利用できる環境を構築するための取組を推進して
います。

192 56 3

・記載なし 追加 ・タバコやアルコール等のゲートウェイドラッグに関し、家庭
におけるこどもの面前での喫煙、飲酒に対する影響を認識
するよう家庭教育の推進を図る。

未成年者の飲酒のきっかけが家族や親族からの誘
いも多いことから、家庭教育力向上が必要と考える
ため。

山田照子 ①意見を
踏まえ修
正

意見を踏まえ、３章1-⑹-エ-①に追記しております。

なお、３章3-⑵記載のとおり、家庭教育支援チームの設置促進、地域における人材の育成・活
用をとおしてタバコやアルコール等のゲートウェイドラックの影響等の啓発を含めた家庭教育支
援に取り組んでまいります。

193 56
4-7
16-
20

防犯ボランティア団体に若者層の加入を促進することによ
り，青少年たち自身による防犯対策，健全育成活動の醸成
がなされると考えます。

大人が守るというだけでなく，子どもたち自身が身を
守る，リスクを適切に判断する力を付けさせることが
重要と考えます。このように若年層を防犯活動に参
加させることは，青少年の生きる力を育むと共に，現
状の防犯ボランティア団体が抱える高齢化や後継
者不足問題の解消にも資すると考えます。

泊真児 ①意見を
踏まえ修
正

「青少年の非行防止」県民一斉行動の推進に係る取組の一つとして、各市町村へ「青少年育成
ボランティア」募集の参考資料を提供するなど、青少年のボランティア参加に資する活動を行っ
ていることから、意見を踏まえ、３章1-⑹-オ-①について以下のとおり追記します。

国、市町村、民間企業等関係機関と連携のうえ、「青少年の非行防止」県民一斉行動を推進し、
青少年の非行・被害防止対策と安全・安心なまちづくりに向けた普及啓発を図るとともに、県民
一体となって青少年による非行の未然防止に取り組む気運の醸成を図る。

また、1-⑹-エ-②についても以下のとおり修正しています。
　地域安全対策については、犯罪情勢や交通事故の多発地域など県民への情報提供及び啓発
活動のほか、地域の主体的な参画による各種自主ボランティア団体の活性化と支援、関係機関
と連携したネットワークの整備など事件事故の防止活動に取り組む。

194 56 9

「高校、中学校」 修正 「中学校、高校」の順番ではどうでしょうか。 学校種は、学ぶ順番に記載した方が自然な感じが
するため。

下地敏洋 ①意見を
踏まえ修
正

３章1-⑹-エ-②について、道路における通行の安全は、学校等種別に限ったものではありませ
んので、総じて「こども」に修正いたします。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

195 56
4-7
16-
20

防犯ボランティア団体に若者層の加入を促進することによ
り，青少年たち自身による防犯対策，健全育成活動の醸成
がなされると考えます。

（再掲）大人が守るというだけでなく，子どもたち自身
が身を守る，リスクを適切に判断する力を付けさせ
ることが重要と考えます。このように若年層を防犯
活動に参加させることは，青少年の生きる力を育む
と共に，現状の防犯ボランティア団体が抱える高齢
化や後継者不足問題の解消にも資すると考えます。

泊真児 ①意見を
踏まえ修
正

県では、「青少年の非行防止」県民一斉行動の推進に係る取組の一つとして、各市町村へ「青
少年育成ボランティア」募集の参考資料を提供するなど、青少年のボランティア参加に資する活
動を行っていることから、３章1-⑹-オ-①に以下のとおり追記します。
国、市町村、民間企業等関係機関と連携のうえ、「青少年の非行防止」県民一斉行動を推進し、
青少年の非行・被害防止対策と安全・安心なまちづくりに向けた普及啓発を図るとともに、県民
一体となって青少年による非行の未然防止に取り組む気運の醸成を図る。

また、３章1-⑹-エ-②については以下のとおり修正しています。
　地域安全対策については、犯罪情勢や交通事故の多発地域など県民への情報提供及び啓発
活動のほか、地域の主体的な参画による各種自主ボランティア団体の活性化と支援、関係機関
と連携したネットワークの整備など事件事故の防止活動に取り組む。

196 56 28

・沖縄県犯罪被害者等支援条例
に基づき、効果的な支援施策等
の充実に取り組む。

追加 犯罪被害者等基本法ではカバーできない支援も含め、沖
縄県犯罪被害者等支援条例に基づき、効果的な支援施策
等の充実に取り組む。

犯罪被害者等基本法では、近親者からの性犯罪被
害は支援対象にならないなど、被害者の心身の回
復、生活基盤の支え、被害回復等に大きな影響を
与えていることから、沖縄県独自の被害者支援が必
要と考えるため。

山田照子 ①意見を
踏まえ修
正

県では、犯罪被害者等への見舞金支給など独自制度を検討しているところです。
近親者間の犯罪に対する見舞金支給は加害者の利益になる恐れがあるなど、慎重な判断が必
要となりますが、国の支援制度を拡充した支援を行っていく予定であり、委員のご意見を踏ま
え、1-⑹-エ-③について追記します。
　犯罪被害者等基本法では対象とならない支援も含め、

197 56
31-
39

非行防止・自立支援のために，高い報酬につながるような
高度な教育訓練や職業訓練を手厚く行っていただきたいと
思います。

非行防止や非行少年の立ち直りにおいては，教育
や職業への定着が課題であり，健全な形で稼ぐ力を
付けさせることが非行や犯罪から遠ざける上で重要
と考えられるからです。

泊真児 ③その他 ご意見に関しまして、職業能力開発校では、自動車整備関係や電気工事関係等様々な分野で
資格取得や就職に向けた訓練を実施しています。さらに、訓練生への就職支援を行い、就職促
進への取組を実施しています。
また、企業や民間教育訓練機関等を活用した職業訓練の充実に取り組むことで、資格取得及び
早期就職を支援します。

198 56 39

・記載なし 追加 ・少年院や女子学園等矯正施設退所者や保護観察期間中
のこどもの背景、個性、特性等を理解し、再非行の悪循環
を断ち切り自立更生に向けた視点を持って雇える企業等を
育成、助成するべく職親プロジェクト等と連携した就労・雇
用支援を行う。

矯正施設等で一定の矯正教育を受け、または保護
観察等を受けた後でも、こどもの抱える全ての環境
や課題（家庭環境・交友関係・発達課題等）が必ず
しも解決するわけではないため、継続的な寄り添い
支援や適切なフォローがない場合は再非行を犯す
ケースが後を絶たないため、そのことも理解する企
業を増やし、安定した就労確保が必要と考えるた
め。

山田照子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、1-⑹-オ-②について以下のとおり追記しております。
　保護観察後の生活困窮者に対し、生活困窮者就労準備支援事業及び就労訓練促進事業を実
施し、社会との関わりに不安を抱えている等の理由で就労に向けた準備が整っていない者に対
して、生活習慣の見直しを含む訓練や、就労体験を受け入れる企業の開拓等を行ってまいりま
す。

199 57 16

・出院までに就労先が内定できる
ようにハローワークと連携した就
労支援に取り組む。

追加 　素案たたき台部分に記載がないため、下記文章を追加。
・出院までに就労先が内定できるようハローワーク・コレ
ワーク・保護観察所・就労支援事業者機構等と連携した就
労支援に取り組む。

・連携先は、ハローワークに限定されるものではな
いため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・念のた
め、沖縄少年院にも確認済み。

西江尚人 ①意見を
踏まえ修
正

３章1-⑹-オ-②についてご意見のとおり修正しております。

なお、総合的な就業支援拠点のグッジョブセンターおきなわ、就職困難者等の就労支援事業に
おいて、関係機関と連携した就労支援に取り組んでいます。

200 57 20

・困難な場合に直面した場合 修正 ・困難な場面に直面した場合 ・「場合」が連続するため 西江尚人 ①意見を
踏まえ修
正

委員ご指摘を踏まえ、３章1-⑹-オ-②「困難に直面した場合」に修正いたします。

201 57
28,2
9

・プログラムの実施や少年、女
性、精神障害、暴力団関係など
様々な特性に応じた個別処遇を
行うなど再犯防止に取り組む。

追加
修正

・プログラムの実施や少年、女性、知的・精神障害、大麻や
覚醒剤の薬物問題、交通違反など様々な特性に応じた個
別及び集団処遇を行うなど再犯防止と自立支援に取り組
む。

・沖縄県の少年の場合、暴力団関係よりも、知的障
害、大麻や覚醒剤の薬物問題、飲酒運転や無免許
運転等の事案が散見されるため。また、再犯防止の
みならず、自立支援にも力を入れているもの。

西江尚人 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章1-⑹-オ-③について次のとおり修正します。
・少年、女性、知的・精神障害、薬物問題、交通違反など 様々な特性に応じた個別処遇を行うな
ど再犯防止に取り組みます。

202 57
31～
36

（非行や犯罪に及んだこどもを見
守る社会機運の向上）
・犯罪をした者等が地域社会にお
いて孤立することなく、地域の理
解を得て、再び地域社会を構成
する一員となれるよう、社会を明
るくする運動や沖縄更生保護大
会など、矯正施設、更生保護関
係機関等が主催する運動等への
参加を通じて、罪を犯した人の更
生等に対する県民の理解醸成に
取り組む。

追加
修正

（犯罪や非行に及んだこども・若者を見守る社会機運の向
上）
・犯罪や非行に及んだ子ども・若者が地域社会において孤
立することなく、地域の理解を得て、再び地域社会を構成
する一員となれるよう、社会を明るくする運動など、保護
司・更生保護女性会・ＢＢＳ・協力雇用主等更生保護関係
者のみならず、国・県・市町村が一体となって行う運動等へ
の県民参加を通じて、犯罪や非行に及んだ子ども・若者の
更生等に対する県民の理解醸成に取り組む。

・こどものみならず、若者の併記
・「犯罪や非行に及んだ」を定型化
・更生保護大会は、更生保護関係者にほぼ限定さ
れるため削除
・反面、社会を明るくする運動は、更生保護関係者
のみならず、国・県・市町村の大きくかかわる国民的
運動の位置付けであることから、詳細に表記。な
お、更生保護関係者を列記したのは、広報的意味
合いもあり、是非とも表記いただきたい。

西江尚人 ①意見を
踏まえ修
正

　委員のご指摘のとおり、３章1-⑹-オ-④について、”社会を明るくする運動”を追記する形に変
更します。またNo.203にて、原文では、罪を犯すと社会の一員から外れたような印象を受けると
のご指摘があったことから、下記のとおり修正します。

・犯罪や非行に及んだ子ども・若者が、地域社会において孤立することなく更生するためには、
地域の理解が重要であることから、”社会を明るくする運動”など、保護司、更生保護女性会、Ｂ
ＢＳ、協力雇用主等の更生保護関係者のみならず、国・県・市町村が一体となって行う運動等へ
の県民参加を通じて、犯罪や非行に及んだこども・若者の更生等に対する県民の理解醸成に取
り組みます。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

203 57 32

・犯罪をした者等が地域社会にお
いて孤立することなく、地域の理
解を得て、再び地域社会を構成
する一員となれるよう…

修正 ・犯罪をした者等も地域社会の一員として排除されず、孤
立せずに更生するためには地域の理解が重要である。そ
のために社会を明るくする運動や・・・

罪を犯した者も社会の一員である。原文では罪を犯
すと社会の一員から外れたような印象を受けるた
め、修正が必要と考えるため。

山田照子 ①意見を
踏まえ修
正

No.202と同じ

204 89 1

４　最重要課題の解消に向けた
施策

教員の確保ならびに定着支援に向けた多角的な支援は、
本県の重要課題と思います。ぜひ追加の検討をお願いい
たします。

喜屋武裕
江

③その他 教員の確保等は学校教育の重要な課題と考えております。ご意見を踏まえ、教員の確保等につ
いては、３章2-⑵-ア-③において次のとおり追記しております。
・教員定数の改善等について、引き続き、国の動向を踏まえ取り組みます。

205 89

記載がない 追加 中卒進路未決定者や高校中退者を把握する。さらに、サポ
ステや貧困対策支援員につなぐ等の施策を検討する。

中卒進路未決定者や高校中退者に関する支援に対
する記載がない。

山野良一 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見のとおり、中卒進路未決定者や高校中退者に対する支援が十分行き届いていないことは
課題だと考えておりますので、３章4-(1)-ウ「支援につながっていないこどもとその家庭への支援
体制の構築」の中で、次のとおり追記いたします。
「中学卒業後進路未決定者や高校中途退学者など、学校とのつながりがなくなり、各種支援や
地域資源等とつながることができていないこども・若者を把握し、支援につなげる仕組みを構築
できるよう学校や関係団体等と協議・連携していきます。」
「就学、就労をしていない若者で、社会的自立に向けた展望を見出せないでいる者に対して、社
会的自立を促進するため、子ども若者みらい相談プラザsorae や地域若者サポートステーション
などによる相談・支援体制の充実を図ります。」

なお、「中卒進路未決定者や高校中退者に関する支援」に特化したものではありませんが、15～
49歳までの若年無業者等を対象として、国が設置している地域若者サポートステーションと協働
し、就労に必要な知識、技能を習得させる基礎的な職業訓練を実施することで、無業者状態か
ら就労への移行を図り、地域社会の支え手となるよう職業的自立に向けた就労支援を実施して
おります。

206 89

記載がない 追加 良質な住居の確保の支援　に関する項目が必要なのでは
ないか。

本年度6月成立の子どもの貧困解消法では、第12
条に住居確保に関する支援が盛り込まれている。

山野良一 ①意見を
踏まえ修
正

　ご意見を踏まえ、３章4-⑴-ア-②-(オ)保護者への支援　において、住宅に係る支援について
まとめて記載したところです。
また、子育て世帯、ひとり親世帯などの住宅確保要配慮者に対して、きめこまやかに居住支援
をしていくためには、市町村居住支援協議会が必要となります。県は関係部局間で協働し、沖縄
県居住支援協議会との連携を図りながら、市町村居住支援協議会の設立支援に取り組んでま
いります。

207 89
24～
25
27

・市町村が行う専門的な…
・専門的な…

修正 いずれも内容がほぼ同じなので、27行目の「専門的な…」
を削除してはどうか。

狩俣みつ
穂

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章４-(1)-ア-②-(ｲ)「小中学生期」及び(ｴ)「支援を必要とする若者」の中で、
「専門的な個別支援を必要とするこどもに対応できる居場所～」と整理いたします。

208 89 27
・専門的な個別支援・・・・ 修正 24行と内容は同じ。 主語が抜けているのであれば、追加、抜けていない

のであれば削除しても良いため
新崎峰子 ①意見を

踏まえ修
正

No.207と同じ

209 89

27-
39

32-
34

…居場所を設置する。

…職の支援と居場所の・・

追加 現在設置されている居場所に，そもそもどんな子どもが利
用しているのか，利用した方がよさそうな子が利用していな
い（こぼれ落ちている）かを把握し，どんな状況や性質の子
どもでも気軽に居られる，利用できる多様な居場所を保障
することが重要だと考えます。

食の支援だけでなく，服の支援という視点も必要と考えま
す。P.18の図4-3より。同時に，そうした活動団体への支援
もご検討いただきたいと思います。

貧困家庭の子どもだけでなく，全ての子どもが居や
すい，利用しやすい居場所の提供が必要と考えま
す。例えば，非行少年や不良行為をした少年が利用
できていない，行きづらいなら，それは居場所として
全子どもをカバーしていることにはならないと考える
ためです。

青少年への服の支援活動については，琉大と沖国
大のボランティア団体が彗（すい）という名の服屋を
立ち上げて活動しています。新聞記事にもなりまし
た。こうした服の提供という視点は抜け落ちがちです
ので，追加をご検討いただきたいと思います。これ
は，SDGｓの観点でも有効な取組と言えますし，場合
によってはソーシャルビジネスとして花開く可能性も
考えられます。

泊真児 ①意見を
踏まえ修
正

内閣府の沖縄こどもの貧困緊急対策事業を活用し、市町村が地域の実情に応じて設置している
居場所については、誰でも利用できるオープン型の居場所や、困窮家庭など対象を絞った居場
所など、様々な形態がありますが、国庫補助事業である以上、一定の制約があることも事実で
す。県としましては、居場所に限らず地域の様々な資源と連携した支援の充実強化を図ることが
必要だと考えておりますので、その方向性については、３章4-(1)-イ「貧困の連鎖を断つための
自立に向けた支援」に中に、次の一文を追加いたします。
「家庭や地域において、生きづらさや困難を抱えるこどもや若者に対し、地域の様々な資源と連
携した支援の充実強化を図ることで自己肯定感を抱き、自らの意思で行動することにより自立へ
とつなげていきます。」

また、ご意見のとおり、食の支援に限らず洋服や生活必需品など、様々なニーズがあると考えて
おり、これらの支援を通じて困難を抱える家庭へとつながり、適切な支援につなげることが今後
ますます重要になってくると考えておりますので、３章4-(1)-ウ「支援につながっていないこどもと
その家庭への支援体制の構築」の中に、次の一文を追加いたします。
「地域で食事の提供を行う居場所や十分に食事を摂ることが難しい家庭に対し、食品等を安定
的に供給する体制整備の充実強化に取り組むことに加え、民間企業や地域のこども支援団体
等と連携し、食支援などを契機として経済的に問題を抱えている家庭へとつながり、～」



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

210 89 36

、市町村と「連携」し、… 追加 「連携・協力」し、…としてはどうでしょうか。 「協力」の文言が挿入されることで、より相互理解の
上で実践することが伝わるように考えるため。

下地敏洋 ①意見を
踏まえ修
正

沖縄振興特別推進交付金を活用した利用料負担軽減の取り組みは、市町村の協力が必要不
可欠であることから、委員の意見を踏まえ、３章４-(1)-ア-②-(ｲ)において、「連携・協力」に修正
させていただきます。

211 90

15～
18

20～
21

・生活保護世帯、生活困窮世帯
…
・低所得世帯の…

修正 いずれも内容がほぼ同じなので、「低所得世帯の…」を削
除して、「生活保護世帯…」に統一してはどうか。

狩俣みつ
穂

①意見を
踏まえ修
正

生活保護世帯、生活困窮世帯及び準要保護世帯の児童生徒等の表記で、その他の対象世帯
も「等」の中で読み込めることから、委員の意見を踏まえ、「低所得世帯の～」は削除することと
し、4-(1)-イ「貧困の連鎖を断つための自立に向けた支援」の中で整理させていただきます。

212 90
20-
21

「低所得世帯のこどもに対し、大
学等への進学を促進するため、
多様な進学希望に対応した学習
支援に取り組む」

内容
の確
認

「多様な進学希望に対応した学習支援に取り組む」に対し
て次の内容を確認したい⇒学習支援の内容はどういうもの
か？（学習塾を無料で通う事ができるのか・地域にその塾
がない場合、移動手段に係る経費なども含めて助成などあ
るのか？）

宇根美幸 ③その他 ご意見いただいた、学習支援につきましては、学習意欲が高く成績良好な中学３年生及び高校
生を対象に、民間の塾で学習支援がうけられる通塾支援を行う事業（進学チャレンジ支援事業）
になります。民間の塾に委託し、受け入れていただいていますので、送迎までは行っておりませ
ん。
また、生活保護世帯及び生活困窮世帯の小学生から中学生を対象に、無料で通うことのできる
学習支援教室を町村に21箇所に開設し支援を行っております。さらに、各市においても学習支
援教室を設置し、支援を行っております。

213 90
28-
30

「こどもの貧困に関する各地域の
現状を把握し、関係機関との情
報共有やこどもを支援につなげる
ための調整等を行う「こどもの貧
困対策支援員」の市町村への配
置を促進する。

追加 市町村に配置される支援員について、町村部では一人配
置が多く、活動において孤立感や業務負担などがあり定着
がされないことも多いため、支援員が一人配置の地域につ
いては増員し、支援員離れを防ぐ対策も必要。また、「こど
もの貧困対策」という名称もよくない。

宇根美幸 ③その他 「こどもの貧困対策支援員」は、内閣府の沖縄こどもの貧困緊急対策事業を活用し、市町村が
地域の実情に応じて配置しております。町村部では一人配置が多いとのことですが、町村の財
政事情や人材不足など様々な要因があるかと思います。なお、名称については、現在は「貧困
対策」と使わない市町村がほとんどで「寄り添い支援員」や「こども支援員」「こどもサポーター」な
ど、様々な名称で活動していただいています。いただいた意見につきましては、市町村にも共有
させていただきたいと思います。

214 90
28-
30

「こどもの貧困に関する各地域の
現状を把握し、関係機関との情
報共有やこどもを支援につなげる
ための調整等を行う「こどもの貧
困対策支援員」の市町村への配
置を促進する。

追加 こどもの貧困対策支援員は、支援対象となるこども達の掘
り起こしも業務としてあるが、要対協の事務局業務にあて
られ本来の業務に従事出来ていない地域もある。要対協と
こどもの貧困対策支援員の業務のすみわけ（それぞれの
役割においての活動と、連携する活動）は必要。

宇根美幸 ③その他 ご意見のとおり、貧困対策支援員については、要対協案件に限らず、学校現場やこどもの居場
所と連携し、保護者とつながることが役割として期待されていますので、配置主体となる市町村
にいただいた意見を共有し、本来の役割を発揮できるよう周知させていただきます。

215 90
36-
38

市町村が配置設置するこどもの
貧困対策支援員やこどもの居場
所に対して習熟度に応じた研修
会等を実施し、地域の実情に応じ
た支援体制の構築や、貧困対策
支援員及びこどもの居場所の資
質向上につなげる。

追加 支援員や居場所で支援するこどもの状況として発達・発育
に関することや、精神的疾患の課題を抱えるこどもや世帯
も多い。こどもの状況の整理や支援の検討段階において
専門助言が必要なことも多い。それぞれの地域で医療・福
祉・障がい・弁護士などの専門に電話相談や現場に出向
いてもらっての相談助言などできる（貧困対策事業の専門
分野人材バンクのようなもの。）仕組みがあると、支援者の
資質向上につなげられる。

宇根美幸 ③その他 支援の現場では、様々な問題を抱えるこどもに対応する必要があるため、必要な支援体制を構
築していくことと合わせて、支援員の専門的な知識やスキルを向上させていく必要があると考え
ております。このため、県では、内閣府のこどもの貧困緊急対策事業を活用し、広域的な支援の
観点から資質向上を図るための研修の開催や、県内５圏域に居場所や支援員に相談・助言等
を行うコーディネーターを配置するなどしており、市町村においても同事業を活用し、居場所に専
門家を派遣する事業なども実施できるようになっております。これら事業を組み合わせてもなお、
特定の分野で専門性を高めるニーズ等がありましたら、ご提案の人材バンクのような取組も含
め検討してまいりたいと思います。

216 91
8～
10

質問 ・学校をこどもの貧困対策のプラットフォームとして位置づ
ける具体的な方法は？
・早期に発見し支援につなげることが必要であるが、特に
支援の初期段階において学校は個人情報の取り扱いを理
由に、支援検討会議が開けないことがある。県として教育
員会とどのように連携し、その課題を解決できるように検討
しているのか？

宇根美幸 ③その他 こどもが日中の大半を過ごす学校現場において、支援が必要なこどもを早期に発見する機能は
非常に重要だと考えております。この観点からの取組として、現在、糸満市、うるま市、南城市に
おいて、学校現場で教員、ＳＳＷ、行政（教育・福祉）などが一堂に会し、気になる生徒について
意見を出し合い、支援の方向性について判断する「学校版スクリーニング」に取り組んでおりま
す。県としましては、このような学校現場において相談から発見、支援につなげていくプラット
フォームとしての仕組みを構築し、教育と福祉が連携のうえ、地域の社会資源や支援制度につ
なぐ取組を普及させたいと考えております。
なお、当該施策の方向性については、３章4-(1)-ウ「支援につながっていないこどもとその家庭
への支援体制の構築」に盛り込んています。

217 91 23

…情報を共有すること等により、
必要な児童生徒に対し援助が…

追加 …情報を共有すること等により、どの市町村でも必要な児
童生徒に対し必要な援助が…

どの市町村で暮らしても、同じように援助が受けられ
るように取り組んでもらいたい。

狩俣みつ
穂

②原文ど
おり

就学援助制度は各市町村が地域の実情に応じて認定基準や給付内容を定め、市町村単独事
業として実施されていることから、制度上、すべての市町村において同じ援助を受けることがで
きるものではありません。県としては引き続き、市町村への情報提供や情報共有を行い、就学援
助制度の効果的な実施を促してまいります。

218 91 30

・教育扶助については… 追加 ・生活保護の教育扶助については… 教育扶助だけでは、知らない方も多くいると思うの
で、明記したほうが把握しやすくなると考える

狩俣みつ
穂

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章4-⑴-ア-②-(イ)について以下のとおり修正します。
生活保護受給者に対しては、義務教育に必要な各種費用が支給される教育扶助を活用 し、就
学の保障を図ります。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

219 91

（教育費の負担軽減） 追加 高校の寮について費用が高くはないか？また土日や祝日
など寮では食事が提供されず、こどもたち個々が自己負担
をしている。小遣いがないこどもは食べることを控えている
こともある。こどもたちの健康管理としても寮での食事の提
供や費用軽減など検討が必要。

宇根美幸 ③その他 県立高等学校の各寄宿舎では物価高騰等の影響もある中、毎年の寮費の決定を慎重に行って
います。食事提供につきましては、学校の状況や生徒のニーズを考慮し、各学校で計画して実
施しております。なお、県立高等学校の各寄宿舎では賃貸アパートの賃借料にあたる費用、及
び食事の調理に係る費用は徴収しておらず、受益者負担となる光熱水費・生活消耗品費・食材
費等のみを徴収しており、賃貸アパートで生活するよりかなり費用を抑えているのが現状です。
また、群星寮（離島児童生徒支援センター）における、高校のない離島出身の生徒は、離島高校
生就学支援事業により寮費（使用料）の補助があり、実質的な負担は食材費のみであり、食事
は土日・祝日を含め朝夕の提供があり、調理委託も県費で対応しており、保護者の負担軽減を
図っております。

なお、私立学校においても学生寮を設置している学校がありますが、離島生徒に限らず部活動
等の兼ね合いで入寮している場合もあります。原則として私立学校の運営に関する事項であり、
費用、食事の提供等については、把握しておりませんが今後必要に応じて、実態の把握等の情
報収集に努めてまいります。

220 92 28

低所得世帯 修正 世帯収入額に関わらずや親の収入等に関わらずや家庭の
経済的状況に関わらず（等）

低所得世帯という表現だと支援を利用しやすく、また
受ける印象もネガティブに感じるため。（←低所得世
帯に代わる表現がうまく浮かびませんでした）

上野さや
か

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、支援策の要件としての「低所得世帯」については原文どおりとしますが、理念と
して示す場合には、「家庭の経済状況に関わらず」と修正いたします。
３章4-⑴-ア-②-(イ)、(ウ)
３章4-⑴-イ

221 92
32～
33

・低所得世帯のこどもを対象に・・ 追加 ・低所得世帯のこども対象に、余暇、レクリエーション、文
化、スポーツ等の機会を提供、大会参加費等の支援する
地域の取組を促進する

・提供だけでは、こどもの体験学びの機会確保とし
ては弱いため。

新崎峰子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見のとおり、こどもの体験格差には、余暇、文化、スポーツのほか、離島県である本県につ
いては、経済的な理由により大会参加も困難な場合があることは承知しております。このため、
様々な体験格差を是正するため、３章4-(1)-イ「貧困の連鎖を断つための自立に向けた支援」の
中に、次の一文を追加します。
「経済的事情や地理的事情など、様々な要因による体験格差を是正し、こどもが生き生きと活躍
ができることを目的とした、新たな体験メニューの創出に取り組みます。」

222 93 14

追加 ・家庭内の問題を潜在的に抱え込んでいる生徒や困難を
抱えている生徒を把握し、適切な支援機関につなげるため
に、県立高校へのSSW配置の拡充等を積極的に推し進め
る。

・現状では、すべての高校に居場所が設置されてい
るわけではありません　・家庭内の潜在的な問題を
抱えている生徒や困難を抱えている生徒を支援する
ためには、学校内においてSSWによる支援が必須
だと考えます。

金城伸子 ③その他 高等学校においては、スクールソーシャルワーカーに代わり、就学継続支援員を配置し定着を
図っているところです。
ご指摘の箇所は「こどもの貧困対策」に関する節であり、就学継続支援員は包括的に支援を
行っているため、３章2-⑵-ケにおいて記載しております。

223 95 20

、市町村と「連携」し、… 追加 「連携・協力」し、…としてはどうでしょうか。 「協力」の文言が挿入されることで、より相互理解の
上で実践することが伝わるように考えるため。

下地敏洋 ①意見を
踏まえ修
正

居住支援は多くの関係者で取り組むべき課題であることから、ご意見のとおり「連携・協力」で修
正します。３章4-ア-②-(ｵ)

224 96 9

・市町村が・・・ 修正 各市町村でも、こども基本法に基ずく県の「○○計画」の趣
旨を鑑みた計画を策定する事を概ね2年以内に実行するも
のとする

文面は案ですが、各市町村でも確実に地域に会っ
た計画を策定するよう促して欲しい。

舩谷香 ③その他 市町村のこども計画については、第５章-3-⑵で記載します。

225 59 17

・記載なし 追加 　素案たたき台部分に記載がないため、下記文章を追加。
・各市町村のニーズに応じて、支援を補完できるような体制
を構築します。

市町村の置かれた状況に応じて、支援の人員配置
や実施状況は濃淡がでうる。誰一人取り残さないた
めには、地域のニーズに応じて、市町村との協議を
しつつ、足りない支援を県が補完することが必要と
考えるため。

松本大進 ②原文ど
おり

「こども家庭センター」の設置促進にあたっては、市町村との意見交換を通して、専門職の確保
や人材育成等に課題があることが確認されていることから、市町村における取組状況や課題等
を共有しつつ、市町村と連携して人材育成等に取り組んでいくこととしております。

226 59 31
乳幼児検診等 誤字

修正
乳幼児健診 安藤美恵 ①意見を

踏まえ修
正

ご指摘を踏まえ修正します。

227 60 17

多様な保育ニーズに対応するた
め

追加 現実的には、多様なニーズに応えられる保育士はもういな
い。多様なニーズとは具体的に何なのかを記載したほうが
いい

ウィン
フィールド
ひろみ

③その他 　多様なニーズに関しては「第２章こども・若者を取り巻く現状と課題」「２子育て環境の現状と課
題」「（1）子ども・子育て施策に関する本県の取組」に「・・・幼稚園、保育所の他、認定こども園や
地域型保育事業などの多様な教育・保育の場、一時預かりや病児保育、放課後児童クラブ等の
様々な子育て支援が整備され、地域の実情や保護者のニーズに応じた選択が可能となった」と
記載しております。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

228 60
20～
21

保育や医療に係る経済的負担を
軽減する

修正 保育や医療に係る経済的負担を軽減はどのようなことなの
かを記載して欲しい。

ウィン
フィールド
ひろみ

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章３-（1）-①幼児期から高等教育段階までの切れ目のない負担軽減　に以
下の内容を追記しました。

「安心して子育てを行える環境を実現するため、子ども・子育て支援制度に基づく幼児教育・教
育の無償化及び多子世帯に対する保育料の負担軽減に取り組むとともに、・・・

229 60 32
子ども 修正 こども その他（23ページ6行目、27ページ10行目、38ぺー

ジ14行目、60ページ32行目、61ページ17行、20行、
上野さや
か

③その他 No.89と同じく

230 61
17，
20

子ども 修正 こども その他（23ページ6行目、27ページ10行目、38ぺー
ジ14行目、60ページ32行目、61ページ17行、20行、

上野さや
か

③その他 No.89と同じく

231 61 21

家庭的な養育環境で 修正 家庭と同様または家庭的な養育環境で 児童福祉法第３条に基づく 上江洲肇
前川英伸

①意見を
踏まえ修
正

代替養育を必要とするこどもに対しては「家庭と同様の養育環境」である里親・ファミリーホーム
への委託を原則として検討する必要が国からも示されていることから、ご意見を踏まえ、３章2-
(1)-イ-③「未就園児への支援」の中で「可能な限り家庭と同様または家庭的な養育環境で養育
する体制の充実を図る～」に修正します。

232 62 39

認定こども園を結節点とした 結節点という言葉の定義を示して欲しい。一般的にはわか
りづらい。

ウィン
フィールド
ひろみ

①意見を
踏まえ修
正

「結節点」の表現は、黄金っ子応援プランH27版、R２版、文部科学省の「今後の幼児教育の教育
課程、指導、評価等の在り方に関する有識者検討会」中間整理案で用いられている表現です。
こども計画では、一般県民にもわかりやすくするため、初出の３章2-⑴-イ-⑤に次のように説明
を追加します。
・質の高い教育･保育を総合的に提供するために、教育委員会･福祉部局が、緊密な連携を図り
ながら「沖縄型幼児教育」の構想をいかし、公立幼稚園及び公立幼稚園から移行した認定こども
園を、小学校（縦）と幼児教育施設（横）をつなぐ結節点とした保幼こ小の連携体制の構築を推
進していく。

233 63
14～
17

保育士などの人材育成・確保・処
遇改善

教育基本法のように研修する権利を示さなければ絵に描
いた餅でしかない。

ウィン
フィールド
ひろみ

②原文ど
おり

教育基本法第9条では、「法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず
研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。」とあり、保育所保育指針では、
第５章で研修機会の確保等について示され、研修を受ける機会が確保されていることが重要と
いう認識です。この部分は、県の取り組みを示す箇所なので、原文どおりとします。

234 63 19

・乳幼児期から学童期までの教
育・保育の狙いを系統的に整理
したものをもとに・・・

追加 ・具体的に何のことを指しているのか明記できるのであれ
ば、明記した方がよいと思います。

・具体的に何のことを指しているのか明記できるの
であれば、明記した方がよいと思います。

金城伸子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章2-⑴-イ-④を以下のように修正します。
保育所・幼保連携型認定こども園・幼稚園における指導計画作成の手引き等を幼児教育施設へ
提供…幼児教育施設の保育の質の向上を図る。

235
64‐
66

記載がない 追加 教員が働きやすい体制への改革が必要である。また、教
員定数の改善等をはかっていく。

本年度発表の中教審特別部会発表の審議のまとめ
においても、教員の働き方の改革、教職員定数の改
善等が盛り込まれている。

山野良一 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章2-⑵-ア-③（学校における働き方改革とメンタルヘルス対策の一体的な取
組の推進）を新設して追記します。
教職員一人ひとりが、心身ともに健康で本来の職務に専念し、専門性を十分に発揮して、こども
たちへのより良い教育を行っていくことができるよう、働き方改革とメンタルヘルス対策の取組を
一体的に推進します。また、教員定数の改善等について、引き続き、国の動向を踏まえ取り組み
ます。

236 65 3

・記載なし 追加 個別配慮が求められる教育現場やこども支援施設におい
て、多様な個性・発達特性を持つ子どもの教育・指導にあ
たる教職員や支援者が疲弊し、休職や離職に繋がる現状
を改善するため、特別支援学校での研修や、学校作業療
法士、その他専門家等を派遣し、教職員や支援者の実践
的対応力の向上や相談できる環境を整え、メンタルヘルス
の安定を図り、スキルアップや精神的負担の軽減を目指
す。

発達課題からくる問題行動等、対応困難なケースが
年々増加する中で教職員や支援者一人ひとりに求
められるニーズが多様化している状況が続き、教職
員や支援者が疲弊し、休職や離職に繋がるケース
が散見される現状を早急に改善する必要がある。ま
た、教職員や支援者が変わることによってこどもが
不安定になり、問題行動や不登校等の課題が深刻
化するケースもあるため、早急な課題対策が必要と
考えるため。

山田照子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章2-⑵-ア-②に下記のとおり追記します。
「教育的支援が必要な生徒の学びが保証されるよう、管理職を含めた教職員への研修を行うと
ともに、専門家を派遣するなど、教職員のスキルアップに取り組む。」
また、教員のメンタルヘルス等についてはNo.235のとおりです。

なお、保育士に関して、３章2-⑴-イ-⑥等において下記のとおり記載しております。
　幼児の生命を守る重責や保護者との関係などによる心理的な負担が大きい保育士に対し専
門家による相談支援に取り組みます。

237 65

コミュニティ・スクールについて 追加 県内には、良い実践例があり（浦添市）、全県で促進できる
ように県としても推し進めていく必要がある。研究の推進
（大学との連携）も必要。

左と同じ 山野良一 ③その他 ご意見のとおり、県立高校においてはコミュニティ・スクールを推進しているところです。
また、コミュニティ・スクール（CS）と地域学校協働活動の一体的推進を図るため、CSアドバイ
ザーの設置を検討しており、今後、県立学校含め、全県で促進できるよう県としても推し進めて
いきます。

238 66 20

・道徳科・・・・・ 追加 ・道徳科、特別活動、総合的な学習
の時間を活用し、平和教育、情報モラル教育に取り組む。

・（道徳教育や情報モラル教育の推進）と記載されて
いるが、内容に入っていないため。

新崎峰子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章2-⑵-ア-⑥について次のとおり修正します。
→道徳科、特別活動、総合的な学習の時間を中心とし、児童・生徒の道徳性を育み、発達の段
階に応じた情報モラル教育を推進します。
【参考】こども大綱　P27　社会形成に参画する態度や規範意識、思いやりの心を育てるため、道
徳教育や情報モラル教育を推進する。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

239 66 22

・記載なし 追加 （規範教育の推進）
・道徳的価値観、社会的ルールの理解と厳守、社会的スキ
ル（協力・共感・コミュニケーション）の育成、問題行動（いじ
めや触法行為）などの予防、自己制御能力の発達、社会
の一員としての意識醸成、公共の利益や他者配慮の姿勢
の醸成等を目指し幼少期からの規範教育を目的に、警察
や各種専門家（職）と連携した教育を推進する。

幼少期からの規範教育を行うことでルール・マナー・
モラルを育み、社会の一員としての自覚や規範意識
の育成が必要と考えるため。

山田照子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、2-⑵-ア-⑥について次のとおり修正します。
規範意識の醸成に向け、小中学校における自治的な活動の展開や関係機関と連携した取組を
推進します。

240 66 22

・記載なし 追加 （様々な感情・情緒に関する教育の推進）
幼児期の愛着形成はこどもの心身の発達に大きく影響し
健全な発達において非常に重要である。そのために基本
的な信頼感の形成、情緒的な安定、社会的スキルの達
成、ストレス対処能力向上等を目指すため、専門家による
教育のもと、こども自身が心に芽生える様々な感情を学
び、自己肯定感や自己効力感等の健全な育成を推進す
る。

愛着形成に課題のあるこどもたちも多く、その影響と
しても問題行動や不登校等も多々散見される。家庭
での健全な情緒交流が得られない環境の中で育つ
こどもも多いことから、学校や支援施設等でこどもた
ちが感情について学ぶことで、学校における各種問
題（いじめ、ケンカ、癇癪、登校しぶり、不登校等）の
根本的課題解決に繋げ、こどもの健全な心の成長
を促進すると共に教職員や支援者の精神的負担軽
減を図る必要があると考えるため。

山田照子 ①意見を
踏まえ修
正

委員の意見を踏まえ、2-⑴-イ-①について以下のとおり修正します。
・乳児期における愛着形成を基礎とした情緒の安定や他者への信頼感の醸成、幼児期における
他者との関わりや基本的な生きる力の獲得を通じて、一人ひとりのこどもが、かけがえのない個
性ある存在として認められ、自己肯定感をもって成長することができるよう、・・・こどもの発達と
学びの連続性を踏まえた教育・保育を提供する。

241 66 22

・記載なし 追加 ①自己理解と自己調整：感情を理解することで自己認識が
深まり、自分の感情は行動の背景を理解することが出来
る。・感情の調整：感情を認識し、適切に表現することでス
トレスやフラストレーションに対処しやすくなる。

山田照子 ①意見を
踏まえ修
正

№241～246の内容については、非認知能力に関するものだと考えます。非認知能力について
は、将来の見通しが難しい現代社会において求められる能力だと考えられます。2-⑵-ア-①に
おいて以下の文章を追記します。（「生きる力」との関連がありますので、当該箇所に追記しま
す。）

・学力等の認知能力とともに、意欲や、協調性、粘り強さ、計画性、創造性、自制心、コミュニ
ケーション能力といった、生きる力の土台となる「非認知能力」の育成に努めます。

242 66 22

・記載なし 追加 ②社会的スキルの向上
・共感能力：自分の感情を理解することで他人の感情を理
解し、共感する心が育まれ、人間関係の質が向上する。
・対人関係の構築：感情を適切に表現する方法は、友人や
家族との健全なコミュニケーションを促進し、人間関係を築
く基盤となる。

山田照子 ①意見を
踏まえ修
正

№241の回答と同じ

243 66 22

・記載なし 追加 ③問題解決能力の向上：感情を理解し適切に表現すること
で対立や誤解が生じた際、建設的に対処する能力が高ま
る。
・意思決定：感情を考慮に入れた意思決定は、よりバラン
スのとれた選択を促し、長期的に見て有益な結果をもたら
す。

山田照子 ①意見を
踏まえ修
正

№241の回答と同じ

244 66 22

・記載なし 追加 ④学業の向上：感情をコントールする能力は集中力を高
め、学習へのモチベーションを維持するのに役立つ。
・ストレス管理：学習や学校生活に伴うストレスを適切に管
理することで学業成績の向上に繋がる。

山田照子 ①意見を
踏まえ修
正

№241の回答と同じ

245 66 22

・記載なし 追加 ⑤精神的健康の維持
・メンタルヘルス：感情を抑制させず適切に表現することで
メンタルヘルスの問題を予防し、心の健康を維持する。
・自己肯定感：感情を受け入れ、自分の感情を理解するこ
とで、自己肯定感が高まり精神的な安定が得られる。

山田照子 ①意見を
踏まえ修
正

№241の回答と同じ

246 66 22

・記載なし 追加 ⑥人生の質の向上
・適応力：様々な状況や環境に柔軟に対応できる能力が養
われ、困難な状況でも健全、前向きに対処できる力が身に
つく。
等、心、感情について学ぶことはこどもの心身の成長が健
全に育まれる事に繋がることから、専門家による教育を推
進する。

山田照子 ①意見を
踏まえ修
正

№241の回答と同じ



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

247 66 28

・記載なし 追加 ・保・幼・小において、運動に親しむ環境をつくり、体力の向
上に取り組む。

・運動に親しみ、体力の向上を図るには幼少期から
の取組が大切だと考える。

新崎峰子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見については、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、保育所保育指
針の「健康」の領域において「健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養
う。」と示されています。３章-2-⑴-イ-④に、幼稚園教育要領等の十分な理解を深め、専門性の
向上を図ること等について記載しており、運動に親しむ環境をつくり、体力の向上に取り組むこと
も含まれております。
なお、意見を踏まえ、2-⑵-ア-⑦（体育授業の充実、こどもの体力向上）に、以下を追加します。
また、水泳・武道・ダンス等の授業においては、地域における実技指導協力者の派遣を活用す
るなど運動に親しむ環境づくりに取り組みます。

248 66 31

早寝・早起き・朝ご飯運動等を展
開

修正 早寝・早起き・朝食等の習慣化については、家庭の協力を
得ながら普及啓発を促進する。（こども大綱16頁の文言を
一部引用）

単なる「運動」の展開ではなく、貧困その他の事情で
家庭教育が十分担えない環境下にあるこどもにも、
規則正しい生活習慣を身につける普及啓発（場合に
よっては支援）を行うことが必要なのでは？

井村弘子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、2-⑵-ア-⑧において次のとおり修正します。
こどもが規則正しい生活習慣を身につけ、心豊かで健やかに成長して いけるよう、学校及び教
育機関においては、早寝・早起き・朝ごはん等の習慣化について、家庭の協力を得ながら普及
啓発を促進するとともに、養護教諭研修会の実施や、歯科保健教育の推進に取り組みます。

249 66 35

・関係機関が一体となり、薬物乱
用防止教育や地域に根ざした薬
物乱用防止啓発活動に取り組む
とともに、

修正 ・関係機関が一体となり、薬物に心を隙を狙われない心の
教育や薬物乱用防止教育や地域に根ざした薬物乱用防止
啓発活動に取り組むとともに、

アルコール、タバコ等を始めるこどもの中には、自身
の心の問題や交友関係、家庭環境等の課題にぶつ
かった際に課題解決法として対処療法的にアルコー
ルやタバコ等に手を出すケースもある事から、心の
教育の必要があると考えるため。

山田照子 ①意見を
踏まえ修
正

薬物乱用防止に係る心の教育においては、児童生徒の発達段階に応じて関連教科や道徳・特
別活動、総合的な学習の時間及び警察等関連機関と連携した薬物乱用防止教室等において、
ロールプレイング等を活用しながら学校教育活動全体を通して学んでいることから、2-⑵-ア-⑧
において「児童生徒の発達段階に応じた薬物乱用防止教育」という文言に修正します。

250 66 35

・記載なし 追加 （幼少期からのキャリ教育の推進）
“どの職業に就きたいか”と考える前に、大人になったとき、
“どんな大人でありたいか”を考えられる力を育むことから
自立を目指し、その上でこどもが自分の個性・特性・性格・
能力等を活かした職業を探す力を育む力を育むために、専
門家等による以下の課題等の教育を受ける機会を設ける
①将来の選択肢の理解
②目標設定と動機付け
③自己理解と能力の発見
④社会的スキルと準備
⑤社会貢献

山田照子 ②原文ど
おり

ご意見について、３章1-⑵-ウ-①や、2-⑵-エ-③「社会的・職業的自立に向けた学習、社会保
障教育」以降にキャリア教育全般ついて記載していることから当該箇所においては原文どおりと
します。

なお、専門家等による教育を受ける機会について高校では「キャリア教育推進事業」において、
学校の必要に応じて全高校へキャリア・コンサルタントを派遣しキャリア教育の推進に取り組ん
でいるところです。(NO.85回答と同様。）

251 67 9

子育て世帯の経済的・・・ 修正 市町村を支援するだけではなく、県も給食無償化を進める
という姿勢を示すべき

子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、中学
校の給食費無償化に向けてすべての市町村と連
携、協力し進めていく。

与那嶺清
子

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、2-⑵-ア-⑨において、修正いたします。
「子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、中学生の給食費を対象として、すべての市町村
に支援していきます。」

252 67
9、
10

・子育て世帯の経済的負担の軽
減を図るため、中学校の給食費
無償化に取り組む市町村を支援
していく。

修正 ・市町村間で格差を生んではならない。 ・子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、すべ
ての市町村と連携協力し、支援していく。

松本哲治 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、2-⑵-ア-⑨において、修正いたします。
「子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、中学生の給食費を対象として、すべての市町村
に支援していきます。」

253 67
9～
10

・子育て世帯の経済的負担の軽
減を図るため、中学校の給食費
無償化に取り組む市町村を支援
していく。

修正 　松本浦添市長の提案に共感 松本浦添市長の提案を希望。
または、それに近い文言

松本真子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、2-⑵-ア-⑨において、修正いたします。
「子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、中学生の給食費を対象として、すべての市町村
に支援していきます。」



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

254 67
14-
17

（多様なこどもの居場所づくりの
推進）

居場所拡充は必要であるが、運営団体が疲弊しないよう運
営に係る補助のあり方や、拡充のまえに既存の居場所の
支援体制を検討してほしい。

宇根美幸 ③その他 こどもが学校を終えた後、歩いて通える身近な場所に居場所があることが望ましいと考えている
ため、今後も居場所が設置されていない小学校区を中心に拡充していく必要があると考えており
ます。
また、300か所まで増えた居場所・こども食堂の持続的な運営を図っていくことも課題だと考えて
おり、そのためには市町村における居場所や地域資源との連携、企業等とのマッチングなど、
様々な方策を検討していく必要があり、その中で補助のあり方も含め検討していく必要があると
考えておりますので、いただいたご意見も踏まえ、市町村と課題認識を共有し対応を検討してい
きたいと思います。

さらに、放課後児童クラブに関しては、子ども・子育て交付金等に基づき人件費や賃借料等の運
営費支援を行っております。また、令和６年度からは放課後児童支援員を２名配置した場合の
運営費の拡充等が行われております。県としては、引き続き市町村や関係団体等と意見交換等
を行い、運営団体等に対する支援について検討してまいります。

255 67 15

多様な 修正 ・不登校の児童生徒の支援を含めた、多様な 不登校となる児童生徒が増加する中、このような児
童生徒の居場所の確保の確保が必要であるとこ
ろ、多様な、という広がりのある文言にとどまらず、
このような児童生徒の居場所の支援の必要性をより
強調するため。

松本大進 ①意見を
踏まえ修
正

多様な居場所の文言には、不登校やひきこもりなど専門的な支援を要するこどもを対象にした
居場所や、困窮家庭・一般家庭を区別することなく受け入れを行うオープン型の居場所、若年妊
産婦に特化した居場所など、様々な形態の居場所という意味合いのほか、食事支援、生活支
援、学習支援、キャリア支援など、多様な支援を行う意味合いも含め、「多様性」という文言を用
いており、ご意見の主旨も包含していると考えていますので、原文どおりとさせていただければと
思います。
なお、ご意見の箇所については、ご意見等を踏まえ大幅な修正を図っておりますが、2-(2)-イに
おいて「すべてのこども・若者が、年齢を問わず・・・」の記述の中で含ませていただいておりま
す。

256 67 19

・多子世帯への支援や児童館等
の整備を促進すること等により、
多様なこども・子育て環境の充実
に取り組む。

修正 ・多子世帯への支援や児童館及び児童館の機能を持った
施設（公民館や自治会集会所等）の整備を促進すること等
により、多様なこども・子育て環境の充実に取り組む。

無料で18歳未満が利用できる児童館は、遊びを通
して情操を高める役割があり、こどもの心身の健全
な育成に大きく寄与することから、全ての小学校区
に児童館または児童館の機能を持った施設を設置
し、地域において異年齢交流ができる環境が必要と
考えるから。

山田照子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、2-(2)-イ-①「多様な居場所づくりの推進」の中に、以下の一文を追加いたしま
す。
「小中学校等において放課後や週末等に余裕教室を活用した、こどもの安全・安心な活動拠点
（放課後子ども教室）の設置や、児童館や公民館等既存の地域資源の活用により、地域の実情
に応じた多様なこども・子育て環境の充実に取り組むとともに、～」

257 67
19-
20

（多様なこどもの居場所づくりの
推進）

児童館の整備促進について、小さな町村においては広域
的に設置がしやすい整備促進の方法を検討してほしい。北
部地域においては離島も含むと１２市町村あるが、その広
大な地域に１箇所しかない。

宇根美幸 ③その他 　各市町村においては、それぞれの自治体等が運営する施設や公共的な施設があり、どのよう
な形態の地域資源・施設等を活用してこどもを含めた住民の居場所を確保していくかについて
は、各市町村の地域の実情に応じて対応されていくもの考えております。児童館を含めた居場
所づくりに関しては、引き続き市町村と意見交換等を行ってまいりたいと考えております。

258 67
26-
27

（多様なこどもの居場所づくりの
推進）

意見 離島の居場所ではキャリア教育支援の取組として、プロの
職業を実際に見て・体験したい要望がある。離島へ出向い
て来てほしいという内容であるが、居場所支援の一環とし
て専門企業の派遣が依頼しやいネットワーク構築はできな
いか？

宇根美幸 ③その他 県では、居場所のネットワークを促進するための取組を行っており、その中の一環として、居場
所と企業等との連携強化を図るため、企業等へ訪問してこどもの居場所の活動を紹介するとと
もに、連携支援案件の企画立案について助言・サポートする取り組みを行っています。離島の居
場所で具体的に派遣を依頼したい企業や職業等がございましたら連絡いただければ調整させて
いただきます。

259 67 30
児童生徒 修正 こども No.89同様 上野さや

か
③その他 No.89と同じく

260 67
33-
34

児童・生徒の安心・安全な活動拠点の人材育成・確保にお
いては，ハラスメント，性暴力，性の多様性に関する教育・
研修を徹底し，支援者が加害者にならないよう，また子ども
たちが被害者や加害者にならないようにする必要が欠か
せないと考えます。

子どもたちの活動拠点が真に安心・安全な場所であ
るためには，ハラスメントや性暴力等の事案が発生
しないような体制，教育・研修を徹底して行うことが
大前提と考えられます。

泊真児 ③その他 ご意見つきましては、３章2-⑵-イ-①等に記載の研修等の実施による職員等の資質向上の中
で、ご指摘の観点を含めて取り組んでまいります。

261 67

（多様なこどもの居場所づくりの
推進）

市町村が設置するこどもの居場所だけをこどもの居場所に
せず、既存の塾やスポーツ・習い事などもこども達が行き
たいと思えば居場所となるため、既存にある施設などの利
用についても居場所と捉え、支援対象となるこどもたちの
利用に係る費用の負担軽減など検討してほしい。

宇根美幸 ①意見を
踏まえ修
正

No.51と同じ（３章2-(2)-イ-①追記）

なお、放課後児童クラブに関しては、子ども・子育て支援交付金に基づき人件費や賃借料等の
運営費支援を行っております。また、放課後児童クラブ支援強化事業において、交付金対象外
のクラブに対しての賃借料支援を行っており、利用料の低減を図っております。県としては、引き
続き市町村や関係団体等と意見交換等を行い、運営団体等に対する支援について検討してま
いります。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

262 68 16

「『放課後児童対策パッケージ』
等を踏まえ、放課後子ども教室と
の一体型の推進や学校施設の
積極的な活用を図る。」

一般県民も目にする計画であり、「放課後児童対策パッ
ケージ」について説明が必要だと考えられる。

一般県民にとって分かりやすい内容とするため。 本村真 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章2-⑵-イ-②において次のとおり修正します。
「国の方針を踏まえ、放課後児童クラブと放課後子供教室との校内交流型・連携型の推進や学
校施設の積極的な活用を図ります。」
※「放課後児童対策パッケージ」は令和6年度までの方針であるため『国の方針』とします。
また、こどもの居場所に関する記載については、「①多様なこどもの居場所づくりの推進と」、「②
放課後児童対策」の２つに分けて、わかりやすい表現で取り組み内容をとりまとめております。

263 69 ####

追加 性暴力の加害・被害防止に関する研修内容も盛り込んで
いただきたいと思います。

性の悩みには，性暴力，性加害・被害的なものも含
まれることがあるためです。

泊真児 ②原文ど
おり

ご意見の箇所に記載している施策は、こどもに対する性教育に関連するものとなっており、委員
のご意見にある性暴力、性被害に関する研修については、３章1-(5)-ア-⑦「性被害の被害者と
なったこどもの精神的・身体的な負担軽減の推進」の中に記載しております。

264 69 27
児童生徒 修正 こども No.89同様 上野さや

か
③その他 No.89と同じく

265 69 35

・記載なし 追加 （マネーリテラシーを育み、お金や価値に対する教育の推
進）
・お金の価値や自己成長における健全な自己投資等につ
いて学ぶことで、適切な金銭感覚を育み、ゲーム等におけ
る高額課金問題や、金銭せびり、金品持ちだし、交友関係
維持のためのお金や物の譲り受けや万引き等の諸問題抑
止に繋げるために、専門家等を学校へ派遣し、幼少期から
マネーリテラシーに関する授業を推進する。

お金の価値について学ぶ機会の少ないこどもたち
は、ゲーム課金やお金を使って友達作りをするな
ど、根本的課題解決に至らない方法で他者とのコ
ミュニケーションを取ることにより、トラブルが起こる
こともあるため、幼少期からのお金の教育が必要と
考えるため。

山田照子 ③その他 ご意見のありました内容につきまして、３章2-⑵-エ-②の金融経済教育について、次のとおり加
筆修正いたします。「学校や放課後児童クラブ等に対し、講師を派遣するなど、将来の生活の安
定につながる金融経済教育の充実に取り組みます。 」

また、いただいたご意見については、家庭科や社会科の授業等において取り組んでまいりま
す。

266 69 39
・・・・消費者教育を推推進す・・・ 削除 ・・・・消費者教育を推進す・・・ ・記載ミスでしょうか？ 金城伸子 ①意見を

踏まえ修
正

ご指摘のとおり、「・・・消費者教育を推進」と訂正いたします。

267 70 6

（ライフデザインに関する意識啓
発・情報提供）

ライフ・デザインに関する内容が、定時制、通信制に対する
取組のみになっていることに違和感を覚えます。これから
続く計画に限定的な内容ではなく汎用的な書き方に変更い
ただければと思います。

喜屋武裕
江

①意見を
踏まえ修
正

ご指摘のとおり、全課程における取組でありますので、３章2-⑵-イ-③に再構成して記載おりま
す。

268 70 7

・アルバイトをしている定時制・通
信制高校の生徒に対し、・・・

削除 ・アルバイトをしている高校の生徒に対し、・・・ ・アルバイトをしている高校生は全日制高校にもいる
ので、定時制・通信制に限定しない方がよいと考え
ます。

金城伸子 ①意見を
踏まえ修
正

No.267と同じく

269 70
25，
28

児童生徒 修正 こども No.89同様 上野さや
か

③その他 No.89と同じく

270 72 11

スクールソーシャルワーカー 修正 ・スクールソーシャルワーカーおよびスクールカウンセラー スクールカウンセラーについても、倫理に関わる研
修など、基礎的な研修が必要であると考えるため。

松本大進 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章2-⑵-オ-②について下記のとおり修正します。
「スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの資質向上のため、各地区教育事務所に
おける研修の充実等を図る。」

271 72
11～
12

・スクールソーシャルワーカーの・・追加 ・スクールソーシャルワーカーの配置支援体制の整備に努
め、資質向上のため、各地区教育事務所における研修の
充実等を図る。

・子ども、家庭の問題、支援は学校だけでは解決で
きないケースが多々ありSSWの配置、資質向上は
必要であるため。

新崎峰子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章2-⑵-オ-②について下記のとおり修正します。
「社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて児童生徒の置かれた様々な環境に働きかけて支
援を行うスクールソーシャルワーカーを学校へ配置し、支援体制の整備に努めます。」

272 72
14-
18

いじめの重大事態に係る学校か
らの報告

管理職，教職員が重大事態の定義，認識を徹底して理解
し，いじめ防止対策推進法に基づく迅速な報告と適切な対
応を取るように周知を図る必要があると考えます。

重大事態と思われる事案が発生した際の初動対応
や報告に問題があるケースが見られることから，先
の周知徹底を図る必要があると考えます。

泊真児 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見のとおり、重大事態等への対応について周知徹底を図る必要があることから、３章2-⑵-
オ-③に以下の文言を追記します。
「いじめ防止対策推進法に基づく措置について、すべての教職員が正しく理解し、迅速に対応で
きるよう周知徹底を図ります。 」

273 72 19

・記載なし 追加 ・学校が低コストかつ、教員の負担も少ないような、簡易に
導入できるストレスチェックのアプリを導入し、いじめの早
期発見に取り組む。

被害を受けているこども自身が、可能な限り、SOSを
発信しやすい環境を整える必要があるため。

松本大進 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章2-⑵-オ-①について以下のとおり修正します。
・いじめ防止対策推進法に基づく未然防止・早期発見・早期対応の取組やSNS等を活用した相
談体制の整備等について情報提供に努めます。

274 72
22～
23

・学校内外の教育支援センター・・ 追加
修正

・学校外の教育支援センター、学校内の校内自立支援室、
校内適応指導教室の設置については・・・・

・学校によっては未配置で課題も多く、より力をいれ
てほしいところなので明確にすることが大切なため。

新崎峰子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章2-⑵-カ-①において、「学校内の校内自立支援室や学校外の適応指導教
室など、学校内外の教育支援センター」に追加修正します。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

275 72 24

・記載なし 追加 （学びの保証：オンライン教育・eラーニング・タブレット端末
等を併用した学びの多様化）
・不登校や発達課題を抱えたこどもの学びを保証するた
め、オンラインでの授業参加や識字障害等の課題を持つこ
どもに配慮し、授業においてタブレット端末使用を推奨し、
全てのこどもが等しく学ぶ機会が得られる環境を作る。

学びたい思いはあるものの、登校に不安のあるこど
もがオンラインでの授業参加やeラーニングの併用
で学習を得ようとした際、対面授業に強い思いのあ
る学校側の意向にて学ぶ機会が得られないこども
がおり、不登校が長期化された事例や、識字障害の
あるこどもがタブレット端末使用にて授業参加を希
望した際、学校側が他の児童へ説明できないからと
の理由でタブレット端末使用を許可しなかったことに
より、登校出来ず不登校になった事例もある事か
ら、多種多様な課題を抱えたこどもの学びを保証す
る上で、こどもに合った学びの選択肢が得ることが
必要と考えるため。

山田照子 ②原文ど
おり

全ての児童生徒の学力を保証するためのデジタル教材等を含む1人1台端末の効果的な活用に
ついては、３章2-⑵-ア-②に記載し、取り組んでいきます。
また、障害理解などの教員の特別支援教育の専門性の向上については、３章2-⑷-ア-⑤「イン
クルーシブ教育システムに向けた取組の推進」で取り組んでいきます。

276 72 36

支援を必要とする不登校傾向の
生徒や中途退学が懸念される生
徒等が在籍する県立高等学校に
対しては、就学継続支援員を派
遣し、校内における支援体制の
構築に取り組むとともに、訪問支
援、県の教育・福祉関係部門、民
間支援団体の協働による就学の
継続を支援する体制を構築す
る。

追加 「就学継続支援員」に関しても、スクールソーシャルワー
カー同様の配置人数の拡大や、研修の充実に関する追記
が必要。

沖縄県においては「修学継続支援員」が高等学校に
おけるスクールソーシャルワーカーとして位置づけら
れている。小・中学校で活動するスクールソーシャル
ワーカーに関しては、p.73の１０行目～１８行目にお
いて、「配置人数や区域拡大を目指す。」、「役割に
ついて、関係機関における理解を深めるとともに、
学校と関係機関との連携を促進する。」、「資質向上
のため、各地区教育事務所における研修の充実等
を図る。」等の記載があるが、高等学校における「就
学継続支援員」に関しても同様の拡大・充実が必要
だと考えられるため。

本村真 ②原文ど
おり

就学継続支援員は、県立高校59校68課程のうち43校50課程へ配置しており、配置校以外の学
校についても緊急支援要請があれば対応しています。また、本事業は委託事業であり、委託事
業者において支援員の研修等を実施し資質向上を図っているため、原文どおりの記載とさせて
いただきます。

277 73 3～4

・「校内自立支援室」・・・・ 追加 ・「校内適応指導教室」 非行系不登校、心因性(複数の課題）系不登校に分
ける必要があるため。
「校内自立支援室」「校内適応教室」が 同じ意味を
持つならば、文言を変える必要があるため。

新崎峰子 ②原文ど
おり

校内自立支援室は、沖縄県の進めている事業であり、校内適応指導教室とは内容が異なるも
のとなっているため、原文どおりとします。

278 73
4，
10

児童生徒 修正 こども No.89同様 上野さや
か

③その他 No.89と同じく

279 73 5

・記載なし 追加 ・校内自立支援室設置の目的に対する統一見解のもと、用
途について、こどもの抱えた課題に合った方法で運用する

現状設置された校内自立支援室は、学校長によっ
て用途にばらつきがあり、通級教室等の手続きが完
了しないと利用できない学校や、短時間利用しか許
可しない学校等もあり、登校や自身のクラスに入る
不安を抱えたこどもにとって、ハードルが高い設置
基準になり、校内自立支援室すら利用できないこど
もも散見されることから、個別配慮を前提とした運用
が望ましいと考えるため。

山田照子 ②原文ど
おり

校内自立支援室は、不登校児童生徒、及び登校できるが教室に入れない児童生徒等への校内
支援体制を整え、多様な学習の機会を確保し、児童生徒の社会的自立を促すことを目的に設置
しており、支援内容については、学校長と市町村教育委員会が連携のうえ、個々の状況に応じ
た学習支援等を行っています。

280 64

記載がない 追加 校則の見直し こども大綱には、項目として記載されている 山野良一 ①意見を
踏まえ修
正

意見を踏まえ、３章2-⑵-キを新設し、次のとおり追記します。
キ　校則の見直し
　校則は、各学校がそれぞれの教育目標を達成するために、学校や地域の状況、社会の変化
等に応じて、必要かつ合理的な範囲内で定めるものであり、校則の見直しを行う場合にはその
過程で児童生徒や保護者等の関係者からの意見を聴いた上で定めていくことが望ましいことか
ら、学校や教育委員会等に対してその旨を周知します。

281 73 29

新たな項目として追加 追加 ⑦校則の見直し
校則は、各学校がそれぞれの教育目標を達成するため
に、学校や地域の状況に応じて、必要かつ合理的な範囲
内で定めるものであり、校則の見直しを行う場合にはその
過程でこどもや保護者等の関係者からの意見を聴取した
上で定めていくことが望ましいことから、学校や教育委員会
等に対してその旨を周知する。

「こども大綱」に記載されている項目であり、こどもの
権利尊重の趣旨も踏まえると、この項目は極めて重
要。

井村弘子 ①意見を
踏まえ修
正

意見を踏まえ、３章2-⑵-キを新設し、下記のとおり追記します。
キ　校則の見直し
　校則は、各学校がそれぞれの教育目標を達成するために、学校や地域の状況、社会の変化
等に応じて、必要かつ合理的な範囲内で定めるものであり、校則の見直しを行う場合にはその
過程で児童生徒や保護者等の関係者からの意見を聴取した上で定めていくことが望ましいこと
から、学校や教育委員会等に対してその旨を周知します。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

282
73,8
2

30-
39

4-6

体罰や不適切な指導の防止

体罰によらない子育ての推進

部活動等における勝利至上主義的で体罰を容認するよう
な指導者や保護者に対して，教育や指導をしっかり行うこ
とが必要と考えます。

家庭教育においても体罰によらない子育ての普及推進が
必要と考えます。

部活動等で好成績や実績を残した教員を礼賛し，優
秀な指導者としてもてはやす風潮が，パワハラや体
罰の温床になることがあるためです。パワハラや体
罰は絶対に容認しない環境づくりを行うことが現場
でも社会全体にも必要だと考えられます。

泊真児 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章2-⑵-クにおいて、次のとおり修正します。
・各学校に対して、適切な指導体制の構築や暴力・暴言・ハラスメントの根絶に向けた取り組み
等が記載された部活動等の在り方に関する方針を周知徹底し、学校・保護者、関係機関等と連
携を図り、生徒の人権が尊重され、健全で充実した部活動が実現されるよう取り組みます。ま
た、生徒や保護者からの部活動に係る相談等に対し、関係者への確認と指導・助言を行い、学
校と協力しながら解決を図ります。

なお、計画の上位規程である、「沖縄県子どもの権利を尊重し虐待から守る社会づくり条例」の
第７条において、保護者の責務として、子どもを心身ともに健やかに育成するよう努めなければ
ならないこと（第１項）、子どもの監護及び教育をするに当たっては、当該子どもが苦痛を受けて
いるかどうかを問わず、体罰を加える行為その他の心身の苦痛を与える行為であって、子ども
の利益に反するものを行ってはならないこと（第２項）を規定しており、本条例の普及啓発に取り
組むことを明記しております。
また、家庭教育支援チームの普及、家庭教育支援の推進をとおして、体罰によらない子育てに
関する啓発推進を図ってまいります。

283 73 31

冒頭部分に追加 追加 体罰はいかなる場合も許されるものではなく、学校教育法
で禁止されている。（こども大綱30頁の文言を引用）

沖縄県では、高校部活顧問による過度な叱責で生
徒が自死に至る事件等があり、教育現場での（心理
的な叱責を含めて）体罰根絶の記載は必須であると
考えます。

井村弘子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章2-⑵-クに以下のとおり追記しております。
体罰はいかなる場合も許されものではなく、学校教育法で禁止されています。

284 73
31、
32

児童生徒 修正 こども No.89同様 上野さや
か

③その他 No.89と同じく

285 73 37

・各学校に対しは、・・・ 追加 ・各学校に対しては、・・・ 金城伸子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章2-⑵-クにおいて修正します。

286 73 38

・記載なし 追加 （教職員・こども支援者等に対する心のケアや相談できる
環境作りの推奨）
・教職員や支援者がこどもの対応でメンタル疾患になり休
職や離職する事例が増加していることから、心のケアが急
務であり、適切な支援とリソースを提供することが不可欠で
あるため、専門家によるケアや相談できる環境作りを推奨
する

・学級崩壊や、自身のクラス等において不登校生徒
や発達課題等からの問題行動等の課題を抱えたこ
どもの担任や施設職員等が、その問題解決や改善
において疲弊し休職、離職に繋がるケースが散見さ
れることから、教職員や支援者の心のケアや相談で
きる環境作りが必要と考えるから。

山田照子 ①意見を
踏まえ修
正

No235に同じ（３章2-⑵-ア-③追記）

また、ご意見を踏まえ、2-⑴-イ-⑥において下記のとおり追記します。
　保育士を安定的に確保するため、保育士の処遇及び労働環境の改善に取り組むとともに、幼
児の生命を守る重責や保護者との関係などによる心理的な負担が大きい保育士に対し専門家
による相談支援に取り組みます。

287 78 30

・記載なし 追加 犯罪加害者や非行等の課題を抱えた者に対する更生及び
ケア等について理解を示しながら雇用環境を整えるために
は、雇用主の理解が必須である事から、職親プロジェクト
等の活動等も参考にしながら安定した雇用の拡大と就労
斡旋に努める。

罪を犯した者が更生の機会を得るためには、県民
総ぐるみでの理解と、雇用主の理解が重要課題で
あると考えるため。

山田照子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章1-⑹-オ-②において次のとおり修正します。
　就労訓練事業を行う民間事業所等の掘り起こしや生活困窮者とのマッチング、利用後の支援
を行います。

なお、就職困難者等就労支援事業においては、相談者（刑余者等を含む）の特性に応じた支援
を個別的・継続的に行い、就労支援を行っています。企業に対しては、特性を持った相談者の受
入れに対する理解を働きかけています。

288 80 31

・記載なし 追加 　素案たたき台部分に記載がないため、下記文章を追加。
・各市町村のニーズに応じて、支援を補完できるような体制
を構築します。

市町村の置かれた状況に応じて、支援の人員配置
や実施状況は濃淡がでうる。誰一人取り残さないた
めには、地域のニーズに応じて、市町村との協議を
しつつ、足りない支援を県が補完することが必要と
考えるため。

松本大進 ①意見を
踏まえ修
正

現在、ひきこもりに係る相談や支援はより住民に身近な市町村域で行えるよう、ひきこもり専門
支援センターと連携して市町村支援しているところであり、ご意見を踏まえ、３章2-⑶-エにおい
て次のとおり追記します。
「・各市町村のニーズに応じて、支援を補完できるような体制を構築します。」

289 80 32

女性と男性が抱える様々な悩み 昨今、LGBTQなど性の多様性がうたわれているなか、女性
と男性に特記した経緯についてお聞きしたい。

狩俣みつ
穂

①意見を
踏まえ修
正

悩みには、男性、女性、セクシュアリティなどそれぞれ特有なものが考えられます。県では、こう
した様々な悩みごとや問題に対応するため、男性相談、女性相談、にじいろ（LGBTQ）相談など
を実施しております。そのため、３章2-⑶-エにおいて、女性と男性に限定せず、「子育てに関す
る内容を含め、人々が抱える様々な悩みに関する相談に対して、総合的に応えることができる
相談体制を整備する。」に修正いたします。

290
73,8
2

30-
39

4-6

体罰や不適切な指導の防止

体罰によらない子育ての推進

部活動等における勝利至上主義的で体罰を容認するよう
な指導者や保護者に対して，教育や指導をしっかり行うこ
とが必要と考えます。
家庭教育においても体罰によらない子育ての普及推進が
必要と考えます。

（再掲）部活動等で好成績や実績を残した教員を礼
賛し，優秀な指導者としてもてはやす風潮が，パワ
ハラや体罰の温床になることがあるためです。パワ
ハラや体罰は絶対に容認しない環境づくりを行うこ
とが現場でも社会全体にも必要だと考えられます。

泊真児 ①意見を
踏まえ修
正

No.282と同じ



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

291
27,8
2

21～
23
8

・保護者が子育てしながら・・・取
り組む必要がある。
・一時預かり、ファミリー・サポー
ト・・・取組推進

（再掲）家事代行や育児支援があまり知られていないこと
と、活用することに罪悪感を感じている親御さんが多い。
ファミリーサポート事業の充実と併せて、保護者が従事す
る企業に対しても活用促進に向けた取組支援を認証制度
以外のインセンティブを複数打ち出してほしいです。

喜屋武裕
江

②原文ど
おり

No.67と同じく

292 82 25

・記載なし 追加 （家庭教育力の向上）
・子育てにおいて、こどもの規範意識醸成や防犯意識、危
機管理能力、モラル、マナー等の教育について、保護者に
対し学びの場を提供する

・こどもの成長に伴い、保護者だけでは習得できな
いこどもの成長に必要な子育ての知識等について、
保護者に学びの場を提供することで家庭教育力向
上をめざす。また、地域等で差が出ることなく、家
庭・学校・地域が総ぐるみとなり子育て環境を整えて
いく必要があると考えるため。

山田照子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章3-⑵-③について次のとおり修正します。
保護者向けの学びを場を提供している市町村、各学校に対し、子育てに関する情報提供を行う
とともに、各種研修会等をとおして、家庭教育支援者の資質向上を図り、家庭教育力向上に取り
組みます。

293 82 29～

男性の家事・子育てへの主体的
な参画推進

追加 主体的な取り組みの具体例の提示等 「男性の家事・子育てへの主体的参画推進」となっ
ているが、84ページ13行部分では「主体的」という内
容までは踏み込んでいないように感じたため。

上野さや
か

①意見を
踏まえ修
正

男性の家事・子育てへの主体的な参画については、３章3-⑶-④に、「男性育児休業が当たり前
となる社会の実現に向けた取組」において、男性が育児休業を取得することへの意識喚起や職
場等の理解を深めるために必要な広報・啓発活動を行うことを記載しています。また具体的な取
組としては、「男性向け講座等の実施」や「男女共同参画週間での一般県民向けの広報啓発活
動」を予定しています。

294 83 5～7

５～７行すべての記載部分 修正
（吟
味検
討）

記載内容の吟味・検討が必要 「こども計画」にふさわしい記載内容ではないと思わ
れます。

井村弘子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえて検討した結果、記載内容は削除します。

295
全体
特に
84～

特にひとり親家庭の部分 第２章の現状と課題と第3章の重要施策のつながりが明確
ではない。
例えば27頁14行～ひとり親家庭の課題の記載があり、・・・
取り組みを拡充する必要がある、一層取り組む必要がある
とあるが、84頁21行～ひとり親家庭への支援では、ただ支
援策を網羅しているだけで、課題を踏まえてどのような施
策により力をいれていくのか伝わらない。
また、84頁21行のタイトルはひとり親家庭への支援となっ
ているが、内容はひとり親家庭等や生活困窮者家庭や子
育て世帯の親と主体が様々であるのでタイトル部分を修正
するか、ひとり親家庭とその他を分けるべきではないか。
実際に、85頁7行～の就労支援等については、もともとひと
り親家庭に特化していた支援だが、対象を拡大したことで、
ひとり親家庭の支援としては、後退しているのではないか
と思われる。対象ごとに課題をきちんと分析して、これまで
の施策に加えて何を行うのか、メリハリのある整合性のあ
るものにしなければ新しい計画を作る意義が薄れてしまう
と考える。

与那嶺清
子

①意見を
踏まえ修
正

第３章の重要施策については、ご意見も踏まえ、各項目毎に施策を行う必要性等を追記するよ
う、全体的に修正を行います。これにより、各施策や取組の必要性がより明確になるものと考え
ております。

また、「ひとり親」については、ご意見も踏まえ、記載内容を全体的に修正を行います。

296 85 23

こども達 修正 こども（「達」を削除） 他の文言との統一 狩俣みつ
穂

①意見を
踏まえ修
正

ご意見のとおり修正します。

297 85 39

未婚・・・みなし適用 令和3年度の税制改正で、未婚のひとり親を対象とした控
除が創設され、保育料に関してもひとり親控除が適用され
ているので、みなし適用ではないと思われるが、どのような
趣旨で記載したのか。

与那嶺清
子

③その他 ご指摘を踏まえ、削除しております。

298 86 5

…母子家庭が安定した暮らしの
場を確保できるよう…支援を行う

追加
修正

…母子家庭が安定した暮らしの場を確保できるよう、自立
に向けてのスキル向上への支援の充実に向けて、母子生
活支援施設の運営に対する支援を行う。

母子生活支援施設は、長期的に生活できる支援で
はなく、自力で地域で生活していけるように短い期
間で自立に向けて支援していく施設であるため、表
現の仕方を変更。

狩俣みつ
穂

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章3-⑷-③について以下のとおり修正します。
「…母子家庭が地域で自立し、安定した生活を送るためのスキル向上の支援を行う、母子生活
支援施設の運営に対する支援を行う。」



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係るこども・子育て会議委員意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加
修正

ご意見 理由 委員名

No. 行 素案たたき台 対応区分

県の考え方該当箇所

参考資料１

299 86 8

・様々な問題を抱え…総合的な
支援を行う。

修正 ・自立をしたくても、様々な問題を抱え…総合的な支援とし
て「ひとり親家庭生活支援事業」を行う。

対象要件の一つに、本人自身の自立への意欲も重
要であることから、「自立」に向けての意識づけと、
また、事業名を明記することで、読んだ際に関心を
もってもらいやすくなると考える

狩俣みつ
穂

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章3-⑷-③について以下のとおり修正します。
・様々な問題を抱え、自立に向けた 専門的・継続的な生活指導等の支援が必要な母子家庭
が、…

300 86
22～
24

・離職等により住居を失った… 修正 ひとり親支援に特化した支援ではないため、もし、「生活困
窮家庭」の項目も追加されるのであれば、そこに記載する

狩俣みつ
穂

①意見を
踏まえ修
正

ご指摘のことについては、４節・最重要課題の解消に向けた施策⑴こどもの貧困対策に記載し
ます。

301 86
26～
27

保証人等の居住サポートの実施
を促進する。

追加 保証人等の居住サポートの実施を促進するとともに、必要
な人に情報が行き届くように、関係機関や団体への周知を
行う。

保証人等の居住サポートについて、あまり知られて
おらず、活用できていないと思われるので、より周知
が図れるとよいと思われる。

狩俣みつ
穂

②原文ど
おり

子育て世代等に対する住居に関する情報提供については、市町村等と連携し取り組んでおり、
今後も引き続き取り組んでまいります。３章4-⑴-ア-②-(ｵ)において住宅に関する支援について
記載しており、原文どおりとさせていただきます。

302 87 1～2

認可外保育施設を利用している
ひとり親家庭等の負担軽減を図
る。

負担軽減について、保育料を一旦全額自己負担した後
に、市町村にて手続きを踏んで償還されるというのが基本
的な流れのようですが、一旦全額払うという負担はかなり
大きく、借入に頼ったり、入所を断念せざるを得なくなること
も懸念されます。法定代理受領のできる認可外保育施設
の拡充をお願いしたい。

狩俣みつ
穂

②原文ど
おり

　保育の無償化に係る認可外保育施設の利用給付は、子ども・子育て支援法において、市町村
から保護者への償還払いを基本としつつ、事業者による法定代理受領も認められているところ
です。県としましては、保護者の負担軽減につながるよう市町村と連携し、法定代理受領の取組
促進を図ってまいります。

303 87 14

…受講費用の一部を支給する。 追加 …一部を支給する。また、試験合格に向けて学びやすい環
境づくりや学習支援が受けられるよう、関係機関・団体との
連携を図る。

独学での受験勉強はハードルが高く、挫折しやすく
なると思われるので、合格までのモチベーションの
維持のためにも、環境整備は大切だと考える。

狩俣みつ
穂

①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章3-⑷-②において次のとおり修正します。
　また、関係機関・団体との連携を図り、試験合格に向けた環境づくり等に取組む。

304 87 16

・記載なし 追加 ・ひとり親家庭の子が運転免許取得に必要な費用の一部
を支給する。

車社会である本県にとって、免許のない者は就職に
不利である。経済的自立等の視点からも高額な自
動車運転免許取得の際、その費用の一部が助成さ
れること免許取得のハードルが下がり、就労に繋が
ることで経済的貧困の負の連鎖を止める一端が担
えると考えるため。

山田照子 ③その他 ご意見に関しまして、ひとり親家庭等の経済的自立と生活意欲の向上を図るために実施してい
る、母子父子寡婦福祉資金貸付金制度の中の修業資金において、ひとり親家庭等の児童に対
し、就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金として、運転免許取得にかか
る費用の貸付けを無利子で行っているところであり、３章3-⑷-②に下記内容を追記いたします。
・母子父子寡婦福祉資金貸付金制度の修業資金貸付において、運転免許取得にかかる費用の
無利子での貸付けを行うことで、ひとり親家庭等の経済的自立と生活意欲の向上を図る。

305 88 20

・記載なし 追加 （面会交流のへの理解と協力）
・両親の離婚により、両親のどちらかと離れて暮らしている
子どもが安心・安全な環境（児童館等）の元で定期的、継
続的に、会って話をしたり、一緒に遊べる場所を提供する。

面会交流はこどもが親と会う大切な機会であるが、
その両親の関係性において両親が必ずしも良好な
関係を築けていない場合、こどものみならず両親そ
れぞれの心理的負担・不安が大きいこともあるた
め、安心して過ごせる場所の提供や支援が必要と
考えるため。

山田照子 ①意見を
踏まえ修
正

ご意見を踏まえ、３章3-⑷-⑤について以下のとおり修正します。
「適切な面会交流の実施に向けて、･･･段階的な支援を行うとともに、こどもが安全・安心な環境
で面会交流が行えるよう、体制整備に取り組む。」

なお、こども家庭庁の事業実施要項等においても「面会交流」という表記から「親子交流」に改め
られていることから、「面会交流」を「親子交流」へ変更しております。

306 88 26

・記載なし 追加 （アメリカンスクール等へ通う県内在住のこどもに関する各
種支援や学校等との連携について）
・アメリカンスクール等に通うこどもは、修学時間は県内教
育委員会や学校教育課等管轄内にはないが、下校した際
はそれぞれの地域の一員として生活しており、地域コミュニ
ティーの中で非行や不良行為等の問題が起こった際、当
該こどもを把握している大人が少ないことでその課題が放
置されることがないよう、問題行動や不登校の課題がある
こどもがいる場合は、市町村行政や警察が連携し健全育
成に努めるべく、当該学校等と連携をしていく。

以前、アメリカンスクールに通うこども（当時中学生
の年齢）が不登校になったが居住地区の行政等と
当該学校の連携がなかった事から、非行が深化し
他のこどもへ大きな影響を与えた事案があった。不
登校だけでなく深夜徘徊や各種非行が深化し、暴力
団との繋がりや自身も覚醒剤や大麻を使用していた
他、県内中高生を対象に薬物売買を繰り返してい
た。警察でも把握できていないこどもだったことか
ら、問題は深刻化しており、当該こどもを保護するま
でに情報入手から数年かかった。その間、他のこど
もたちへの影響は計り知れないものがあったことか
ら、アメリカンスクール等との連携が必要と考えるた
め。

山田照子 ①意見を
踏まえ修
正

　県警察では、不良行為や犯罪に及ぶ少年を発見したときは、当該少年が普通学校、アメリカン
スクールの区別なく、法と証拠に基づいて厳正に対処しています。
　また、県警察において、アメリカンスクールに在籍する少年を取り扱う場合は、関係する学校や
憲兵隊などの関係機関へ情報共有するなどして適切に対応しています。
　以上のとおり、県警察では県内の普通学校とアメリカンスクールに在籍する少年の取扱いに大
きな差異はないことから、左記の御意見については、３章1-⑹-オ-①において「県内に居住する
犯罪行為等で検挙された少年や～」の文言を挿入し、アメリカンスクール等に通う少年を含めた
必要な取組を行います。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係る関係団体意見に対する対応方針（素案全体に対する意見）

対応区分

1

県民や関係者間での計画内容の理解促進のためにも巻末に専門用語、
各機関の機能・役割等に関する「用語解説」を掲載してはどうか。
（例：ヤングケアラー、医療的ケア児、母子健康包括支援センター、スクー
ルソーシャルワーカー、こどもの居場所、等）

「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画【資料編】」、「沖縄県地域福祉支援計画」、「沖縄県障害者基本計画」等に
は巻末に「用語解説」を載せている。

①意見を踏
まえ修正

用語解説を掲載します。

3

素案たたき台では、58頁37行以外に民生委員・児童委員の記載がない。
全体的に民生委員・児童委員が担う役割や支援等を追加すべきではない
か。

「こどもまんなか社会」を目指すには児童委員の役割を担う、民生委員・児童委員からの支援は必要不可欠と
考える。

①意見を踏
まえ修正

　民生委員・児童委員の役割上、ライフステージの時期や課題の如何にかか
わらず、支援に携わる可能性がありますが、計画の便宜上、特に関わりの多
いと想定される時期として『こどもの誕生前から幼児期まで』に載せています。
民生委員の全体像を述べる適当な箇所がないことから、３章2-⑴-ア-③にお
いてに下記の通り追加して修正します。

『民生委員・児童委員は、市町村の区域に置かれ、地域のこどもが元気に安心
して暮らせるように、こどもを見守り、子育ての不安など、ライフステージの時期
や課題を問わず多岐にわたる相談・援助等を行うことから、民生委員・児童委
員が、支援を必要とする児童や妊産婦を発見又は情報を入手した場合には、
関係機関と連携し、その生活及び取り巻く環境を適切に把握するとともに、
ニーズに応じた福祉サービスの情報提供、その他の相談・支援を行います。』

4
関係機関と何度の記載あるが、果たしてどの関係機関を指しているのは
不明である。

・行政機関等の具体的な表記が必要
②原文どおり 多くの機関が関係する場合に、一つ一つの機関名を記載することが困難であ

るため、「関係機関」と表記しております。

5 子どもorこども　文中、根拠があってどちらも使われているのかしりたい。 ③その他 法令等に根拠のある場合は、子どもと表記しております。

6
”スポーツの場を活用した”こども施策について、現状や今後の取組み等
の記載がないため、追記を検討願いたい。

県内のスポーツ関連団体（総合型地域スポーツクラブなど）においては、こども福祉の課題解決に資すると考
えられる自主的な取り組みが存在するが、こども計画素案には、それら現状の記述が一切見受けられない。

＜※取り組み例＞
・障害を持っているこどもたちにスポーツを楽しみながらコミュニケーションを取る場を提供（琉球スポーツサ
ポート）
・児童発達支援等の場として運動プログラムを提供（アスリート工房）
・学校に馴染めないこどもの居場所作りを検討（ごやすけスポーツクラブ）

こどもの心身の健全な発達にとって、スポーツ活動は不可欠とされる中、こどもを取り巻く様々な課題を解決
するために「スポーツの力」を活用する意識をことも福祉担当部局においても持っていただきながら、現状の
民間の自主的な取組みを更に広げるような行政の施策展開が必要と考える。これらを踏まえ計画素案へ関連
記述を追記願いたい。

県こども計画へ「こども施策×スポーツ」を観点とする記述があることで、スポーツ関係団体と地域の福祉関連
部局との連携が促進し、スポーツ団体においては活動の幅が広がるとともに、こども福祉の場においても多様
なニーズに応じた新た取り組みが期待できると考える。

なお、第２期沖縄県スポーツ推進計画（p49）においては、こども施策に関する事項として、「スポーツをフックと
して、、、子どもの居場所作りなどの社会課題解決に向けて取り組む」との記述もある。こども施策に関する総
合計画とするものであれば、それらの計画との整合も必要と考える。

①意見を踏
まえ修正

第2期沖縄県スポーツ推進計画の「施策と具体的な取り組み」において、「ス
ポーツ参画人口の拡大」「スポーツを通じた健康増進・生きがいづくり」「子ども
のスポーツ活動の充実」などが示されております。その実現に向けては、幼少
期（子どもの発育段階に応じた）からのアプローチが重要であることから、沖縄
県こども計画に明記することで、効果的な推進が図られることから、３章１-(2)-
①遊びや体験の機会の場の創出及び読書活動の推進　において、次のとおり
修正します。
・ボランティア活動や自然体験活動、スポーツ活動等の様々な…

また、３章1-⑵-ウ-⑥や、３章1-⑹-オ-①、３章4-⑴-イ-②などにおいても、ス
ポーツの機会の提供等について記載しているところです。

No. 意見 理由
県の考え方



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係る関係団体意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加／
修正

ご意見 理由

No.
行番
号

素案たたき台 対応区分

1 2 21〜
22行

・Ⅲ.すべてのこどもたちが、将来
にわたって〜できる社会

修正 記載の順番を以下のように変更することを提案いたします。

Ⅰ. すべてのこどもたちが、将来にわたって幸せな状態〜
Ⅱ. すべてのこどもたちが権利の主体として尊重され〜
Ⅲ. すべてのこどもたちが、貧困などの経済的状況や、離島を含め
〜
Ⅳ. 望む人誰もが喜びや生きがいを感じながら、安心して〜

基本理念の中で、21〜22行目のⅢの内容が最も重要な内容である
為、先頭にくる形がよいと思う。

②原文どお
り

　基本理念は、あらゆる方にとって分かりやすく受け入れやすい表現である必要がある
と考えており、冒頭で示している理念「誰一人取り残さないこどもまんなか社会」にて端
的に表現し、個別に示している４つの社会像において補足する形式としています。
　個別の社会像として、まず、基礎となる要素であるこどもの権利を挙げています。法に
おいても１番目の理念であり、「こどもまんなか」を実現する最も重要な要素だと考えま
す。
　続いて、環境に左右されない社会として「誰一人取り残さない優しい社会」を挙げてい
ます。これら２つの要素で、「誰一人取り残さないこどもまんなか社会」を補足していると
ころです。
　さらに、上記２つの要素を実現した結果、目指すべき社会像としてウェルビーイングを
挙げています。
　加えて、こどもをとりまく環境や家庭等について補足して挙げています。

2 2 22行 生活を送ることができる社会 修正・追加生活を送ることができる地域と社会 児童福祉の所管が市町村であるため、また、義務教育は原則地域
学校に籍を置くため

②原文どお
り

　基本理念は、あらゆる方にとって分かりやすく受け入れやすい表現である必要がある
と考えており、冒頭で示している理念「誰一人取り残さないこどもまんなか社会」にて、端
的に表現し、個別に示している４つの社会像において補足する形式としています。
　それぞれ目指すべき社会像を表現するため、「社会」で統一しており、ここでいう社会と
は地域も含まれたものと考えます。

3 2 35行 さらに、こどもの権利について さらに、こどもの権利について心身の発達過程において適切な時
期に、こどもにこどもの権利を知る機会を確保する。その上で、若
者、子育て当事者、教育・福祉～

こどもに積極的に「こどもの権利」を知る機会を確保する。 ①意見を踏
まえ修正

ご意見を踏まえ、１章3-⑴について、以下のとおり修正します。
さらに、こども自身が、心身の発達過程に応じて適切な時期に、こどもの権利について知
る機会を確保した上で、子育て当事者、教育・保育に携わる者をはじめとするおとなに対
し、こどもの権利について広く周知し、社会全体で共有していきます。

4 3 37 国・県・市町村、教育・福祉・医療・
労働関係団体、NPO、ボランティ
ア、企業、大学等が ネットワークを
形成し、・・・

修正 国・県・市町村、教育・福祉・雇用・医療・労働関係団体、NPO、ボ
ランティア、企業や経済団体、大学等が ネットワークを形成し、・・・

雇用分野や経済団体との連携も必要だと考える。また、他の部分
では雇用も記載されているため。

①意見を踏
まえ修正

ご意見を踏まえ、１章3-⑴について、以下のとおり修正します。
…国・県・市町村、教育・福祉・医療・労働関係団体、経済団体、NPO、ボランティア、企
業、大学等がネットワークを形成し、連携・協働して取り組み体制を構築するとともに、

5 4 4行～
18行

・記載なし ・各種計画との関係性を図示化して欲しい。 ・素案には多くの計画が列記されているのが、文章だけではイメー
ジが湧きにくいので、各種計画との関連性について、わかりやすく
図示化していただきたい。

①意見を踏
まえ修正

ご意見を踏まえ、１章4において各種計画との関係性を図示化します。

6 5～
34

・記載なし 追加 沖縄県社会福祉協議会では、県から委託を受けて「沖縄県こども
の居場所ネットワーク事業」を実施している。その中で、毎年「沖縄
県子どもの居場所（こども食堂）実施状況調査」を実施し、各市町
村別の居場所の数や運営実態を調査している。第3章中、67頁 12
行に「②居場所づくり」として、こどもの居場所づくりの推進施策が
位置付けられているため、第2章の「２ 子育て環境の現状と課題」
の中に追加する必要はないか。上記調査結果を提示し、そのうえ
で第3章の施策を提示するようにしていただきたい。

第2章中19頁21～24行に課題の記述はあるが、次の理由から「こど
もの貧困を取り巻く現状と課題」の項目としてではなく、「子育て環
境の現状と課題」の項目で取り扱う方が妥当だと考える。〈理由〉こ
どもの居場所は必ずしも貧困対策として対象を限定しておらず、地
域に開かれた子育て・こども支援の拠点として浸透しており、活動
内容もこども食堂から学習支援、各世代間交流など広がりを見せ
ている現状がある。

②原文どお
り

こどもの居場所は、貧困対策に限定しているものではありませんが、こどもの貧困対策
支援員等含めた課題として整理しているため、原文どおりとさせていただきます。

7 6 15行 追加 合計特殊出生率令和5年度数値を追加 最終校正までには、新しい数値での評価が必要と思います ①意見を踏
まえ修正

２章1-⑵において、R5年度数値を追加しております。

8 12 10行 ・記載なし 追加 ・令和6年度より、保育所の3歳から5歳児の保育士の配置基準が
見直されている。2025年度以降には1歳児の配置基準の見直しも
予定されており、さらに保育士不足が想定されるが触れられてい
ない。

・左に記載した内容を含めて追加してはどうか。 ②原文どお
り

　配置基準の見直しにあたり本県においては保育士の確保が課題となっていることか
ら、現場の混乱を避けるため、従前の基準により運営することも妨げないとする国の改
正告示を踏まえた特例を設けたところです。
　１歳児の配置基準見直しの際も同様の経過措置が図られることが見込まれるため、現
段階における計画への記述は差し控えさせていただきたいと考えております。

9 12 13行 今後はこれらの取り組みに加え、
給与等の処遇改善に投じられ
た・・・

追加 保育士の権利の確保を図り、最低基準を向上させ、保育士が働き
やすい環境を整え、待機児童解消に当たる。

11時間開所・待機児童解消の為だけの施策で、保育士の権利は守
られていない。保育士が働きやすい環境を整えることにより保育士
確保が進むと思います。

②原文どお
り

　保育士等の処遇改善に係る今後の施策の方向性について「第３章　こども施策に関す
る重要施策」に次の点を掲げさせていただいているところです。
①保育士を安定的に確保するためには、処遇改善や労働環境の改善に取り組み職場
の魅力を高めることが重要であることから、子ども・子育て支援制度に基づく賃金の改
善、年休等取得のための代替保育士の配置支援及び正規雇用化の促進など、保育士
の処遇及び労働環境の改善に取り組むこと。
②幼児の生命を守る重責や保護者との関係などによる心理的な負担が大きい保育士に
対し専門家による相談支援に取り組みますこと。
③加えて、国において進められている教育・保育等に関する情報の報告及び公表による
園ごとの保育士のモデル賃金等の見える化を踏まえ、賃金の改善状況の把握や保育士
希望者に対する情報発信に取り組むこと。

該当箇所 県の考え方



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係る関係団体意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加／
修正

ご意見 理由

No.
行番
号

素案たたき台 対応区分

該当箇所 県の考え方

10 13 37行 自動　→　児童 修正 誤変換 ①意見を踏
まえ修正

誤変換でしたので、修正します。（「こども」に統一）

11 14 2行 利用料 修正 利用料の平均月額 正確に記した方が良いと考えて ①意見を踏
まえ修正

ご意見のとおり、２章2-⑸-アについて修正します。

12 14 2行 令和5年 修正 令和5年度 年度調査の結果なので ①意見を踏
まえ修正

ご意見のとおり、２章2-⑸-アについて修正します。

13 14 21～ (6)障害児・医療的ケア児童への
支援への現状と課題

追加 見逃してるのかもしれませんが、入院したり在宅治療している病気
療養児の課題についての記載が見当たりませんが・・・。

・病気療養児の病院内での付き添い緩和であったり、学習保障に
ついてであったり、心のケアを必要とする場合の各機関の連携等
は課題にならないのでしょうか？また、院内教室の設置に関しては
学習に適した環境を提供できていない等の問題があります。

①意見を踏
まえ修正

該当箇所（３章1-⑷）については、「障害児・医療的ケア児等」に関する項目としておりま
す。在宅療養を行う家族に対しては、各保健所にて訪問、来所や電話による相談支援等
を行っています。家族への支援については、ご意見を踏まえ、３章1-⑷-ア-⑧について
下記のとおり追記しております。
「安心して療養生活が送れるよう、相談・訪問支援、レスパイト支援等の充実に務める。」

14 14 24~ 関係機関 追記 関係機関と何度の記載あるが、果たしてどの関係機関を指してい
るのは不明である。

・行政機関等の具体的な表記が必要 ②原文どお
り

　ここでは、各ライフステージに応じた、また、ライフステージを通した関係機関の連携が
必要であることを強調したいと考えております。また、個々のケースによって関係機関に
変動がありますので、具体的な限定列挙は困難と考えています。

15 14 30-31
行

それぞれの関係機関で、引継ぎに
関して各関係機関の連携が十分
で

修正 各関係機関で引継ぎに関しての連携が 「それぞれ」と「各」が繰り返しとなっているため ①意見を踏
まえ修正

ご意見を踏まえ、２章2-⑺-アについて修正します。

16 15 2 ご家族 修正 家族 ・上記の表記と整合を図る ①意見を踏
まえ修正

ご意見のとおり、２章2-⑺-アについて修正します。

17 15 15行 実施するたえに 修正 実施するために 誤字修正 ①意見を踏
まえ修正

誤字のため修正します。

18 15 20行 追加 その背景には、地域・学校・家庭をつなぐ機能とこどもたちが安心
して過ごせる包摂的な地域・広域環境整備・支援整備、法や制度
を活かした計画的支援が必要となる。

児童発達支援、放課後等デイーサービスの質の課題もあるが、地
域の課題、生活スタイル、経済的な状況が大きく関わっているため

②原文どお
り

　ご意見については、保護者が安心して子育て・こどもたちが安心して過ごせるできる環
境整備（地域・学校・家庭等の連携等）の必要性を提起されているものと承知しておりま
す。
　ご指摘のことについては、障害児施策のみならず、こどもの健やかな成長に共通する
ものとして、第２章子育て環境の現状と課題、こどもの貧困を取り巻く現状と課題、第３章
こども施策に関する重要施策各項目で記載されているところです。
　なお、障害児施策としては、保護者が安心して子育てできる環境等（こどもたちが安心
して過ごせること含め）については、２章2-⑺-アに掲載しているところです。

19 15 33行 利用者負担額を無償化 修正 利用料を無償化 利用者が負担するすべてが無償化と勘違いされると思われます。
こども家庭庁HPでも「利用料の無償化」と記載されています。

①意見を踏
まえ修正

ご意見のとおり、２章2-⑻-アについて修正します。

20 17 1 こどもの貧困を取り巻く現状と課
題

追加 状況の把握に関して、こどもの目線にたち、心の動きも汲んだ聞き
取りが行えているか

大人目線での状況の把握も必要だが、その事実に子どもたちはど
の様な感想を持つのか、希望を持って貰えているのかを確認する
必要がある。

調査内容に、人の役に立ちたい、将来に希望を持てる。など意識調
査の内容も追加して頂きたい。

③その他 こども計画の策定にあたり、未就学児から大学生までを対象に、各学校等に意見表明の
場所を創出し、こども達の声を届けてもらう取組を実施し、そこで、こども自身の夢やおと
なへの要望について表明してもらいました。

また、こども調査においては、ご意見のような項目を盛り込むこととしております。

21 17 11行 平成3年度・・沖縄子どもの調査 修正 平成5年度・・沖縄子ども調査

【コリンクより】平成→令和と思われます

最終校正までには、新しい数値での評価が必要と思います ①意見を踏
まえ修正

ご意見を踏まえ、２章3-⑵-ア-①について修正します。

22 19 19行 困窮世帯に対する利用料の支援 修正 困窮世帯に対する利用料の減免等の支援 具体的な支援策を明記すべき ③その他 ご指摘の件については、放課後児童クラブについて２章2-⑸の現状と課題に記載してお
ります。

23 19 25行 追加 また、こども居場所、こどもの相談支援、直接支援の不足の地域も
あり中間支援機関等の包摂的な支援の実施が望まれる。

支援機能が充実している地域は連携等で補うことができる。しか
し、そもそも支援機能が脆弱や不足している地域は包摂的な支援
機関が必要となる。

①意見を踏
まえ修正

委員のご意見は、小規模離島への貧困対策支援員の巡回派遣や、こども・若者支援地
域協議会の設置促進のことを述べているものだと思いますので、当該意見については、
２章3-⑵-イ-1段落目に記載されており、No.24のご意見と重なるものと思います。
一方で、こどもの居場所やこども食堂については、支援拠点を増やしていくことも必要で
すが、今後は増加したこどもの居場所等の機能を整理し、持続的な運営を図っていくこと
も重要だと思いますので、以下のように修正したいと思います。
「～支援する拠点を増やすことに取り組んでいくとともに、こどもの状況に応じた必要な
支援や機能を分析・整理し、居場所等の持続的な運営を図っていく必要があります。ま
た、地域差が生じないよう、こどもへの相談支援機能の充実を図る必要があり、中間支
援組織等と連携した包摂的な支援に取り組む必要があります。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係る関係団体意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加／
修正

ご意見 理由

No.
行番
号

素案たたき台 対応区分

該当箇所 県の考え方

24 20 26行 適切な支援機関につなげて 修正・追加子ども家庭センターや子ども・若者支援地域協議会を設置し直接
支援へつなげていく必要ある。

他機関・多職種連携を支援機能を入り口とした支援機関が必要で
あり、個人情報の取り扱いに法的規定がかされていることが重要で
ある。

②原文どお
り

こども家庭センターや子ども・若者支援地域協議会も適切な支援機関に包含されている
ため、原文どおりといたします。
また、こども家庭センター、子ども・若者支援地域協議会は全市町村に設置されていない
ため、個別の名称は記載しないこととしております。

25 23 10行 できるよう 追加 できるよう、県立、私立の児童生徒に対し 県立高校は教育支援課、私立は総務私学課と担当課が分かれて
いるため

②原文どお
り

ご意見のとおり当該取組において公立・私立を問わず支援しておりますが、他の取組に
おいても同様に公私ともに支援しているところですので、記載は見送らせていただきま
す。

26 27 23 イ 課題
 加えて、保護者が、子育てしなが
ら安心して働き続けられるよう、
長時間労働の是正や休暇の取得
促進等、ワーク・ライフ・バランス
の推進に一層取り組む必要があ
る。

修正
（追加）

また、生活困窮者自立支援制度の家計改善支援事業等の活用や
金融リテラシー、資産形成を学ぶ必要がある。

家計改善が必要な家庭や貯蓄の仕方、金融リテラシー等を学ぶ必
要のある家庭が多く存在しているため。

③その他 当該箇所の記載については、雇用に係る課題の整理が記載されている箇所であり、ご
意見にある家計改善等については、３章4-⑴-ア-②-(ｵ)に記載しているところです。

27 28 １６行 余儀なくされた結果、 修正・追加余儀なくされています。離島地域でも同様なケースや15歳の島立
ち（進路）の際に、医療、保健、福祉支援が途切れる傾向がありま
す。その結果、未成年児童生徒の孤立孤独や

住民票を島に残したままの、居住実態は沖縄島の市町村にあり、
支援が途切れる。

②原文どお
り

ご指摘の箇所はこれまでの沖縄県の取組状況を記載している箇所であるため、原文ど
おりといたしますが、ご意見を踏まえ、２章4-⑵-イ「困難を抱えるこども・若者の現状と課
題」において「離島地域から高校進学等で島を離れたこどもは新しい環境に適応する際
に、様々な困難を抱えやすい傾向があるため、各関係機関が連携を図り支援していく必
要がある。」との記述を追記しております。

28 31 3行~4
行

中途退学率は令和４年度1.8%（全
国1,4%）と、沖縄県は前年度より減
少している。

修正 中途退学に至る児童が通信制高校へ転籍するなどの事象が多く見
受けられ、通信制高校を卒業できていない児童も多く見受けられ
る。よって、資料の結果は妥当性に関して疑問が残り、減少してい
るという表現が適切かどうか検討頂きたい。かつ、困難を抱え転籍
する児童の支援施策についても検討を頂きたい。

①意見を踏
まえ修正

ご指摘の箇所については、指標データの客観的事実のみを記載していることから２章4-
⑵-ア-④について、以下のとおり修正いたします。
・・・また、中途退学率は令和４年度1.8％（全国1.4％）と、沖縄県は前年度より減少して
いるものの、依然として全国を上回る水準となっている。

なお、児童の支援策については、関係機関と連携のうえ、困難を抱える児童生徒を相談
機関へつなげ、社会的な自立に向けた支援を行っております。引き続き、関係機関と連
携し、児童生徒一人ひとりの状況に応じた支援に取り組んでまいります。
また、高等学校等を中途退学した者が、再び私立通信制高等学校等に入学して学び直
す場合、就学支援金制度の支給対象期間経過後も一定の期間、就学支援金相当額を
「学び直し支援金」として支給し（※）、教育に係る経済的負担の軽減を図り、学習機会の
確保に寄与しているところです（※所得制限等の要件あり）。

29 33 18 退学を選択する生徒等の状況に
応じてハローワークへの求職登録
やサポートステーションへの接続、
各支援機関へつなげるための取
組が必要である。

修正 退学を選択する生徒等の状況に応じてハローワークへの求職登
録やサポートステーション、おしごと応援センターOne×Oneへの
接続、各支援機関へつなげるための取組が必要である。

就労困難者の個別・継続支援をしているセンターであるため ②原文どお
り

おしごと応援センターOne×Oneは、文中の「各支援機関」に含まれており、原文どおりと
します。

30 33 20行 追加 また、社会適応支援や自分らしさを知る支援する機関と機能が必
要となる。

現在の義務教育～高校生、18歳以上の支援の現状は、「発見して
つなげる」適切な直接支援や寄り添う支援が不足している。

②原文どお
り

社会適応支援については、地域若者サポートステーションで実施していることから、原文
どおりといたします。
なお、後半部分のご意見については、共通認識を図っていく必要があり、今後の検討課
題とさせていただきます。

31 33 ２６～
２７

課題を抱える児童生徒の背景・要
因が、発達障害、保護者の養育能
力、いじめや友人関係等、複数の
要因が重なる場合があり、

追記 背景・要因と言われる発達障害、保護者の養育能力等について根
拠となるデータを示したらどうか

・根拠が示されていない情報 ①意見を踏
まえ修正

ご意見を踏まえ、２章4-⑵-イにおいて、以下を追記します。
「沖縄県子どもの貧困対策に関する最終評価報告書（令和3年11月）」によると、

32 33 35 複合的な問題や課題を抱えるこど
も・若者を支援するため、ハロー
ワーク、地域若者サポートステー
ション、ＮＰＯ等の地域の支援機関
との連携強化が必要である。

複合的な問題や課題を抱えるこども・若者を支援するため、ハロー
ワーク、地域若者サポートステーション、おしごと応援センターOne
×One、ＮＰＯ等の地域の支援機関との連携強化が必要である。

就労困難者の個別・継続支援をしているセンターであるため ②原文どお
り

おしごと応援センターOne×Oneは、文中の「各支援機関」に含まれており、原文どおりと
します。

33 33 37行 追加 子ども・若者支援地域協議会等の設置促進により法制度の基、地
域で未来づくり・支援の協議の場が必要となる。

複合的課題のあるこどもをハローワーク・サポステ（国の所管）、
NPO（地域）等のみで支えることは出来ない。広域支援（県）の構成
された子ども・若者支援地域協議会が該当すると考える。

①意見を踏
まえ修正

ご意見を踏まえ、２章4-⑵-イに、次のとおり追記しております。
「困難を有するこども・若者に対し、各関係機関が連携し、効果的かつ円滑な支援を図る
ため、子ども・若者支援地域協議会の設置を促進する必要があります。」



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係る関係団体意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加／
修正

ご意見 理由

No.
行番
号

素案たたき台 対応区分

該当箇所 県の考え方

34 36 3～19
行

・記載なし 追加 ・一時保護所だけ独立して記載するのではなく、例えば36頁の１の
（１）において、「専門職・支援者等に対する周知、啓発」として権利
擁護や不適切な対応等の防止を記載していただきたい。

・一時保護所の職員だけではなく、児相全体や市町村相談機関、
保育所や児童養護施設等・里親など、あらゆる機関等において、こ
どもの権利擁護、不適切な対応等の防止に向けた取組は必要だと
考える。

②原文どお
り

３章1-(1)-ア-①の中で、「こども・若者が権利の主体であることについて、こども、若者や
子育て当事者、教育・保育に携わる者を始めとするおとなに対して、情報提供や研修等
を通して幅広く周知する～」と記載しており、ご意見の主旨は含まれていると考えますの
で、原文どおりとさせていただきます。

35 36 11行 人権教育の推進 修正 p.40　④こども・若者・・・
へ記述内容を移動

項目として④に記述した方が適していると思います ②原文どお
り

ご指摘の箇所（３章1-⑵-エ）についてはジェンダーギャップ等について記載していること
から、こどもの人権に係る教育の推進については、案どおりの箇所で記載させていただ
きます。

36 36 １２行 学校において、 追加 インクルーシブ教育の推進、人権教育 「最善の利益」の基本的な考え方が抜けている。令和６年４月より
「合理的配慮の法律」も施行されている

①意見を踏
まえ修正

ご意見を踏まえ、３章1-⑴リード文を追記しています。
また、1-⑷においても、障害者の権利擁護やインクルーシブ教育について記載している
ところです。

37 36 23～
26行

（遊びや体験の機会の場の創出
及び読書活動の推進）
・ボランティア活動や自然体験活
動等の様々な体験を通じて、一人
ひとりの違いを認め合い、他人を
思いやることのできる豊かな感性
に満ちあふれる児童生徒の育成
に取り組む。

修正 下線部分の追加の提案

（福祉教育、遊びや体験の機会の場の創出及び読書活動の推進）
・福祉教育やボランティア活動、自然体験活動等の様々な体験を
通じて、一人ひとりの違いを認め合い、他人を思いやることのでき
る豊かな感性に満ちあふれる児童生徒の育成に取り組む。

・児童生徒の「一人ひとりの違いを認め合い、他人を思いやること
のできる豊かな感性」を育むことは、まさに福祉教育の目指すとこ
ろであり、福祉教育を推進するという県の立場、施策の方向性を踏
まえ、福祉教育の推進を文言として追加してもらいたい。
・社会福祉法第108条に基づき策定された「第2期沖縄県地域福祉
支援計画」との整合・連携を図る観点からも福祉教育を関連付ける
必要がある。

①意見を踏
まえ修正

意見を踏まえて、３章1-⑵-ア-①において以下のとおり修正します。

・インクルーシブ教育システムの理念を踏まえ 、福祉教育や、地域の自然環境、歴史、
伝統文化、芸術に触れる体験活動、ボランティア活動、スポーツ活動 等を推進するほ
か、学校・地域における自然体験学習や読書活動等の多様な学習活動の充実に取り組
みます。

38 36 24行 ボランティア活動や自然体験活動
等の…

追加 たたき台の文章の前に、「安心・安全で主体的な遊びの環境を保
障し、」を追加する。

24行以降、「遊び」の記載がないため。色々な体験活動も大事だ
が、基本となるのは、日常的な遊びと遊びができる環境の保障だと
考えます。

②原文どお
り

遊び場の確保について、３章1-⑵-イにおいて記載しております。

・こどもや子育て当事者等、誰もが身近な場所で充実した活動ができるよう、こどもの遊
び場の確保や、親同士・地域住民の交流機会を生み出す空間の創出に資する都市公園
整備事業等に取り組む

39 36 ３０行 充実、 追加 充実、インクルーシブ環境の推進、 「最善の利益」の基本的な考え方が抜けている。令和６年４月より
「合理的配慮の法律」も施行されている

①意見を踏
まえ修正

ご意見を踏まえ、３章1-⑵-ア-①において次のとおり修正します。
「沖縄らしい個性を～～自然体験学習や読書活動等の多様な学習をインクルーシブ教
育システムの理念を踏まえつつ充実させる。また、社会教育指導者等の資質向上に取り
組む。」

40 37 18 こども・若者が活躍できる機会づく
り

追加 ポジティブな機会だけでなく、ネガティブに対応する機会も必要 経産省の「未来の教室ビジョン」の考え方と取り入れ、一人ひとりの
状況に合わせた学び、時には学び直しや飛び級といわれる用な既
存の教育システムへの救済措置も必要では。

②原文どお
り

ご意見については、３章2-⑵-ア-②に個別最適な学びが記載されており、ご意見の内容
についてはその取り組みに包含されているものと考えております。

41 37 27行 外国語と深いかかわりのある 追加 外国語と深い関わりのある国際交流・人材育成財団 奨学資金等の窓口の為 ②原文どお
り

「等」に国際交流・人材育成財団が含まれるため、原文どおりといたします。

42 40 ４行 ④こども・若者の可能性を 追加 こども・若者の可能性を拡げていくためのインクルーシブ教育の推
進、人権教育、ジェンダーギャップの解消

ノーマライゼーション、インクルーシブ、ダイバーシティ、アビリティの
流れの記載を望む

②原文どお
り

ご指摘の箇所は、男女共同参画の推進について記載していることから、それらも含めた
人権教育全体の推進については、案どおりの箇所で記載させていただきます。
また、インクルーシブ教育の内容については、３章2-⑷-ア-⑤に記載しています。

43 41 37行 追加 離島地域に住民票のある児童生徒の医療・保健の支援を補完す
る仕組みが必要となる。

住民票を島に残したままの、居住実態は沖縄島の市町村にあり、
支援が途切れる。

①意見を踏
まえ修正

意見を踏まえ、３章2-⑵-ケ-①において、次のとおり追記しております。
「高校のない離島地域から島外に進学している生徒の就学継続や進路変更に係る支援
のほか、必要とされる、教育、福祉、保健、医療等に係る支援を補完する仕組みづくりに
取り組みます。」

44 41 ・記載なし 追加 ・39行目に相談指導について掲載されているが、医療機関や保健
所等と連携した特定妊産婦の把握や、対象者への相談窓口等の
情報提供について追加して記載していただきたい。

・本県では、24頁にあるように、若年出産割合や離婚率が全国に比
べ高くなっており、妊娠時からの支援が必要となっている。

③その他 特定妊婦等、支援が必要な妊産婦等を早期に把握し支援につなげるため、市町村にお
いては、母子手帳交付時等に面談を行い、必要時、産科医療機関へ支援依頼を行う等、
双方で連携して支援を行っています。また、市町村と産科医療機関の連携が円滑にいく
よう保健所において会議を開催し連携体制に努めているところです。
取り組みについては、「第2章（1）ア妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目のな
い保健・医療の確保」において、妊娠・出産に関する相談支援及び経済的支援等として
記載しております。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係る関係団体意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加／
修正

ご意見 理由

No.
行番
号

素案たたき台 対応区分

該当箇所 県の考え方

45 43 特定の障害等に特化した内容 修正及
び追記

多様な障害のある子どもたちへの取組がかけるのではないか ・障害等は学習指導要領等の根拠資料をもとに表記 ②原文どお
り

　こども計画（仮称）は、①子どもの貧困対策の推進に関する法律を根拠とする計画、②
少子化対策基本法を根拠とする計画、③子ども・若者育成推進法を根拠とする計画に加
え、子ども・子育て支援法を根拠とする黄金っ子応援プランを統合する形で策定すること
となっております。
　このことから、本こども計画（仮称）においては、障害児施策に関する黄金っ子応援プラ
ンで位置づけがあり、支援体制の整備を必要とする、医療的ケア児、発達障害児に加
え、国の障害児福祉計画に関する基本方針（令和５年５月19日）に掲げられた難聴児に
ついて盛り込んでいるところです。

46 43 ２２行
～　２
５行

・障害児及びその家族が身近な地
域で必要な時に適切な障害福祉
サービスが利用できるよう市町村
とも連携を図り支援施策を推進す
るとともに、支援する事業所及び
支援員のスキルの向上を図り、障
害児及びその保護者等が安心し
て生活ができるよう、様々な支援
に取り組む。

追加 ・障害児及びその家族が身近な地域で必要な時に適切な障害福
祉サービスが利用できるよう市町村とも連携を図り、市町村格差
が生じないように支援施策を推進するとともに、支援する事業所及
び支援員のスキルの向上を図り、障害児及びその保護者等が安
心して生活ができるよう、様々な支援に取り組む。

・すべての人が平等な支援を受けられる環境が必要なため。 ②原文どお
り

障害福祉サービスについては、地域のニーズを踏まえ各市町村において必要量を推計
し支援施策に取り組んでおり、各地域の状況に応じた対応が求められています。県は市
町村と連携を図りながら各市町村の取り組みを促進していくことについて記載していると
ころです。

47 43 ２７行
～　２
９行

・障害者等が円滑に社会生活を営
むことができるよう沖縄聴覚障害
者情報センターへの手話通訳者
の配置や各種研修事業を通した
県内手話通訳者・要約筆記者の
養成に取り組む。

追加 ・障害者等が円滑に社会生活を営むことができるよう沖縄聴覚障
害者情報センター及び各市町村への手話通訳者の配置や各種研
修事業を通した県内手話通訳者・要約筆記者の養成に取り組む。

・各市町村に意思疎通支援ができる職員を配置することで、障害者
等の社会生活が円滑に営むことができるため。

①意見を踏
まえ修正

　第３期沖縄県手話推進計画において、市町村に対して手話通訳者設置を促進すること
としていることから、３章1-⑷-ア-④において修正します。

48 44 16行 支援体制整備や人材育成に取り
組む

修正 支援体制整備や人材育成、「新サポートノートえいぶる」の普及に
取り組む

前段に「ライフステージに対応した支援」とあるので、実際に普及し
ているえいぶるを記載しても良いと考えます。

①意見を踏
まえ修正

　普及の対象を明瞭にする点からも、３章1-⑷-ア-③において修正します。

49 45 20行 ・医療的ケア児に対する総合的な
支援体制の構築に向けて、市町
村が配置するコーディネーターの
養成に努める。

修正 下記文章に修正。
・医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築に向けて、すべ
ての市町村にコーディネーターの配置を推進し、コーディネーター
の質の向上に努める。

市町村が配置するコーディネーターの養成は一定程度取り組まれ
ているため、すべての市町村にコーディネーターの配置を推進し、
コーディネーターの質の向上に努めることが必要と考える。

①意見を踏
まえ修正

　市町村においては令和８年度までに医療的コーディネーターを配置することを目標とし
ていることを踏まえ、３章1-⑷-ア-④において修正します。

50 45 30行 ・医療的ケアに関する技能及び経
験を有する保育士・看護師を配置
し、保育所への支援・助言や喀痰
吸引等研修の受講等を勧奨する
ほか、市町村において医療的ケア
児の受け入れ等に関するガイドラ
インの策定に努める。

追加 医療的ケアに関する技能及び経験を有する保育士・看護師の配
置場所が明言されていないため、下記のように文言を追加。
・医療的ケアに関する技能及び経験を有する保育士・看護師を市
町村に配置し、（省略）ガイドラインの策定に努める。

医療的ケアに関する技能及び経験を有する保育士・看護師を配置
するところが明言されていないため。

①意見を踏
まえ修正

　医療的ケアに関する技能及び経験を有する保育士・看護師の保育所等への配置を進
めていく記述に関しては、1-⑷-ア-④において次のとおり修正します。

　さらに、保育所等において医療的ケア児の受入を可能とするための体制を整備し、医
療的ケア児の地域生活支援の向上に努めるため、市町村において医療的ケアに関する
技能及び経験を有する保育士・看護師を配置し、保育所等への支援・助言や喀痰吸引
等研修の受講等を勧奨するほか…

51 45 31行 保育所への支援・助言 修正 保育所等への支援・助言 27行で「保育所等」となっています。「等」には、放課後児童クラブな
ども含まれると思いますので、31行も合わせたほうが良いと考えま
す。

①意見を踏
まえ修正

 　ご意見のとおり、３章1-⑷-ア-④について修正します。

52 45 34行 ・記載なし。 追加 素案たたき台に記載がないため、下記の内容を追加。
・在宅療養を開始した医療的ケア児が安心して療養生活が送れる
よう、最初の6ヶ月間または適切な支援につながるまでの期間を定
期的に訪問支援する体制を構築する。

在宅療養を始める医療的ケア児の家族は、専門的知識と技術がな
い状況で24時間の生活を余儀なくされる。療養生活をサポートする
体制は、喫緊の課題である。安心して療養生活を送るためには、医
療的ケアが必要となった最初の6ヶ月間または適切な支援につなが
るまでの期間を手厚く支援する必要がある。58頁28行の体制をさら
に医療的ケア児に強化を図る必要があると考える。

①意見を踏
まえ修正

　在宅療養を行う家族に対し、各保健所にて訪問、来所や電話による相談支援等を行っ
ています。家族への支援については、ご意見を踏まえ、３章1-⑷-ア-⑧について下記の
とおり修正します。
「安心して療養生活が送れるよう、相談・訪問支援、レスパイト支援等の充実に務める。」

53 46 3行目 外見からはわかりにくいため誤解
されやすい

修正
（削除）

発達障害のあるこども 外見ではなく、「医師の診断」から判断することが基本。 ①意見を踏
まえ修正

　ご意見を踏まえ、また削除することにより対象児が不明瞭になることもないことから、削
除修正いたします。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係る関係団体意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加／
修正

ご意見 理由

No.
行番
号

素案たたき台 対応区分

該当箇所 県の考え方

54 46 10～
14

（思春期支援から一般就労等への
円滑な接続）
・障害のある幼児児童生徒の自立
や社会参加に向けた主体的な取
組を支援するため、教育課程の充
実によりキャリア教育と就労支援
を推進し、 小・中学校、高等学校
に準じて確かな学力の定着を図る
とともに、知的障害児童生徒に学
びの連続性を重視する教育の推
進に取り組む。

追記及
び修正

【質問】
何が言いたいかが不明瞭だと思います。
障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取
組を支援するために
①教育課程の充実でキャリア教育と就労支援を推進する。
②そして小中高に準じた確かな学力の定着を図る。
③知的障害児童生徒に学びの連続性を重視する教育の推進に取
り組む。
 疑問
１　①以前に②があって､それを教科等横断して①があると思いま
す。
２　③であえて知的障害だけについて書いているのに違和感があ
ります。
３　知的障害児童生徒に学びの連続性を重視する教育とはどんな
教育ですか。

・文部科学省等の根拠をもとに表記 ①意見を踏
まえ修正

ご意見を踏まえ、３章1-⑷-ア-⑦について下記のとおり修正します。
「障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するため、
小・中学校、高等学校に準じた確かな学力の定着を図るとともに、教育課程の充実によ
りキャリア教育と就労支援を推進する。 」

55 47 12 地域のセンター機能 修正 地域のセンター的機能 ・文部科学省の表記 ①意見を踏
まえ修正

ご意見を踏まえ、３章1-⑷-ア-⑤において「地域のセンター的機能」に修正します。

56 47 18 安心・安全 修正 安全・安心 ・文科省及び県（保健体育課）の
　統一表記（安全があって安心する）

②原文どお
り

医療的ケアに関する文科省の最新資料では安心・安全と記載されているため、原文どお
りといたします。

57 47 30 追加 子育ての孤立化を防ぐ為に、「市町村へ『子育て短期支援事業』の
実施を促進する

①意見を踏
まえ修正

ご意見いただきました、市町村事業である子育て短期支援事業は、虐待の未然防止を
図るため、また、養育経験の乏しい里親が経験を積むためにも有効な事業であることか
ら、県では里親の新規認定の際の研修会等で同事業の説明も行っているところです。
本事業の記載がないことから、３章1-(5)-ア-①「子育てに困難を抱える世帯に対する包
括的な支援体制の強化」の末尾に以下の一文を追記いたします。
「さらに、児童虐待の未然防止を図るため、保護者が様々な事情で一時的に児童を養育
することが困難になった時に、保護者に代わって一時的にこどもを預かり養育する事業
（子育て短期支援事業）を市町村が積極的に活用するよう事業内容の周知に努めま
す。」

58 48 1～4
行及
び

28～
30行

・児童虐待の発生予防・早期発見
には～取組を広げていく。
・児童や保護者と直接関わる～取
組を広げていく。

修正 ・社会全体でこどもを育てるという視点から、児童虐待に関する職
員研修の取組を「保育所や幼稚園、教育機関、福祉団体等、日常
的にこどもと接する機関・団体職員への研修といった取組を広げ
ていく」というような記載にしていただきたい。

・２つの文面は同じ内容を指していないか。
・児童虐待の早期発見は、中・高校の教育現場、学童や児童デイ、
こども食堂等、こども達に携わる多くの機関や団体等職員の共通認
識が必要である。

①意見を踏
まえ修正

ご意見のとおり、こどもの教育・支援に関わる全ての職員が虐待に関する共通認識等を
学ぶ必要があることから、３章1-(5)-ア-②「こども家庭センターや要保護児童対策地域
協議会等との連携による虐待予防の取組強化」に「こどもの教育・支援に関わる全ての
職員」と追記いたします。

59 48 3行 保育所や幼稚園、小学校 修正 保育所や幼稚園、小学校や放課後児童クラブ 1行目に「保護者と直接関わる関係機関」とあります。学童期におい
て、放課後児童クラブは小学校よりも保護者との接点が多いことか
ら、修正したほうが良いと考えました。

①意見を踏
まえ修正

No.58と同じ

60 48 １４行 追加 子ども若者育成支援推進法においてヤングケアラー対策は明記さ
れている。その上で、市町村への子ども・若者支援地域協議会の
設置の促進、要対協と子若協議会の連動支援が望まれる。

（こども家庭庁ホームページより）令和６年６月１２日施行「子ども・
子育て支援法等の一部を改正する法律」において子ども・若者育成
支援推進法を改正し「家族の介護その他の日常生活上の世話を過
度に行っていると認められる子ども・若者」として、国・地方公共団
体等が各種支援に努めるべき対象にヤングケアラーを明記した。

①意見を踏
まえ修正

ご意見を踏まえ、３章1-(5)-ウ「ヤングケアラーへの支援」のとおり、国の法改正に伴うヤ
ングケアラーの定義や県のヤングケアラー支援の方針、子ども・若者支援地域協議会の
設置促進等を追記しております。

61 48 １５行 こども家庭センターや要対協 追加・修正こども家庭センターや要対協と子若協議会等 （こども家庭庁ホームページより）年齢によって支援が途切れること
のないよう、当該児童が18歳に達するまでに、要保護児童対策調
整機関から子ども・若者支援調整機関にヤング ケアラーの支援に
必要な情報を提供するなど、各調整機関同士が連携を図るよう努
める。 〇 子ども・若者総合相談センターが、協議会間の支援をつ
なぐ拠点としての役割を担えるよう、例えば、以下のような対応を想
定。 ①子ども・若者総合相談センターが要保護児童対策協議会の
構成機関に加わること。 ②各市区町村において、子ども・若者総合
相談センターや子若協議会の設置を一層促進。

②原文どお
り

３章1-(5)-ア-②「こども家庭センターや要保護児童対策地域協議会等との連携による虐
待予防の取組強化」については、児童虐待防止対策に特化した項目になりますので、原
文どおりとさせていただき、No.60の回答にあるとおり、３章1-(5)-ウ「ヤングケアラーへの
支援」の中で、子ども・若者支援地域協議会の設置を促進するとともに要保護児童対策
地域協議会との連携については追記させていただきます。

62 48 1～4
行及
び

28～
30行

・児童虐待の発生予防・早期発見
には～取組を広げていく。
・児童や保護者と直接関わる～取
組を広げていく。

修正 （再掲）・社会全体でこどもを育てるという視点から、児童虐待に関
する職員研修の取組を「保育所や幼稚園、教育機関、福祉団体
等、日常的にこどもと接する機関・団体職員への研修といった取
組を広げていく」というような記載にしていただきたい。

（再掲）・２つの文面は同じ内容を指していないか。
・児童虐待の早期発見は、中・高校の教育現場、学童や児童デイ、
こども食堂等、こども達に携わる多くの機関や団体等職員の共通認
識が必要である。

①意見を踏
まえ修正 No.58、59と同じ

63 48 30行 幼稚園、小学校における職員へ
の、、、

修正 幼稚園、小学校、中学校、高等学校における職員へ、、、 中学校や高等学校においてもヤングケアラーや虐待等の困難を抱
える児童もおり、虐待防止、発見、通報などに関する共通認識は幅
を広げる必要があると考えるため、検討頂きたい。

①意見を踏
まえ修正 No.58、59、62と同じ



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係る関係団体意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加／
修正

ご意見 理由

No.
行番
号

素案たたき台 対応区分

該当箇所 県の考え方

64 48 30行 保育所や幼稚園、小学校 修正 保育所や幼稚園、小学校や放課後児童クラブ 1行目に「保護者と直接関わる関係機関」とあります。学童期におい
て、放課後児童クラブは小学校よりも保護者との接点が多いことか
ら、修正したほうが良いと考えました。

①意見を踏
まえ修正 No.58、59、62、63と同じ

65 49 27 こどもへの権利養護 修正 こどもへの権利擁護 ①意見を踏
まえ修正

ご指摘ありがとうございます。「権利擁護」で統一いたします。

66 50 10行 警察 追加、修正警察、犯罪被害者等早期援助団体への届け出の促進 令和5年度より犯罪被害者等の支援に関する県条例が制定され
た。

②原文どお
り

犯罪被害者等早期援助団体は各関係機関と連携して犯罪被害者の各種支援を行って
ます。しかし、性犯罪被害者支援に特化した「沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援セン
ター」が受け付けたケースについては、当該センターで支援が完結する体制整備がなさ
れており、プライバシー保護の観点からも当該援助団体への状況共有は行われておりま
せん。

67 50 18行 情報汚染なし 17行～19行　理解できません ①意見を踏
まえ修正

ご意見のとおり、わかりにくい表現になっていたため、３章1-(5)-ア-⑥「性被害の被害者
となったこどもの精神的・身体的な負担軽減の推進」の中で、「性被害を受けたこどもの
心理的な負担を軽減し、誘導等のない状況で自発的な証言を聞き取るため、検察、警察
と連携し、被害確認面接の実施に取り組むとともに、～」に修正いたします。

68 50 38 できる限り家庭的な環境 修正 家庭と同様の環境 児童福祉法第３条の２と整合性をはかるため ①意見を踏
まえ修正

ご意見を踏まえ、３章1-(5)-イ-②「里親やファミリーホームの確保・充実」の中で「家庭で
の養育が困難なこどもが、できる限り家庭と同様の養育環境において、安定した人間関
係の下で生活出来るよう、～」に修正いたします。

69 51 5 追加 民間あっせん機関を増やす 沖縄県社会的養育推進計画との整合性の観点から ①意見を踏
まえ修正

ご意見を踏まえ、３章1-(5)-イ-①「養育環境の改善、養子縁組の支援」の中で「養子縁
組については、民間の養子縁組あっせん機関の増加に取り組むとともに、その運営を支
援します。」に修正いたします。

70 51 8 追加 ・未委託里親の活用を促進し、里親委託率の向上を目指す
・措置延長を望む里子への児童自立生活援助事業の活用を推進
する
・里子の自立支援を促進するために、委託解除に備えたリービン
グケアの積極的な導入をアフターケア事業所と連携し行う

①意見を踏
まえ修正

ご意見いただきました、未委託里親の活用及び里親委託率の向上については、県として
も取り組むべき課題であると認識しておりますので、３章1-(5)-イ-②「里親やファミリー
ホームの確保・充実」の中で、「里親やファミリーホームの確保及び支援体制の充実を図
るためとともに、未委託里親の活用を促進し、里親委託率の向上を目指します。」と追記
いたします。
児童自立生活援助事業の活用については、３章1-(5)-イ-⑤「社会的養護経験者の自立
支援の推進」の中で、「継続した支援が必要と認められる退所者に対する措置延長の実
施や、児童自立生活援助事業等の活用、～」と追記いたします。
委託解除に備えたリービングケアについては、３章1-(5)-イ-⑤「社会的養護経験者の自
立支援の推進」の冒頭で、「児童養護施設等を退所する者及び里親委託を解除される者
（以下「退所者」という。）が、退所までに生活に必要な基本的な知識と経験が得られるよ
う、自立に向けた支援体制の整備に取り組むとともに、～」と記載しており、ご意見の主
旨は含まれていると考えますので、原文どおりとさせていただきます。

71 51 9 できる限り家庭的な環境 修正 家庭と同様の環境 児童福祉法第３条の２と整合性をはかるため ①意見を踏
まえ修正

No.68と同じ

72 52 14 児童養護施設等 修正 「児童養護施設等」のという表記は、社会的養護が児童養護施設
だけだという印象を与えています。出来たら、
「児童養護施設等」➡「社会的養護等」OR「児童養護施設・里親
等」に変更して頂きたい。

②原文どお
り

意見表明等支援員（アドボケイト）の対象となる児童は、児童相談所の一時保護所、児
童養護施設のほか、里親に委託されている児童も対象としており、今後、意見表明の手
法等を検討していくこととしています。このため、「等」の中に里親も含まれていますの
で、原文どおりとさせてください。

73 52 18.20.
24.39

行

・自立支援　・自立に向けた支援
・円滑な自立を支援

確認 ここでいう「自立」は、社会的・精神的・経済的自立のどれ（または
すべて）を指すのかが分かりません。

こども計画における「自立」の定義は明確にしたほうが良いと考えま
す。

②原文どお
り

３章1-(5)-イ-⑤「社会的養護経験者の自立支援の推進」については、児童養護施設等
を退所した者や里親の委託を解除された者が、社会に出て自立するための就労支援や
経済的な支援、相談支援等を行うことを記載しており、ご意見にある自立の内容を全て
包含しているものと考えております。○○支援と全て明記せずとも、支援内容で読み取
れると考えておりますので、原文どおりとさせてください。

74 52.5 52頁
19,23,
26,38
53頁
3,7,10

児童養護施設等 修正 「児童養護施設等」のという表記は、社会的養護が児童養護施設
だけだという印象を与えています。出来たら、
「児童養護施設等」➡「社会的養護等」OR「児童養護施設・里親
等」に変更して頂きたい。

【コリンクより】他、33ページ38行目と51ページ17行目（児童養護施
設等の小規模化～）にも、この文言の記載がありました

①意見を踏
まえ修正

ご意見を踏まえ、３章1-(5)-イ-⑤「社会的養護経験者の自立支援の推進」の冒頭で、
「児童養護施設等を退所する者及び里親委託を解除される者（以下「退所者」という。）」
と定義付けし、同項目の以下の文章も併せて修正いたします。

75 52 29行 職業指導員 修正 自立支援員 職業指導員は現在1カ所の施設のみとなり、自立支援員へ移行し
ています。退所後の就職が4割となり、施設内で職業実習室等の設
置が困難になってきたからだと思われます。

①意見を踏
まえ修正

ご意見を踏まえ、相談支援を行う支援員等を列挙するのではなく、３章1-(5)-イ-⑤「社会
的養護経験者の自立支援の推進」の中で、「退所後においても、退所者への就労及び自
立に関する相談支援体制を拡充するなど、～」に修正します。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係る関係団体意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加／
修正

ご意見 理由

No.
行番
号

素案たたき台 対応区分

該当箇所 県の考え方

76 52 35行 継続支援計画 修正 支援計画 R6年度社会的養護自立支援拠点事業になった際に「継続支援計
画」を改め本庁との話し合いで「支援計画」と改めました。

②原文どお
り

ご意見いただいた素案たたき台の箇所については、個別事業の内容を記載していました
が、こども計画は計画期間中の施策の方向性を示すものですので、３章1-(5)-イ-⑤「社
会的養護経験者の自立支援の推進」の冒頭で、「児童養護施設等を退所する者及び里
親委託を解除される者（以下「退所者」という。）が、退所までに生活に必要な基本的な知
識と経験が得られるよう、自立に向けた支援体制の整備に取り組むとともに、～」との記
載において、同事業の主旨も含まれていると考えますので、原文どおりとさせていただき
ます。

77 53 5行 相談室を設け 修正 生活や就学に関する寄り添い支援を行なう。 相談室を「にじのはしファンド」では持っていないので ①意見を踏
まえ修正

こども計画は今後の施策の方向性を示すことから、「相談室」のような具体的な手段等は
記載せず、「相談支援」と記載したいと思います。

78 53 30行 追加 子ども・若者支援地域協議会等の設置促進により法制度の基、地
域で未来づくり・支援の協議の場が必要となる。

（こども家庭庁ホームページより）令和６年６月１２日施行「子ども・
子育て支援法等の一部を改正する法律」において子ども・若者育成
支援推進法を改正し「家族の介護その他の日常生活上の世話を過
度に行っていると認められる子ども・若者」として、国・地方公共団
体等が各種支援に努めるべき対象にヤングケアラーを明記した。

①意見を踏
まえ修正

ご意見を踏まえ、子ども・若者支援地域協議会の設置促進について、３章1-⑸-ウ（ヤン
グケアラー支援）、３章2-⑵-カ-②（不登校相談支援）、３章2-⑵-ケ-①（就学継続・中退
防止）、３章2-⑶-エ（若者・家族相談支援）、３章4-⑴-ア-②-(ｴ)（貧困対策・若者支援）
に追記しています。
「困難を有するこども・若者に対し、各関係機関が連携し、効果的かつ円滑な支援を図る
ため、子ども・若者支援地域協議会の設置を促進する。」

79 55 2行 警察 追加、修正警察、犯罪被害者等早期援助団体への届け出の促進 令和5年度より犯罪被害者等の支援に関する県条例が制定され
た。

②原文どお
り

犯罪被害者等早期援助団体は各関係機関と連携して犯罪被害者の各種支援を行って
ます。しかし、性犯罪被害者支援に特化した「沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援セン
ター」が受け付けたケースについては、当該センターで支援が完結する体制整備がなさ
れており、プライバシー保護の観点からも当該援助団体への状況共有は行われておりま
せん。

80 56 ９～１
１

・高校、中学校に通う生徒、小学
校、幼稚園、保育所及び児童館等
に通う児童や幼児の通行の安全
を確保するため、通学路等におけ
る歩道整備や、交通安全施設整
備を推進する。

追記 特別支援学校においても徒歩通学の児童生徒がいます。その整
備の必要性と明記も必要です。

①意見を踏
まえ修正

３章1-⑹-エ-②について、道路における通行の安全は、学校等種別に限ったものではあ
りませんので、総じて「こども」に修正いたします。

81 56 31 ⑤非行防止・自立支援
（非行防止、非行等に及んだこど
も・若者や家族への相談支援、自
立支援）再犯防止に向けて
は、・・・・、専門の相談員が個別
的・継続的な支援を行い、相談者
の就労に繋げる取組を行う。

修正 ⑤非行防止・自立支援
（非行防止、非行等に及んだこども・若者や家族への相談支援、
自立支援）再犯防止に向けては、・・・・、専門の相談員が個別的・
継続的な支援を行い、協力企業と連携して、相談者の就労に繋げ
る取組を行う。

自立支援が必要な求職者については、国・県が主導して協力企業
を確保し、継続した企業支援も行う必要があると考えるため。

①意見を踏
まえ修正

県にて実施している「地域生活定着支援事業」において、福祉サービスが必要な犯罪を
した者等に対し、矯正施設、保護観察所、地域の関係機関等と連携・協働した相談支援
を実施しているため、３章1-⑹-オ-①において、ご指摘のとおり修正いたします。

なお、「就職困難者等就労支援事業」においては、相談者（刑余者等を含む）の特性に応
じた支援を個別的・継続的に行い、就労支援を行っています。企業に対しては、特性を
持った相談者の受入れに対する理解を働きかけています。

82 57 4～36 （学校や警察等地域の関係機関
等との連携）
（矯正教育や自立支援、就労支援
の充実）
（保護観察対象となったこども・若
者に対する処遇の強化）
（非行や犯罪に及んだこどもを見
守る社会機運の向上）

追記 知的障害あるいは発達障害のある少年が犯罪の加害者となる場
合、障害の特性等に応じた未然防止や矯正教育が必要であり、保
護観察対象となった後も障害のないものよりも丁寧で継続的な対
応を図る仕組み作り、プログラムの構築と人的な裏付けがぜひ必
要である。

①意見を踏
まえ修正

ご意見を踏まえ、３章1-⑹-オ-③について次のとおり修正します。
・少年、女性、知的・精神障害、薬物問題、交通違反など 様々な特性に応じた個別処遇
を行うなど再犯防止に取り組みます。

なお、県警察においては、知的障害等のある児童・生徒等に対しても、犯罪の被害者に
も加害者にもならないよう、特別支援学校等でＳＮＳトラブル防止や薬物乱用防止、少年
犯罪防止に関する非行防止教室を実施しています。

83 57 16行 出院までに 追加・
修正

出院までに就労先が内定できるよう保護観察所、ハローワークと
連携した

保護観察所の保護観察官の裁量の下での生活、就労支援が始ま
るため

①意見を踏
まえ修正

県で実施している「地域生活定着支援事業」において、福祉サービスが必要な犯罪をし
た者等に対し、矯正施設、保護観察所、地域の関係機関等と連携・協働した相談支援を
実施しているため、３章1-⑹-オ-②において、ご指摘のとおり修正いたします。

なお、総合的な就業支援拠点のグッジョブセンターおきなわ、就職困難者等の就労支援
事業において、関係機関と連携した就労支援に取り組んでいます。

84 57 19 更生保護施設においては、生活や
就労に関するアドバイスを行うほ
か、 SST（社会生活技能訓練）で
困難な場合に直面した場合の対
処法を身につける訓練や、退所後
の一人暮らしを見据えた料理教室
を実施する等の自立支援に取り組
む。

修正 更生保護施設においては、生活や就労に関するアドバイスを行う
ほか、 SST（社会生活技能訓練）で困難な場合に直面した場合の
対処法を身につける訓練や、退所後の一人暮らしを見据えた料理
教室や就職のためのJST（職場対人技能訓練）を実施する等の自
立支援に取り組む。

就職のためのコミュニケーショントレーニングも必要と考えるため ②原文どお
り

更生保護施設では、生活基盤の安定に係るSST（社会生活技能訓練）や一人暮らしを見
据えた料理教室等を中心に実施しております。高齢者や障害者等については、適切な
福祉サービスが実施できるよう地域の関係機関に繋いでいる状況であり、関係機関を通
じて就労支援を行っているため、原文どおりの表現といたします。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係る関係団体意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加／
修正

ご意見 理由

No.
行番
号

素案たたき台 対応区分
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85 57 26 保護観察対象者に対する性犯罪
者処遇プログラム、薬物再乱用防
止プログラム、暴力防止プログラ
ム及び飲酒運 転防止プログラム
の実施や少年、女性、精神障害、
暴力団関係など様々な特性に応じ
た個別処遇を行うなど再犯防止に
取り組む。

修正 保護観察対象者に対する性犯罪者処遇プログラム、薬物再乱用
防止プログラム、暴力防止プログラム及び酒害教育プログラムの
実施や少年、女性、精神障害、暴力団関係など様々な特性に応じ
た個別処遇を行うなど再犯防止に取り組む。

飲酒運転に限らず、飲酒運転も包含した酒害教育が必要と考える
ため

③その他 ご意見については保護観察所における取組内容となっておりますが、保護観察対象者
に対する４種の専門的処遇プログラムの１つとして「飲酒運転防止プログラム」が位置づ
けられているようですので、原文どおりが適当と考えます。

86 89 1 最重要課題の解消に向けた施策 追加 取り巻く環境として、支援者側の内容も含めた方が良い。 老々介護ならぬ、貧々支援という言葉が出てきている様に、子ども
を支援する側にも貧困の課題があり、子どもの為に良い現状では
ない。活用する社会資源が枯渇する前に、対策をとる必要があると
考える。

③その他 　支援者側が継続的・安定的な支援を実施する上で抱える課題として、経済的負担（支
援財源、職員処遇）や心理的負担などがあると認識しております。
　人材育成については、第５章・こども施策を推進するために必要な事項ー２・こども施
策の共通の基盤となる取組ー⑵こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育
成・支援　に記載しております。

87 90～
93

追加 横断的重層的支援の強化のため、子ども・若者育成支援推進法
に規定される、子ども・若者支援地域協議会の設置促進を行う。

子ども・若者育成支援推進法は包摂的な法律、また法益は「命を守
り、育むこと」子どもの貧困対策事業の支えになる。

①意見を踏
まえ修正

ご意見を踏まえ、子ども・若者支援地域協議会の設置促進について、３章1-⑸-ウ（ヤン
グケアラー支援）、３章2-⑵-カ-②（不登校相談支援）、３章2-⑵-ケ-①（就学継続・中退
防止）、３章2-⑶-エ（若者・家族相談支援）、３章4-⑴-ア-②-(ｴ)（貧困対策・若者支援）
に追記しています。
「困難を有するこども・若者に対し、各関係機関が連携し、効果的かつ円滑な支援を図る
ため、子ども・若者支援地域協議会の設置を促進する。」

88 90 ９行 ・記載なし 再掲と
して追

加

（再掲）素案たたき台部分に記載がないため、下記文章を追加。
・様々な事情により、子どもの居場所を利用する児童生徒に寄り
添い、学習支援等を行う学生ボランティア活動を支援する。

・平成２８年度から、沖縄子供貧困緊急対策事業として、実施してき
た取組について、その成果も大きい事から、明確化するため。

①意見を踏
まえ修正

ご意見のとおり、学生ボランティアの派遣により、居場所を利用するこどもにとってはお
兄さん、お姉さん的な身近な存在として交流することで、居場所運営者及びこども双方に
とって成果を上げていただいていますので、３章4-(1)-ア-①「つながる仕組みの構築」の
中に、次の一文を追記いたします。
「こどもの居場所の運営を支援するため、大学等と連携・協力のうえ、学生ボランティアを
居場所に派遣し、こどもたちの身近な存在として寄り添い、学習支援等を行う」

89 90 23行 早期発見、支援につなげる体制の
強化

追加・
修正

早期発見、支援を実施する体制の強化 こどもの貧困対策員を要対協・子若協議会機能や紐づけることで
支援のケース招集等の権限を付与できる。

①意見を踏
まえ修正

第３章第４節⑴こどもの貧困対策については、素案たたき台から構成を見直すことといた
しました。
素案では、貧困対策支援員の役割については、３章4-(1)-ア-①「つながる仕組みの構
築」の中で以下のとおり整理したいと思います。
「地域の貧困状況を把握し、関係機関との情報共有やこども及びその保護者を各種支援
や制度につなげるための調整等を行う、こどもの貧困対策支援員の配置を促進する～」

90 92 38 最重要課題の解消に向けた施策 追加 広く相談にのれる窓口としての機能 こどもが安心して過ごす事のできる居場所は、各種課題の早期発
見場所になりえる。居場所にその機能を自覚して貰い、相応の対応
ができる仕組みが必要。

②原文どお
り

ご意見のとおり、こどもの居場所については、安心して過ごすことができるため、居場所
を利用することもの行動が前向きになるなどの効果があります。安心して過ごす中で関
係性を構築し、こどもの実態に応じた相談支援などの対応を行っていくことが重要だと考
えております。
３章4-(1)-ア-①「つながる仕組みの構築」の中で、こどもの居場所については、「～地域
の実情やこどもの実態に応じて設置する～」と記載しておりますので、ご意見の主旨は
含まれているものと考えております。今後は、このような役割・機能を、県の支援コーディ
ネーターや研修事業などを活用し、さらなる周知に取り組んでいきたいと思います。

91 93 16 最重要課題の解消に向けた施策 追加 こども・若者自身が自主的に相談に来られる施設が必要 思春期年代のこどもが、行政のかしこまった窓口に相談に行くのは
ハードルが高い、実際に同行した事がある。こどもたちの為の窓口
と強調した施設や居場所への行政機能の出張など、対応できる事
があると思う。

②原文どお
り

No.90と同じく、原文どおりといたします。
また、県ではこども・若者向けの総合相談窓口である「子ども若者みらい相談プラザ
sorae」を運営しております。引き続き、支援が必要なこども・若者が相談しやすい体制づ
くりを推進してまいります。

92 93 32 複合的な課題を抱える生活困窮
者に対し、生活困窮者自立支援法
に基づき自立に向けた包括的な
支援を行うとともに、家計改善等
の支援を実施する。

追加 複合的な課題を抱える生活困窮者に対し、生活困窮者自立支援
法に基づき自立に向けた包括的な支援を行うとともに、就労支援
や就労準備、家計改善支援、子どもの学習支援等の支援を実施
する。

子どもの貧困の課題解消については、子どもの支援だけでなく、家
庭支援が必要だと考えます。生活困窮者自立支援法の支援法の
事業を追記しました。

①意見を踏
まえ修正

ご意見を踏まえ、３章4-(1)-ア-②-(ｵ)等に反映しております。

93 95 23行 家賃低廉化 修正？ 低減化（？） ②原文どお
り

県では、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅に対して、家賃負担の低減に取り組む市町村
に県が補助を行う「家賃低廉化事業」を実施しており、原文どおりといたします。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係る関係団体意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加／
修正

ご意見 理由

No.
行番
号

素案たたき台 対応区分

該当箇所 県の考え方

94 58 ⑴ こどもの誕生前から幼児期まで 追記 障害のある乳幼児、幼児等への支援や学校へのつなぎに対する
記述が必要である。

①意見を踏
まえ修正

　ご意見等を踏まえ、第３章１ライフステージを通した重要施策「(4)障害児支援・医療的
ケア児等への支援」の項目（３章1-⑷-ア）で次のとおり修正します。
　障害児の成長・自立を促進し、保護者が安心して子育てできる環境をつくるためには、
子どものライフステージに対応した切れ目のない、きめ細かな支援を提供することが必
要です。そのため、福祉サービスの提供体制の確保のみならず、保健・医療・福祉・教育
が密に連携し、できるだけ早期に障害を発見し、適切に対応することに加え、子どもの成
長に応じて、療育や教育等に関わる機関が変化する場合においても、関係機関が連携
を図り支援を継続していく体制の構築を進めていきます。

95 58 37行 ・児童及び妊産婦に対し、‥‥。 修正 児童や妊産婦について、民生委員・児童委員が発見又は情報を
入手した場合は、関係機関と連携し、その生活及び取り巻く環境
を適切に把握するとともに、・・・・・。

素案の文面では、民生委員・児童委員が担当区域内の児童及び妊
産婦の生活と取り巻く環境を全て把握しなければならないと受け止
められる。民生委員・児童委員の役割を大きく超える内容で過重負
担にもつながる恐れがある。今一度民生委員・児童委員の役割を
踏まえた内容を検討していただきたい。

①意見を踏
まえ修正

意見を踏まえ、３章2-⑴-ア-③において下記のとおり修正します。

児童や妊産婦について、民生委員・児童委員が発見又は情報を入手し、支援が必要な
場合には、関係機関と連携し、その生活及び取り巻く環境を適切に把握するとともに、
ニーズに応じた福祉サービスの情報提供、その他の相談・支援を行う。

96 59 13行 追加 市町村へこども家庭センターと合わせて子ども・若者支援地域協
議会の設置の促進する。

（こども家庭庁ホームページより）年齢によって支援が途切れること
のないよう、当該児童が18歳に達するまでに、要保護児童対策調
整機関から子ども・若者支援調整機関にヤング ケアラーの支援に
必要な情報を提供するなど、各調整機関同士が連携を図るよう努
める。 〇 子ども・若者総合相談センターが、協議会間の支援をつ
なぐ拠点としての役割を担えるよう、例えば、以下のような対応を想
定。 ①子ども・若者総合相談センターが要保護児童対策協議会の
構成機関に加わること。 ②各市区町村において、子ども・若者総合
相談センターや子若協議会の設置を一層促進。

①意見を踏
まえ修正

ご意見を踏まえ、子ども・若者支援地域協議会の設置促進について、1-⑸-ウ（ヤングケ
アラー支援）、2-⑵-カ-②（不登校相談支援）、2-⑵-ケ-①（就学継続・中退防止）、2-⑶
-エ（若者・家族相談支援）、4-⑴-ア-②-(ｴ)（貧困対策・若者支援）に追記しています。
「困難を有するこども・若者に対し、各関係機関が連携し、効果的かつ円滑な支援を図る
ため、子ども・若者支援地域協議会の設置を促進する。」

97 59 19行 保護者に対する支援の充実を図
り、、、

修正 保護者及び配偶者等に対する支援の充実を図り、、、 配偶者等の不安定な就労により、生活費、育児費などに不安や困
難を抱える対象者が見受けられるものの、配偶者等への支援施作
が乏しいと考える。よって、配偶者も支援対象者となる計画を検討
頂きたい。

①意見を踏
まえ修正

意見を踏まえ、３章2-(1)-ア-④「若年妊産婦等への支援」及び３章4-(1)-ア-①「つなが
る仕組みの構築」の中で、「若年妊産婦及びその配偶者」と追記いたします。

98 61 4行 実施状況及び幼稚園型一時預か
り事業の実施状況や環境整備

修正 実施状況及び環境整備 実施状況が繰り返しとなっています。 ①意見を踏
まえ修正

　ご意見等を踏まえ、３章2-⑴-イ-②について、次のとおり修正しております。

　市町村においては、全ての家庭が安心して子育てできるよう、延長保育や一時預か
り、病児保育、放課後児童クラブの他、保護者の疾病等により家庭において養育が一時
的に困難となった場合における一定期間の預かりを行う子育て短期支援事業や、学校
等までの送迎や一時的な預かり等を行うファミリー・サポート・センター事業など、地域資
源を最大限活用し、子育て世帯のニーズや地域の実情に応じた各種事業を展開します。

99 63 17 専門性の向上を図るための取組
を促す。

追加 キャリアデザインの構築を含めた専門性の向上を図るための取組
を促す。

保育士等の人材育成・確保・処遇改善には必要な取り組みである
と考えるため。

①意見を踏
まえ修正

保育所保育指針解説では、「キャリアパス等」の表現を使用しています。３章2-⑴-イ-④
について、以下のように修正します。
（保育士等の人材育成・確保・処遇改善）
 ・各種研修等により、保育士、幼稚園教諭及び保育教諭へ、要領・指針等の十分な理解
を進め、園内研修の実施等、キャリアパス等を見据えた専門性の向上を図るための取組
を促す。

100 64 18 従事者の給与等の処遇改善、 追加 従事者の給与や正規雇用化の促進等の処遇改善、 保育士等の人材育成・確保・処遇改善には必要な取り組みである
と考えるため。

①意見を踏
まえ修正

　第３章につきましては全面的に見直しを行ったうえで、３章2-⑴-イ-⑥該当箇所につき
ましては御意見の趣旨を踏まえた修正を行うこととしたいと考えております。
「子ども・子育て支援制度に基づく賃金の改善、年休等取得のための代替保育士の配置
支援及び正規雇用化の促進など、」

101 64 21 ①こどもが安心して過ごし学ぶこと
のできる質の高い公教育の再生
等

追記 多様な子どもの内容になっているか検討が必要ではないか。 ②原文どお
り

タイトルにある「こども」については、多様なこどもを含むすべてのこどもを示していると考
えます。

102 65 12.16
行

「自立した学習者」 確認 ここでいう「自立」は、社会的・精神的・経済的自立のどれ（または
すべて）を指すのかが分かりません。

こども計画における「自立」の定義は明確にしたほうが良いと考えま
す。

③その他 「自立した学習者」については、自分に合った学び方を工夫したり、学習意欲を引き出し
たりして学習できるなど、主体的な学びができる児童生徒を考えています。なお、中央教
育審議会の答申を踏まえた表現となっていることから、原文どおりとさせていただきま
す。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係る関係団体意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加／
修正
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素案たたき台 対応区分
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103 66 14行 部活動の地域連携や地域クラブ
活動への移行

追加 部活動及び地域クラブ活動において指導する大人に対し、ハラス
メント被害や児童虐待を防止する研修受講等の施策を追加

沖縄県内においても、部活動等における行き過ぎた指導にて自殺
者が出るなどの事例があることから、育成を担う大人に対し、ハラ
スメントや虐待に関する基本研修等の受講を必須要件にすることを
検討頂きたい。

②原文どお
り

令和３年１２月沖縄県教育委員会策定の「部活動等の在り方に関する方針（改訂版）」に
おいて、３つの柱「適切な部活動の在り方の方針」「休日の地域部活動移行に向けた体
制整備」「暴力・暴言・ハラスメントの根絶」を挙げております。その柱の一つの「暴力・暴
言・ハラスメントの根絶」の具体策について、「子どもの権利条約」も視野にいれ、子ども
の人権を尊重するために、実効性のある取組についてまとめ、現在、各学校や関係団体
へ周知を図っているところです。
ご意見の件については、３章2-⑵-クにおいて、「部活動等の在り方に関する方針の周知
徹底を図る」としておりますので、ハラスメント被害や虐待に関する研修等についての記
載はしておりません。

104 66 19 道徳教育や情報モラル教育の推進）追記及
び修正

道徳教育や情報モラル教育を削除し、「平和教育の推進」としては
どうか。また、別項目として、（共生社会の推進）として「沖縄県障
害のある人もない人も共に暮らしやすい社会条例」を踏まえ、道徳
科、特別活動、総合的な学習の時間等、学校教育全体を通して児
童生徒への育成を図る項目をぜひ追加してもらいたい。

③その他 大綱に沿って、３章2-⑵-ア-⑥については、道徳教育や情報モラル教育の推進に係る
内容とさせていただきます。

105 67〜
74

追加 ①15歳以上で何らかの困難を抱える若者に対して支援を充実す
る
②不登校、ひきこもり等の困難を抱える若者に対して、「貧困」を前
提として支援提供をしない

①本県において15歳を過ぎるかつ、学校に帰属していない場合の
支援施設が乏しい
②本県にて広がった「貧困対策」の対象とならない世帯においても
不登校やひきこもり、若年無業などの困難を抱えている若者がいる
ことから、「貧困」のラベルで支援をするのではなく、困難を抱えてい
る若者が支援を受けることができるよう検討頂きたい。

①意見を踏
まえ修正

ご意見を踏まえ、３章2-⑵-ケにおいて、進路未決定者を含め、社会的自立に向けた展
望を見出せないでいるこども・若者に係る支援について記載しているところです。
また、今後の貧困対策においても、これまでの対策では支援が行き届いていなかった15
歳以上のこども・若者を支援していくことが重要でありますので、4-(1)-イ「貧困の連鎖を
断つための自立に向けた支援」の中に、「家庭や地域において、生きづらさや困難を抱
えるこどもや若者に対し、地域の様々な資源と連携した支援の充実強化を図ることで自
己肯定感を抱き、自らの意思で行動することにより自立へとつなげていきます。」という一
文を追記し、「4-(1)-ウ「支援につながっていないこどもとその家庭への支援体制の構
築」の中には、「中学卒業後進路未決定者や高校中途退学者など、学校とのつながりが
なくなり、各種支援や地域資源等とつながることができていないこども・若者を把握し、支
援につなげる仕組みを構築できるよう学校や関係団体等と協議・連携していきます。」の
一文を追記することとしております。

106 67 19行 多子世帯への支援や児童館等の
整備を促進すること等により

修正 児童館等の整備を促進すること等により 多子世帯の支援と児童館整備（居場所支援）は並列しない方が良
いと考えます。多子世帯の支援に関する記述は別で示しても良いと
考えます。

①意見を踏
まえ修正

ご意見のとおり、当該記述箇所は３章2-(2)-イ-①「多様な居場所づくりの推進」に関する
施策になりますので、「多子世帯」については削除させていただきます

107 67 36行 地域の実情に応じ 修正 沖縄県及び市町村の実情に応じ 県と市町村両方の実情に精通することが求められると考えます。 ②原文どお
り

　市町村の実情を把握することで、県内全域の把握につながることから、原文どおりとし
ます。

108 67 37行 ・記載なし 追加 素案たたき台部分に記載がないため、下記文章を追加。
・様々な事情により、子どもの居場所を利用する児童生徒に寄り
添い、学習支援等を行う学生ボランティア活動を支援する。

・平成２８年度から、沖縄子供貧困緊急対策事業として、実施してき
た取組について、その成果も大きい事から、明確化するため。

①意見を踏
まえ修正

No.88と同様の理由により、３章2-(2)-イ-①「多様な居場所づくりの推進」の中に、次の
一文を追記いたします。
「こどもの居場所の運営を支援するため、大学等と連携・協力のうえ、学生ボランティアを
居場所に派遣し、こどもたちの身近な存在として寄り添い、学習支援等を行う」

109 68 2行 放課後児童クラブの設置を促進す
る

修正 放課後児童クラブの設置及び民間施設から公的施設への移行を
促進する

放課後児童クラブの待機児童がいない市町村については、民間施
設からの移行を推進する必要があると考える。

③その他 　各市町村は、それぞれの市町村内の小学校の空き教室状況や敷地の有効利用状況、
および公的施設の活用状況等を踏まえて放課後児童クラブの設置を促進しております。
公的施設に関しては、空き教室の状況や土地の確保等の課題があることから、民間施
設の利用も含めて、各市町村の判断で実施されている状況となっております。

110 68 5行 「利用料の低減などに取り組む。」
の後

追加 また、低所得世帯の利用料のさらなる低減を図るために、利用料
の減免制度の整備・拡充に市町村と協力して取り組む。

各市町村で、ひとり親世帯や住民税非課税世帯を対象とする利用
料の軽減措置が設けられているが、多くの場合半額助成（上限
5000円）にとどまっている。県内の利用料が全般的に高いため、半
額助成を受けたとしても、依然として利用料の負担は高いままであ
る。低所得世帯の利用料の低減のため、例えば生活保護世帯は全
額免除、住民税非課税世帯・就学援助世帯は3000円程度の定額
負担で学童保育を利用できるようにする減免制度の整備・拡充を
県・市町村の協力のもと全県的に進めていただきたい。

③その他 ご意見のとおり、県では、ひとり親世帯等に対する利用料軽減に取り組む市町村を支援
していますが、設置主体である市町村の取組を促すためにも上限を設定しているところ
です。また、新規設置クラブへの家賃補助や児童送迎に係る経費の補助を行うととも
に、沖縄振興特別推進交付金を活用した公的施設への移行を促進するなど、利用料低
減を図るための取組も行っておりますので、これら取組の成果を見ながら制度の拡充等
について検討していきたいと思います。

また、放課後児童クラブに関しては、子ども・子育て支援交付金に基づき人件費や賃借
料等の運営費支援を行っております。また、放課後児童クラブ支援強化事業において、
交付金対象外のクラブに対しての賃借料支援を行っており、利用料の低減を図っており
ます。

111 68 7行 本県は、 追加 本県の放課後児童クラブは、 主語を明確にするため。 ③その他 ３章2-⑵-イ-②放課後児童対策　については、全体の記述を見直しております。

112 68 8～9
行

土地や建物の賃借料負担…により、追加 校区外から利用するこどもの送迎に伴う費用負担 月額利用料が高額となっている要因に、送迎費負担があげられま
す。

③その他 ３章2-⑵-イ-②放課後児童対策　については、全体の記述を見直しております。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係る関係団体意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加／
修正

ご意見 理由

No.
行番
号

素案たたき台 対応区分

該当箇所 県の考え方

113 68 9～10
行

市町村や関係機関と連携し、… 追加 地域毎に適正な受け入れ人数を配置することや 放課後児童クラブの待機児童解消を図るための取り組みについて
も記載したほうが良いと考えます。

①意見を踏
まえ修正

　当該記述に関しては、大幅な見直しを図っておりますが、ご意見については、３章2-⑵
-イ-②利用料の低減などの「など」に含めたいと考えております。

　待機児童の解消、利用料の低減などに取り組みます。

114 68 12行 支援員の処遇改善やキャリアアッ
プの推進に取り組む

修正 支援員の処遇改善やキャリアアップの推進及び保育所センター等
での就労斡旋事業の実施に取り組む

人材確保の入り口として、保育士と同様に就労マッチング支援を実
施することが求められていると考えます。

①意見を踏
まえ修正

　ご意見等を踏まえ、次のとおり追記します。
　潜在支援員に対する実態調査を実施し就労に係る課題等を把握し、就労支援に取り
組むとともに、若者からシニア世代を含め幅広い年齢層を対象に人材の掘り起こしに取
り組む。

115 68 16行 放課後子ども教室との一体型の
推進

修正 放課後子供教室との「校内交流型」「連携型」の推進 ・放課後子供教室が正式名称です。
・放課後児童対策パッケージに移行後、一体型は「校内交流型」と
表記されています。

①意見を踏
まえ修正

ご意見を踏まえ、３章2-⑵-イ-②について、次のとおり修正します。
「『国の方針』を踏まえ、放課後児童クラブと放課後子供教室との校内交流型・連携型の
推進や学校施設の積極的な活用を図る。」
※「放課後児童対策パッケージ」は令和6年度までの方針であるため『国の方針』に修正
します。

116 68 16～
17行

放課後子ども教室との一体型の
推進

修正 放課後子ども教室との一体型・連携型の推進 学童クラブの運営場所・形態が多様であるため、地域の実情にあっ
た形で一体型にこだわらず柔軟な連携体制を考えていただきたい。

①意見を踏
まえ修正

No.116と同じく

117 67〜
74

追加 （再掲）
①15歳以上で何らかの困難を抱える若者に対して支援を充実す
る
②不登校、ひきこもり等の困難を抱える若者に対して、「貧困」を前
提として支援提供をしない

①本県において15歳を過ぎるかつ、学校に帰属していない場合の
支援施設が乏しい
②本県にて広がった「貧困対策」の対象とならない世帯においても
不登校やひきこもり、若年無業などの困難を抱えている若者がいる
ことから、「貧困」のラベルで支援をするのではなく、困難を抱えてい
る若者が支援を受けることができるよう検討頂きたい。

①意見を踏
まえ修正

No.105と同じく

118 68 19 ③小児医療体制、心身の健康等
についての情報提供やこころのケ
アの充実

追記及
び修正

医ケアがメインになっている。他の状態の子への支援の記載も必
要ではないか。

①意見を踏
まえ修正

県では、様々なこどもの心の問題、被虐待児の心のケアや発達障害に対応するため、拠
点病院を中核とした関係機関連携による支援体制の構築に向けて取り組んでいるところ
です。
　当該取組の内容について、「第3章２(2)ウ小児医療体制、心身の健康等についての情
報提供やこころのケアの充実」（３章2-⑵-ウ-①）において、以下のように記載しました。
「様々なこどもの心の問題、被虐待児のケアや発達障害等に対応するため中核病院や
地域における支援機関との連携による診療・支援体制の整備や、医療関係者や支援者
に対する研修等人材育成に取り組みます。」

また、こども計画（仮称）は、①子どもの貧困対策の推進に関する法律を根拠とする計
画、②少子化対策基本法を根拠とする計画、③子ども・若者育成推進法を根拠とする計
画に加え、子ども・子育て支援法を根拠とする黄金っ子応援プランを統合する形で策定
することとなっております。
　このことから、本こども計画（仮称）においては、障害児施策に関する黄金っ子応援プラ
ンで位置づけがあり、支援体制の整備を必要とする、医療的ケア児、発達障害児に加
え、国の障害児福祉計画に関する基本方針（令和５年５月19日）に掲げられた難聴児に
ついて盛り込んでいるところです。（３章1-⑷）

慢性的に特定疾病を患っている児童への支援は、ライフステージを通して行っており、３
章1-⑶-イに記載しています。

119 68 39行 ・医療的ケア児に対する総合的な
支援体制の構築に向けて、市町
村が配置するコーディネーターの
養成に努める。（再掲）

修正 下記文章に修正。
・医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築に向けて、すべ
ての市町村にコーディネーターの配置を推進し、コーディネーター
の質の向上に努めることが必要と考える。（再掲）

市町村が配置するコーディネーターの養成は一定程度取り組まれ
ているため、すべての市町村にコーディネーターの配置を推進し、
コーディネーターの質の向上に努めることが必要と考える。

①意見を踏
まえ修正

　市町村においては令和８年度までに医療的コーディネーターを配置することを目標とし
ていることを踏まえ、1-⑷-ア-④について修正します。

120 69 6行 ・記載なし。 追加 素案たたき台に記載がないため、下記の内容を追加。
・在宅療養を開始した医療的ケア児が安心して療養生活が送れる
よう、最初の6ヶ月間または適切な支援につながるまでの期間を定
期的に訪問支援する体制を構築する。（再掲）

在宅療養を始める医療的ケア児の家族は、専門的知識と技術がな
い状況で24時間の生活を余儀なくされる。療養生活をサポートする
体制は、喫緊の課題である。安心して療養生活を送るためには、医
療的ケアが必要となった最初の6ヶ月間または適切な支援につなが
るまでの期間を手厚く支援する必要がある。58頁28行の体制をさら
に医療的ケア児に強化を図る必要があると考える。

①意見を踏
まえ修正

　在宅療養を行う家族に対し、各保健所にて訪問、来所や電話による相談支援等を行っ
ています。家族への支援については、ご意見を踏まえ、３章1-⑷-ア-⑧について下記の
とおり修正します。
「安心して療養生活が送れるよう、相談・訪問支援、レスパイト支援等の充実に務める。」



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係る関係団体意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加／
修正

ご意見 理由

No.
行番
号

素案たたき台 対応区分

該当箇所 県の考え方

121 67〜
74

追加 （再掲）
①15歳以上で何らかの困難を抱える若者に対して支援を充実す
る
②不登校、ひきこもり等の困難を抱える若者に対して、「貧困」を前
提として支援提供をしない

①本県において15歳を過ぎるかつ、学校に帰属していない場合の
支援施設が乏しい
②本県にて広がった「貧困対策」の対象とならない世帯においても
不登校やひきこもり、若年無業などの困難を抱えている若者がいる
ことから、「貧困」のラベルで支援をするのではなく、困難を抱えてい
る若者が支援を受けることができるよう検討頂きたい。

①意見を踏
まえ修正

No.105と同じく

122 69 25 ④成年年齢を迎える前に必要とな
る知識に関する情報提供や教育

追記 障害のある子もない子も共に働くための資質や能力を育成する教
育の記載がないので必要ではないか。

②原文どお
り

障害のあるこどもも、障害のないこどもも共に働くための資質や能力を育成する教育に
ついては、第３章1-⑴-ア-②（人権教育の推進）を踏まえて取り組んでいるため、原文ど
おりとさせていただきます。

123 70 2 ・記載なし 追加 （ネットリテラシー教育の推進）
携帯電話やインターネットトラブルや気づかぬうちに詐欺行為の加
害者や被害者にならないように犯罪から身を守るための教育を学
校現場で推進する。

P69　36行に記述されている「うちなー消費者」は出前式のため、さ
らに踏み込んで資料を作成し、学校教育現場で活用しやすいように
することが必要と考えるため

①意見を踏
まえ修正

ご意見を踏まえ、３章2-⑵-エ-②において追記いたします。

なお、生活福祉部では、学校関係者に対し消費者教育に関する刊行物等を配付するほ
か、消費者教育出前講座を通して、消費者トラブルの事例紹介及びネットリテラシー教育
を実施しているところです。引き続き、関係機関と連携し、学校現場が必要に応じて活用
できるよう、刊行物の作成・提供方法の見直し等について検討いたします。

124 70～
71

（社会的・職業的自立に向けた学
習、社会保障教育）

追加 「第2期沖縄県地域福祉支援計画」と整合を図る観点からも、同計
画を参考に、福祉教育の推進に関する記述を追加してもらいた
い。なお、同計画には「施策の方向性」として次の記述がある。
「 県では、「沖縄県ボランティア・市民活動支援センター」への支援
を通して、市町村ボランティアセンターにおいて実践している地域・
学校における福祉教育、ボランティア学習の推進を図ります。」

社会福祉法第108条に基づき策定された「第2期沖縄県地域福祉支
援計画」は、沖縄県子どもの貧困対策計画を含む福祉関連計画の
上位計画として各個別計画と整合・連携を図る必要がある。「第2期
沖縄県地域福祉支援計画」では、福祉教育の推進が位置付けられ
ており、「沖縄県こども計画」においても位置付ける必要がある。

①意見を踏
まえ修正

ご意見を踏まえ、第２期沖縄県地域福祉支援計画（P51）との整合性を鑑みて下記のとお
り、３章1-⑵-ア-①において次のとおり追記します。

「沖縄県ボランティア・市民活動支援センター」への支援を通して、市町村ボランティアセ
ンターにおいて実践している地域・学校における福祉教育、ボランティア学習の推進を図
ります。

125 67〜
74

追加 （再掲）
①15歳以上で何らかの困難を抱える若者に対して支援を充実す
る
②不登校、ひきこもり等の困難を抱える若者に対して、「貧困」を前
提として支援提供をしない

①本県において15歳を過ぎるかつ、学校に帰属していない場合の
支援施設が乏しい
②本県にて広がった「貧困対策」の対象とならない世帯においても
不登校やひきこもり、若年無業などの困難を抱えている若者がいる
ことから、「貧困」のラベルで支援をするのではなく、困難を抱えてい
る若者が支援を受けることができるよう検討頂きたい。

①意見を踏
まえ修正

No.105と同じく

126 72 6 学校 追記 具体的に学校名を記載してほしい。 ・学校教育法 ②原文どお
り

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校すべての校種を含め、学校としていますの
で、原文どおりといたします。

127 67〜
74

追加 （再掲）
①15歳以上で何らかの困難を抱える若者に対して支援を充実す
る
②不登校、ひきこもり等の困難を抱える若者に対して、「貧困」を前
提として支援提供をしない

①本県において15歳を過ぎるかつ、学校に帰属していない場合の
支援施設が乏しい
②本県にて広がった「貧困対策」の対象とならない世帯においても
不登校やひきこもり、若年無業などの困難を抱えている若者がいる
ことから、「貧困」のラベルで支援をするのではなく、困難を抱えてい
る若者が支援を受けることができるよう検討頂きたい。

①意見を踏
まえ修正

No.105と同じく

128 73 19 （中退者に対する学習相談や学習
支援の推進）高等学校中途退学
者については、中途退学が懸念さ
れる生徒・保護者に対して、ハ
ローワークや sorae 等関係機関
の情報提供を行い、就学・就労な
ど生徒が必要とする支援につなげ
る。

（中退者に対する学習相談や学習支援の推進）高等学校中途退
学者については、中途退学が懸念される生徒・保護者に対して、
ハローワークや sorae 、おしごと応援センターOne×One、等関係
機関の情報提供を行い、就学・就労など生徒が必要とする支援に
つなげる。

就労困難者の個別・継続支援をしているセンターであるため ②原文どお
り

ご意見のおしごと応援センターOne×Oneは文中の「～等の地域の支援機関」に含まれ
ており、原文どおりとします。

129 67〜
74

追加 （再掲）
①15歳以上で何らかの困難を抱える若者に対して支援を充実す
る
②不登校、ひきこもり等の困難を抱える若者に対して、「貧困」を前
提として支援提供をしない

①本県において15歳を過ぎるかつ、学校に帰属していない場合の
支援施設が乏しい
②本県にて広がった「貧困対策」の対象とならない世帯においても
不登校やひきこもり、若年無業などの困難を抱えている若者がいる
ことから、「貧困」のラベルで支援をするのではなく、困難を抱えてい
る若者が支援を受けることができるよう検討頂きたい。

①意見を踏
まえ修正

No.105と同じく

130 67〜
74

追加 （再掲）
①15歳以上で何らかの困難を抱える若者に対して支援を充実す
る
②不登校、ひきこもり等の困難を抱える若者に対して、「貧困」を前
提として支援提供をしない

①本県において15歳を過ぎるかつ、学校に帰属していない場合の
支援施設が乏しい
②本県にて広がった「貧困対策」の対象とならない世帯においても
不登校やひきこもり、若年無業などの困難を抱えている若者がいる
ことから、「貧困」のラベルで支援をするのではなく、困難を抱えてい
る若者が支援を受けることができるよう検討頂きたい。

①意見を踏
まえ修正

No.105と同じく



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係る関係団体意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加／
修正

ご意見 理由

No.
行番
号

素案たたき台 対応区分

該当箇所 県の考え方

131 74 24 （就労支援や復学・就学のための
取組充実）中学校卒業後に進学も
就職もしていない少年及び高等学
校中途退学者について、在学中の
児童生徒の保護者の了解を得て
学校とハローワークや sorae 等と
情報を共有するなど、就学、就労
など必要な支援につなげる。

（就労支援や復学・就学のための取組充実）中学校卒業後に進学
も就職もしていない少年及び高等学校中途退学者について、在学
中の児童生徒の保護者の了解を得て学校とハローワークや
sorae 、おしごと応援センターOne×One、等と情報を共有するな
ど、就学、就労など必要な支援につなげる。

就労困難者の個別・継続支援をしているセンターであるため ②原文どお
り

ご意見のおしごと応援センターOne×Oneは文中の「～等の地域の支援機関」に含まれ
ており、原文どおりとします。

132 74 35 支援を必要とする若者に対し、ハ
ローワーク、地域若者サポートス
テーション、sorae、ＮＰＯ等と連携
を図り、就学、就労へ向けた支援
を行う。

支援を必要とする若者に対し、ハローワーク、地域若者サポートス
テーション、sorae、、おしごと応援センターOne×One、ＮＰＯ等と連
携を図り、就学、就労へ向けた支援を行う。

就労困難者の個別・継続支援をしているセンターであるため ②原文どお
り

ご意見のおしごと応援センターOne×Oneは文中の「～等の地域の支援機関」に含まれ
ており、原文どおりとします。

133 76 19 （生涯学習の取組推進）
県民の多様化・高度化する学習
ニーズに対応するため、各種関係
機関が 連携・協働しながら、こど
もたちや高齢者、障害者など誰も
が生涯にわたり学び続けることが
できるよう、地域コミュニティを中心
とした生涯学習機会の充実に取り
組む。

修正 （社会教育・生涯学習の取組促進）
○〇・・・
・参加者一人ひとりの人格を築き生活を豊かにするだけでなく、地
域のまとまりや絆を創り上げてきている。それは同時に、社会変化
によって生じてきた「新たな地域コミュニティの形成」として地域の
絆を創り、まちづくりや地域課題解決に向け、他行政等と連携・協
力を行う。

地域の公民館や自治会などが行政と連携し、社会教育・生涯学習
の視点でも子どもの居場所や見守る場所となることが必要だと考え
るため。

②原文どお
り

こどもの居場所づくりについては、３章2-(2)-イ-①に記載しており、こどもが安全・安心し
て過ごせる多様なこどもの居場所づくりをすすめるとともに、今後も地域コミュニティを中
心とした生涯学習機会の充実に取り組んでまいります。

134 76 25 離島や遠隔地等の場所を問わ
ず、学びたいときに自発的に学べ
る環境づくり～～

追加 ICTの活用には、離島や遠隔地等の中に、不登校児や病気で学校
にいけないこどもたちも含まれると思う。
また、ただ整備するだけではなく、どれだけ活用にむけた伴走がで
きるのかも大きな課題と思う。

表記の内容だと、青年期・離島などICT活用に関する対象が狭く感
じる。環境が整ったあとの支援も大変だと自団体の経験で感じたた
め、そこまでフォローを検討して欲しい。

①意見を踏
まえ修正

表記は青年期に限らず、すべての人を対象とする取組であることから、ご意見を踏まえ、
「第３章　こども施策に関する重要施策　１　ライフステージを通した重要施策　（２）多様
な遊びや体験、活躍できる機会づくり」（３章1-⑵-ウ-⑤）に移して記載します。

135 76 35 ②就労支援、雇用と経済的基盤
の安定のための取組

追記 （障害者雇用の推進）の項目を挿入して欲しい。「沖縄県障害のあ
る人もない人も共に暮らしやすい社会条例」を踏まえ、障害を理由
とした差別をなくし、障害者の働く場と機会を創出する必要があ
る。

①意見を踏
まえ修正

ご意見の障害者雇用に関しましては、３章1-⑷-ア-⑦において記載しているところです。

136 78 2 （離職者の早期再就職、キャリア
自律に向けた支援）総合的な就業
支援拠点であるグッジョブセンター
おきなわにおいて、求職者の様々
なニーズに対応し生活から就職ま
でをワンストップで支援するととも
に、就職困難者に対しては、個別
的・継続的な支援を行う。

（生活困窮者や就労困難者の支援、キャリア自律に向けた支援）
総合的な就業支援拠点であるグッジョブセンターおきなわにおい
て、求職者の様々なニーズに対応し生活から就職までをワンストッ
プで支援するとともに、就職困難者に対しては、個別的・継続的な
支援を行う。

グッジョブセンターおきなわには、生活困窮者自立支援機関や就労
困難者支援期間も入居しているため、現状に合わせた記述とした。

①意見を踏
まえ修正

ご意見を踏まえ、３章2-⑶-イ-③において、次のとおり修正します。

・総合的な就業支援拠点であるグッジョブセンターおきなわにおいて、求職者の様々な
ニーズに対応し生活から就職までをワンストップで支援するとともに、就職困難者や生活
困窮者に対しては、個別的・継続的な支援を行う。

137 78 10 （良質な雇用環境の下で将来への
展望を持って生活できる取組の促
進）県内中小企業の人材確保を支
援するほか、雇用・労働環境改善
等により若年者にとって魅力ある
職場づくりを促進するとともに、技
術系人材が県内で活躍できる環
境整備に取り組む。

（良質な雇用環境の下で将来への展望を持って生活できる取組の
促進）県内中小企業の人材確保を支援するほか、雇用・労働環境
改善等により若年者にとって魅力ある職場づくりを促進するととも
に、技術系・ものづくり系人材が県内で活躍できる環境整備に取り
組む。

困窮世帯のなかでは、基礎学力が不十分なため、技術系に進むこ
とが難しい層も多いが、ものづくり系に適性を持つと思われる層も
多いと考えるため。

①意見を踏
まえ修正

ご意見のとおり、３章2-⑶-イ-①において、ものづくり系人材について記載いたします。
なお、県キャリアセンターでは、キャリアコーチによる就職相談において、自分に向いて
いる職業を診断するため、指先や手腕の器用さを測定する器具を導入しており、ものづく
り系に適性を有する方にその分野の仕事を案内するなど支援を行っております。
また、商工労働部では、仕事と生活の調和の実現に向けて積極的に取り組む企業を「沖
縄県ワーク・ライフ・バランス企業」として認証し、県の広報番組等で広く県民にPRすると
ともに、社会保険労務士等の専門家を企業に派遣し、就業規則の改正などを通じて働き
やすい環境づくりを支援しています。

138 80 13行 ④悩みや不安を抱える若者 追加・修正悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談・支援体制の
充実

困難を有する若者の多くは生活支援、キャリア支援等の事務手続
き能力等を支えることで自立する

①意見を踏
まえ修正

ご指摘のとおり、記載内容は相談・支援体制についてのものとなっておりますので、３章
2-⑶-エの項目名を修正しています。

139 81 3－
（1）

記載なし 追加 本来無償であるはずの小中学校の義務教育段階でも、ランドセル
や式服、制服、ジャージの購入費や教材費などの「隠れ教育費」
が保護者の負担となっている。これらの費用について、学校や教
育委員会と連携して、その必要性の有無も含めて見直しを進め
る。

追記する場所はこだわらない。保護者からの意見として受け止めて
いただきたい。

③その他 義務教育段階における学用品購入に対する就学援助については、各市町村が地域の
実情に応じて単独で実施している事業となっております。

140 81 16 高等教育に 追記 高等教育とは、大学及び専門学校等、高等学校卒業以後を指して
いるのでしょうか。

③その他 お見込みのとおりです。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係る関係団体意見に対する対応方針（各項目に対する意見）
追加／
修正

ご意見 理由

No.
行番
号

素案たたき台 対応区分

該当箇所 県の考え方

141 81 27～
31行

（地域のニーズに応じた様々な子
育て支援の推進）
・子育て親子の交流や育児に関す
る相談、情報提要を行う地域子育
て支援拠点事業や子育て支援に
関する相談、関係機関との連絡調
整等を行う利用者支援事業につい
て市町村の実情に応じて拡充でき
るよう支援する。

追加 27～31行の後に次の追加の提案

・また、「こどもまんなか社会」の実現に向けては、こども分野での
連携にとどまらず、こどもを中心に各分野横断的な支援体制づくり
が重要なことから、市町村における包括的支援体制づくりで取り組
む住民の参加支援や地域づくりと一体的に地域の子育て支援を
推進する。

・原文では、こども・子育て分野での連携に触れられているが、包括
的支援体制づくり（社会福祉法第106条の3）では、地域住民等と支
援関係機関の相互協力が示されており、住民参加や他の分野との
連携促進を図ることでタイトルの「地域のニーズに応じた様々な子
育て支援の推進」が図られると考える。

③その他 　社会福祉法第106条の３では市町村に対して、包括的な支援体制を整備することの努
力義務が規定され、106条の４では、法第106条の３の包括的な支援体制整備の具体化
のための一手法として「重層的支援体制整備事業」について規定されております。
　同事業では、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する事業
とされており、県としましては、同事業の活用等を行いながら子育て支援の推進を図って
いまいりたいと考えております。

142 85 15～
17行

・ひとり親家庭の親の経済的自立
のため、親の雇用等に積極的に
取り組む事業者や学び直しをする
親に対し、沖縄振興開発金融公庫
による金融面での支援制度の周
知等に取り組み、活用を促進す
る。

追加 素案たたき台部分に下記文言を追加・修正。

・ひとり親家庭の親の経済的自立のため、親の雇用等に積極的に
取り組む事業者をはじめ、 や学び直しをする親や自ら事業を行う
親に対し、沖縄振興開発金融公庫による金融面での支援制度の
周知等に取り組み、活用を促進する。

・弊庫のひとり親に対する支援制度を踏まえ、左記のとおり文言を
追加・修正。
（参考）
※１ 沖縄ひとり親支援貸付利率特例制度ひとり親の雇用に取り組
む事業者を対象に金利優遇（引き下げ）を図るため、平成28 年度
に「沖縄ひとり親雇用等促進貸付利率特例制度」として創設。令和
元年度から「沖縄ひとり親支援・雇用環境改善貸付利率特例制度」
として再編・拡充。「沖縄人材活躍推進貸付利率特例制度」の創設
に伴い令和6 年度から「沖縄ひとり親支援貸付利率特例制度」。

※２ 教育ひとり親利率特例制度ひとり親家庭に対する教育資金の
金利優遇措置の拡充を図るとともに、ひとり親家庭の親の学び直し
のための入学・在学資金についても金利優遇の対象に追加し、平
成28 年度に創設。

※３ 沖縄創業者等支援貸付｜沖縄社会課題対応企業等支援貸付
平成29 年度から、ひとり親家庭の親による新規開業を「沖縄創業
者等支援貸付」の貸付対象に追加し、最優遇金利及び資本性ロー
ンの適用対象とした。令和6 年度からは、「沖縄社会課題対応企業
等支援貸付」の貸付対象をひとり親家庭の親が行う事業（新規開業
に限定しない）に拡充。

①意見を踏
まえ修正

ご意見のとおり、３章3-⑷-②において修正します。

・ひとり親家庭の親の経済的自立のため、親の雇用等に積極的に取り組む事業者をは
じめ、学び直しをする親や自ら事業を行う親に対し、沖縄振興開発金融公庫による金融
面での支援制度の周知等に取り組み、活用を促進する。

143 86 32行 ・ひとり親家庭等の経済的自立
と・・・・。

修正 母子父子寡婦福祉資金貸付制度については、86頁18行の転宅資
金で少し触れているが、事業開始資金や修学資金等12の資金種
類がある。
もっと貸付制度について具体的に明記すべきではないか。

・ひとり親家庭への支援として、「母子父子寡婦福祉資金貸付制
度」は世帯の自立や生活意欲の助長促進において有効な手段であ
り、特に修学資金は子どもへの未来の投資になる。よって同制度の
実施促進は必要と考える。

①意見を踏
まえ修正

　ご意見を踏まえ、３章3-⑷-④において、以下のとおり修正します。
ひとり親家庭等の経済的自立と生活意欲の向上を図るために、修学資金や生活資金等
の12種類の資金を無利子又は低利で貸付を行う、母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
を適切に実施するとともに、市町村・・・

144 88 14～
19行

・面会交流については、養育費相
談とは異なる専門性が必要なこと
から、相談員や関係機関に対する
研修の機会を通じて制度の知識
や理解を深め、相談員の資質の
向上を図る。
・適切な面会交流の実施に向け
て、各家庭の状況に配慮した段階
的な支援を行う。

追加 　面会交流に関し、相談員の資質向上だけではなく、実際に交流
を行う際受け渡しに関する担い手が必用になる。NPO等などの活
動もあるが、人材は不足しており、人材の確保・教育についても具
体的な取り組みを進めてほしい。また、一部面会交流の費用補助
があるが内容の充実を求めたい。民法改正による共同親権の導
入もあり、早急な対応が必要と考える。

①意見を踏
まえ修正

ご意見を踏まえ、３章3-⑷-⑤に以下のとおり追記しております。
「・養育費はこどもの権利であり、その負担は親としてこどもに対する当然の義務である
ことについて、離婚前後の父母等を対象とした講座等を通して、広く一般社会の共通認
識としての醸成を図る。」

　県では、令和６年度から、離婚を考える際や離婚後におけるこどもの接し方、養育費の
支払いや面会交流に関する取り決め方法等、離婚の際に必要となる知識や、離婚がこ
どもに与える影響等を普及啓発するための「離婚前後親支援講座」を実施する予定で
す。当該講座については、離婚を考えている方、離婚後のひとり親だけではなく、支援者
等も受講対象者と考えております。
　県としては、引き続き養育費の確保、面会交流の取り決め等の支援体制の充実に取り
組んでいきたいと考えております。



沖縄県こども計画（仮称）（素案たたき台）に係る市町村意見に対する対応方針（各項目に対する意見）

No. 頁 行番号 素案たたき台 対応区分

1 40
21-22
行

・児童生徒に対する人権尊重や～
教職員に対する研修を推進する。

削除

41頁6-7行の（教職員に対する～研修や周知啓発）の中に
同じ文言があるため。敢えてどちらにも記載が必要というこ
とであればそのままで問題なし。

①意見を踏まえ
修正

ご意見のとおり、３章1-⑵-エ-①に統合しています。

2 40 32行

・記載なし

追加

40頁33行～41頁3行の内容に適した見出しの追加が必要
と考える。

40頁33行～41頁3行
・男女共同参画の重要性について～
・男女共同参画の基礎となる～
・沖縄県男女共同参画センターにおいて～
の記載は、（性の多様性に関する理解促進、啓発）にかか
る内容としては異なると考えるため。

①意見を踏まえ
修正

ご意見のとおり、３章1-⑵-エ-①に統合しています。

3 58 9

母子健康包括支援センターを設置できる
よう支援する

修正

59ページ7行目に子ども家庭センターによる切れ目ない支
援の記載があるため、記載しなくてもよいのではないか。

①意見を踏まえ
修正

ご意見を踏まえ、３章2-(1)-ア-①「こども家庭センターによる切れ目のない
支援」における記載に改めております。

4 59 14

センター機能充実のため、同センターで
中核的な役割を担う母子保健コーディ
ネーターやセンターの運営に関わる関係
者等の人材育成に取り組む 修正

ここでいうセンターとは子ども家庭センターのことであれ
ば、中核的な役割に統括支援員を記載してはどうか。

子ども家庭センターにおける統括支援員は、母子保健・児
童福祉の双方の業務について十分な知識を有し、俯瞰して
判断することが求められ、一体的支援のため両機能間の調
整を図る役割があるため

①意見を踏まえ
修正

ご意見を踏まえ、３章2-(1)-ア-①「こども家庭センターによる切れ目のない
支援」の中で、「センター機能の充実のため、同センターで中核的な役割を
担う統括支援員等の人材育成に取り組みます。」旨の表記に改めておりま
す。

5 49 7

若年妊産婦に対しては、母子健康包括支
援センターによる子育て支援…

修正

支援提供の仕組みまたは事業とするのかを趣旨に応じて
検討していただきたいです。例）「母子健康包括支援セン
ター」を「母子保健」または「こども家庭センター」とする。

母子保健法改正に伴い、「母子健康包括支援センター」が
「こども家庭センターの母子保健機能」と改正されているた
め。

①意見を踏まえ
修正

ご意見を踏まえ、修正した上で、３章1-(5)-アにおける関連箇所は、2-(1)-ア
-④「若年妊産婦等への支援」に統合のうえ、若年妊産婦への居場所や寄り
添い支援にかかる施策についてまとめて記載しております。
こども家庭センターについては、別項目（1-(5)-ア-②、2-(1)-ア-①）におい
ても修正して記載しております。

6 58 8

・全ての市町村において、妊娠期から子
育て期にわたる切れ目のない支援を提
供する母子健康包括支援センターを設置
できる・・・

修正

P59の7行に（こども家庭センターによる切れ目のない支
援）置き換えるのはどうでしょうか。

国の施策として、こども家庭センターの設置を唱っているた
め。

①意見を踏まえ
修正

ご意見を踏まえ、３章2-(1)-ア-①「こども家庭センターによる切れ目のない
支援」の中で、整理することといたします。

7 41 38

（特定妊婦等への支援）
…女性健康支援センターにおいて相談指
導を行う。

修正

女性健康支援センターの役割を検討した内容はいかがで
しょうか。

現在、特定妊婦支援は、市町村が実施している現状があり
ますが、計画内容の精査が必要かと思うため。

①意見を踏まえ
修正

３章2-⑴-ア-②へ統合し、下記のとおり記載しております。

沖縄県女性健康支援センターにおいては、安心して出産・妊娠できるよう妊
娠中の体の変調や出産後に対する不安など、妊婦が抱える悩みに対する
相談支援を行うとともに、関係機関と連携し、対象者への情報提供に取り組
みます。

8
25～
27

―

(5)雇用環境　ア現状

追加

　現状認識のためのデータに「ひとり親世帯」のデータを
追加。（所得・失業率・正規雇用率等）

「ひとり親世帯」は比較して所得が少なく、子どもの貧困問
題、ヤングケアラーにつながる現状にあるため。（夫婦世帯
と比較できれば分かりやすい）

①意見を踏まえ
修正

ご意見を踏まえ「ひとり親世帯」のデータ（所得・正規雇用率）を追加します。
（失業率はデータなし）

9
83～
84

83頁18
～20
行、84
頁8～
10行

女性が出産・育児をしながら働き続けるこ
とを可能とする職場環境の整備を図ると
ともに、子育てのスタートラインから男性
の子育てへの参画を促す男性の育児休
業取得促進に取り組む。

修正

表記が重複している 表記が重複しているため、一方を削除。 ①意見を踏まえ
修正

ご意見のとおり、３章3-⑶-④にて統合します。

該当箇所
追加／
修正

ご意見 理由

県の考え方


